
第５５回神河町議会定例会に提出された議案

○町長提出議案

第１０８号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（平成２５年度神河町一

般会計補正予算（第３号））

第１０９号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（平成２５年度神河町産

業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第３号））

第１１０号議案 神河町副町長選任の件

第１１１号議案 神河町監査委員の選任の件

第１１２号議案 神河町教育委員会委員の任命の件

第１１３号議案 神河町教育委員会委員の任命の件

第１１４号議案 神河町税条例の一部を改正する条例制定の件

第１１５号議案 神河町税外収入金の延滞金徴収条例の一部を改正する条例制定の件

第１１６号議案 神河町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件

第１１７号議案 神河町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件

第１１８号議案 神河町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件

第１１９号議案 神河町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例制定の件

第１２０号議案 神河町営住宅設置条例の一部を改正する条例制定の件

第１２１号議案 神河町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例制定の件

第１２２号議案 神河町建設残土砂等処分地設置条例の一部を改正する条例制定の件

第１２３号議案 神河町観光交流センター設置条例の一部を改正する条例制定の件

第１２４号議案 神河町神崎いこいの村条例の一部を改正する条例制定の件

第１２５号議案 神河町新田ふるさと村条例の一部を改正する条例制定の件

第１２６号議案 神河町神崎農村公園条例の一部を改正する条例制定の件

第１２７号議案 神河町わくわく公園条例の一部を改正する条例制定の件

第１２８号議案 神河町農村環境改善センター設置条例の一部を改正する条例制定の

件

第１２９号議案 神河町水車公園条例の一部を改正する条例制定の件

第１３０号議案 神河町神崎木工芸センター条例の一部を改正する条例制定の件

第１３１号議案 神河町グリーンエコー笠形体育施設設置条例の一部を改正する条例

制定の件

第１３２号議案 公立神崎総合病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定

の件

第１３３号議案 平成２５年度神河町一般会計補正予算（第４号）

第１３４号議案 平成２５年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

第１３５号議案 平成２５年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第
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３号）

第１３６号議案 平成２５年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

第１３７号議案 平成２５年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）

第１３８号議案 平成２５年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第３号）

第１３９号議案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例制定の件

第１４０号議案 神河町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一

部を改正する条例制定の件

第１４１号議案 平成２５年度神河町一般会計補正予算（第５号）
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神河町告示第155号

第55回神河町議会定例会を次のとおり招集する。

平成25年11月29日

神河町長 山 名 宗 悟

１ 期 日 平成25年12月６日

２ 場 所 神河町役場 議場

○開会日に応招した議員

小 林 和 男 赤 松 正 道

立 石 富 章 藤 森 正 晴

髙 橋 省 平 藤 原 日 順

松 山 陽 子 成 田 政 敏

藤 原 裕 和 山 下 皓 司

宮 永 肇 安 部 重 助

○応招しなかった議員

廣 納 良 幸
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平成25年 第55回（定例）神 河 町 議 会 会 議 録（第１日）

平成25年12月６日（金曜日）

議事日程（第１号）

平成25年12月６日 午前９時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 第 108号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（平成25年度神河町

一般会計補正予算（第３号））

日程第５ 第 109号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（平成25年度神河町

産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第３号））

日程第６ 第 110号議案 神河町副町長の選任の件

日程第７ 第 111号議案 神河町監査委員の選任の件

日程第８ 第 112号議案 神河町教育委員会委員の任命の件

日程第９ 第 113号議案 神河町教育委員会委員の任命の件

日程第10 第 114号議案 神河町税条例の一部を改正する条例制定の件

日程第11 第 115号議案 神河町税外収入金の延滞金徴収条例の一部を改正する条例制定

の件

日程第12 第 116号議案 神河町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件

日程第13 第 117号議案 神河町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件

日程第14 第 118号議案 神河町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定

の件

日程第15 第 119号議案 神河町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例制定の件

日程第16 第 120号議案 神河町営住宅設置条例の一部を改正する条例制定の件

日程第17 第 121号議案 神河町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例制定の件

日程第18 第 122号議案 神河町建設残土砂等処分地設置条例の一部を改正する条例制定

の件

日程第19 第 123号議案 神河町観光交流センター設置条例の一部を改正する条例制定の

件

第 124号議案 神河町神崎いこいの村条例の一部を改正する条例制定の件

第 125号議案 神河町新田ふるさと村条例の一部を改正する条例制定の件

第 126号議案 神河町神崎農村公園条例の一部を改正する条例制定の件

第 127号議案 神河町わくわく公園条例の一部を改正する条例制定の件

第 128号議案 神河町農村環境改善センター設置条例の一部を改正する条例制
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定の件

第 129号議案 神河町水車公園条例の一部を改正する条例制定の件

第 130号議案 神河町神崎木工芸センター条例の一部を改正する条例制定の件

第 131号議案 神河町グリーンエコー笠形体育施設設置条例の一部を改正する

条例制定の件

日程第20 第 132号議案 公立神崎総合病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

制定の件

日程第21 第 133号議案 平成25年度神河町一般会計補正予算（第４号）

日程第22 第 134号議案 平成25年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）

日程第23 第 135号議案 平成25年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３

号）

日程第24 第 136号議案 平成25年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第25 第 137号議案 平成25年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）

日程第26 第 138号議案 平成25年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第３号）

日程第27 神河町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙の件

日程第28 兵庫県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 第 108号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（平成25年度神河町

一般会計補正予算（第３号））

日程第５ 第 109号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（平成25年度神河町

産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第３号））

日程第６ 第 110号議案 神河町副町長の選任の件

日程第７ 第 111号議案 神河町監査委員の選任の件

日程第８ 第 112号議案 神河町教育委員会委員の任命の件

日程第９ 第 113号議案 神河町教育委員会委員の任命の件

日程第10 第 114号議案 神河町税条例の一部を改正する条例制定の件

日程第11 第 115号議案 神河町税外収入金の延滞金徴収条例の一部を改正する条例制定

の件

日程第12 第 116号議案 神河町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件

日程第13 第 117号議案 神河町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件

日程第14 第 118号議案 神河町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定
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の件

日程第15 第 119号議案 神河町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例制定の件

日程第16 第 120号議案 神河町営住宅設置条例の一部を改正する条例制定の件

日程第17 第 121号議案 神河町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例制定の件

日程第18 第 122号議案 神河町建設残土砂等処分地設置条例の一部を改正する条例制定

の件

日程第19 第 123号議案 神河町観光交流センター設置条例の一部を改正する条例制定の

件

第 124号議案 神河町神崎いこいの村条例の一部を改正する条例制定の件

第 125号議案 神河町新田ふるさと村条例の一部を改正する条例制定の件

第 126号議案 神河町神崎農村公園条例の一部を改正する条例制定の件

第 127号議案 神河町わくわく公園条例の一部を改正する条例制定の件

第 128号議案 神河町農村環境改善センター設置条例の一部を改正する条例制

定の件

第 129号議案 神河町水車公園条例の一部を改正する条例制定の件

第 130号議案 神河町神崎木工芸センター条例の一部を改正する条例制定の件

第 131号議案 神河町グリーンエコー笠形体育施設設置条例の一部を改正する

条例制定の件

日程第20 第 132号議案 公立神崎総合病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

制定の件

日程第21 第 133号議案 平成25年度神河町一般会計補正予算（第４号）

日程第22 第 134号議案 平成25年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）

日程第23 第 135号議案 平成25年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３

号）

日程第24 第 136号議案 平成25年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第25 第 137号議案 平成25年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）

日程第26 第 138号議案 平成25年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第３号）

日程第27 神河町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙の件

日程第28 兵庫県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙の件

出席議員（12名）

１番 小 林 和 男 ７番 赤 松 正 道

２番 立 石 富 章 ８番 藤 森 正 晴

３番 髙 橋 省 平 11番 藤 原 日 順

４番 松 山 陽 子 12番 成 田 政 敏
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５番 藤 原 裕 和 13番 山 下 皓 司

６番 宮 永 肇 14番 安 部 重 助

欠席議員（１名）

９番 廣 納 良 幸

欠 員（１名）

事務局出席職員職氏名

局長 澤 田 俊 一 主査 槇 良 裕

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 建設課長 藤 原 龍 馬

副町長 細 岡 重 義 地籍課長 藤 原 靖 彦

教育長 澤 田 博 行 上下水道課長 坂 本 康 弘

会計管理者兼会計課長 橋 本 三千也 健康福祉課長兼地域局長

総務課長 前 田 義 人 佐 古 正 雄

総務課参事兼財政特命参事 病院事務長 細 岡 弘 之

太 田 俊 幸 病院医事課長兼総務課長

情報センター所長 村 岡 悟 浅 田 譲 二

税務課長 玉 田 享 病院総務課副課長 藤 原 秀 明

住民生活課長 足 立 和 裕 教育課長 谷 口 勝 則

地域振興課長 野 村 浩 平 教育課参事 藤 原 良 喜

地域振興課参事 小 林 一 三

議長挨拶

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

開会に先立ちまして一言御挨拶を申し上げます。

ことしもはや師走に入り、日増しに寒さも厳しくなってきました。本日ここに第５５

回神河町議会定例会が招集されましたところ、議員各位並びに執行部におかれましては、

定刻までに御参集を賜り開会できますことは、町政のためまことに御同慶にたえません。

去る１１月１２日告示、１７日投票の神河町長選挙の結果、無投票により山名町長が

当選されました。ここに、議員皆とともにお祝いを申し上げます。２７日には、２期目

に向けて新たなスタートをされました。神河町にはまだまだ多くの問題が山積みであり

ます。町長の英知により、町民が納得できるまちづくり、住んでよかった神河町の実現

に尽力されることを期待申し上げます。
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国政においては、私たち国民に大きく影響するＴＰＰ、消費税の増税、外交や特定秘

密保護法案など、諸問題が山積みであります。全く先の見えない不安な状況であると国

民の多くが感じられておられるのではないでしょうか。いつの時代も弱きを助け、皆が

潤う世の中であってほしいと願うものであります。

さて、今次定例会には、専決２件、副町長並びに代表監査委員の選任の件、教育委員

会委員の任命、条例の一部改正１９件、一般会計等補正予算６件が提案されます。町政

にとって大変重要な案件ばかりであります。議員各位には格別の御精励を賜りまして、

適正妥当な結論が得られますよう、結果として町民の負託に応えられますよう望みまし

て開会の挨拶といたします。

続きまして、町長から挨拶を受けます。

町長挨拶

○町長（山名 宗悟君） おはようございます。師走に入りまして何かと気ぜわしい毎日

となってまいりました。議員の皆様方には、それぞれ御健勝にて御活躍されております

ことをお喜び申し上げたいと思います。

御承知のとおり、ことしも異常気象からの自然災害が日本を初め地球規模で多発しま

した。１１月８日には、気象津波とも報道されました台風３０号がフィリピンに上陸、

日本でも土砂崩れや雪崩による犠牲者が出るなど、自然の猛威が私たちの生活を脅かし

ています。神河町では、９月の集中豪雨により越知川水系、とりわけ福本区から岩屋区

の間で集中して谷川からの土砂災害が発生をいたしました。現在、災害復旧に向けての

作業も順調に進んできているところでありまして、工事実施に向けて引き続きの作業を

進めているところであります。

一方、国会では、特定秘密保護法案を初めとした安全保障や社会保障、ＴＰＰ問題な

ど、私たちの生活に大きくかかわる重要法案の審議が進められています。とりわけ特定

秘密保護法案につきましては、野党を初めとして審議延長の行動が展開され、世論もそ

の動きに同調し、大きなうねりとなっています。いずれにいたしましても、国民の知る

権利や人権にかかわる重要法案であることからも、徹底した民主的議論の展開を望むと

ころであります。

さて、１２月に入って、１日には町内一斉クリーン作戦、年末交通事故防止運動、４

日からは人権週間がスタートをし、その取り組みとして１１月３０日には人権青少年健

全育成合同大会が開催されました。また、１日は神河冬の蛍、寺前駅前銀座商店街のイ

ルミネーション点灯式が行われ、寺前保育所、幼稚園、小学校、神河中学校の皆さんが

ペインティングしたペットボトルが商店会のメンバーと兵庫県立大学生の手で飾りつけ

られまして、当日はカーミンも登場をし、午後６時から点灯、餅つきと振る舞いぜんざ

いや屋台などでにぎわいを見せました。８日には、月亭八方一門による第３回神河寄席

も予定しています。まだ席に余裕がありますので、ぜひお得な前売り券でお買い求めい
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ただければと思います。

本日は、第５５回神河町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位の御出席を

賜りまして議会が開催できますことを厚くお礼申し上げます。今定例会におきましては、

専決処分２件、副町長選任など人事案件４件、平成２６年４月からの消費税率８％への

対応などの条例改正１９件、平成２５年度各会計補正予算６件の計３１件を提案させて

いただきます。よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。

さて、開会に際しまして、このたびの神河町長就任に当たり、一言私の所信を述べさ

せていただきます。

このたびの町長選挙に当たり、無投票により１１月２７日をもって神河町政２期目の

重責を担わせていただくこととなりました。４年前、多くの皆様の御支持をいただき、

町長に就任させていただいて以降、「ほんまにひとつの神河町」を目指して全力で取り

組んでまいりました。

まずは、前町政からの継続課題として、神河中学校、神崎小学校⋞幼稚園建設の学校

統合施設整備、独自政策としましては、神河観光元年、観光客１００万人招致、観光交

流人口増加による地域内経済効果を高めるため、砥峰高原、峰山高原の自然環境を生か

した映画、大河ドラマ、音楽プロモーションビデオなどのロケ地の取り組みから、兵庫

県観光プロモーションの一員として、大胆に国内外に神河町の知名度アップのＰＲ活動

を展開、また、人口対策としての神河田舎暮らしなどの取り組みは確実に前進をし、兵

庫県内外からも注目を集めています。それらは新聞、テレビでの取り扱い掲載が年間３

００件近くと県下でも群を抜いており、観光立町⋞神河町の発信が強力にできたと言え

ます。私自身、動く広告塔として、全国に向けＰＲをしてまいりました。

公約でありました具体的政策課題、１つに財政の健全化、２つに学校統合、３つに公

立神崎総合病院経営の健全化、医師確保、福祉対策、４つに雇用と農林⋞商工⋞観光一

体の地域振興、５つに住民参加、安全⋞安心のまちづくり、これらについてもおおむね

目標達成ができたのではないかと考えています。改めまして、役場職員の頑張りと神河

町議会を初め、町民の皆様や町外からの神河町を応援していただいている多くの方々の

神河町のまちづくりに対する深い御理解と御協力があってのことと心より感謝の意を表

する次第であります。

２期目への課題としまして、これまでにも申し上げてきておりますが、まずは、平成

２４年度に策定をいただいた神河町長期総合計画後期基本計画の着実な実施であります。

その中で、何と言いましても神河町の最重要課題は、人口減少、少子高齢化にいかに対

処するかであります。そのためには、人口減少対策としての若者定住と子育て環境づく

り、交流人口増からの新産業の創出、地域内消費、雇用の拡大、そのキーワードとして

の農林⋞商工⋞観光連携強化であり、並行して高齢者の暮らしや病院など、医療に対す

る安心のまちづくりについて、短期⋞中期⋞長期的視点でめり張りのある政策展開が求

められていると考えております。
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２期目に向けての山名宗悟の政策課題は、まずは、まちづくりのキャッチフレーズは、

「住むならやっぱり神河町」、「みんなでつくろうひとつの神河⋞元気な神河」、「地

域資源で活気ある神河町」であります。具体的政策課題は、一つに、安全⋞安心のまち

づくりであります。人口減少社会は深刻でございます。失われつつある村、地域のきず

なを深めることが大切でありますし、地球の亜熱帯化が進む中、いつどこで起こるかわ

からない自然災害への備えが大切となっています。そのためにも、地域の方々との日ご

ろの点検により、防災、社会基盤整備を進めていきたいと考えております。そして、み

ずからの命、一人一人の命を守るため、自助⋞共助⋞公助のまちづくりをさらに推進し

てまいりたいと考えております。

政策課題の２点目は、子育て⋞教育⋞雇用⋞人口対策であります。引き続き安心して

子供を産み育てられる環境づくりに取り組んでまいりたいと考えておりますし、中学校

３年生までの医療費自己負担ゼロを継続してまいります。また、学校給食の無料化に向

けても取り組みを進め、研究していきたいと考えております。教育環境の充実を図ると

ともに、学校の跡地利用の具体化を図ってまいります。若者定住のための住宅施策を推

進し、具体化します。頑張る組織への応援プログラムを立ち上げ、その応援をしっかり

としてまいりたいと考えます。地域のよさを再発見すると同時に、地域とのきずなを深

める取り組みを進めてまいります。そして、人が訪れたくなる町、住んでみたいと思う

神河の魅力を生かしたまちづくりを進めていきたいと考えます。

政策課題の３つ目は、農林⋞商工⋞観光一体の地域振興であります。その一つとして、

観光戦略の強化、交流人口増加による地域内経済の活性化であります。地産地消、そし

て地産他消のまちづくりを進め、引き続き産学官、そしてそこに金融機関も入った、そ

れらが連携した６次産業化への展開を図ってまいります。自然や地域資源を生かした企

業誘致も進めていかなければなりません。引き続き映画等のロケ地誘致活動、空き家利

活用、田舎暮らし、木造インターンシップ等に継続して取り組んでまいります。

大きな２つ目としては、森林機能の強化であります。県民緑税を活用した防災林、混

合林、野生動物育成林等の整備に取り組んでまいりたいと考えております。神河町の豊

かな山林財産を有効活用をし、林業の再生振興、森林機能の強化を図るためにも、バイ

オマスタウン構想の具体化と実現に取り組んでまいります。

政策課題の４点目は、公立神崎総合病院を核とした健康福祉のまちづくりであります。

公立神崎総合病院は、私たちの安心のよりどころであります。病院の耐震化対策及び将

来機能の強化とともに、介護⋞看護⋞医療⋞福祉一体のまちづくりに向けた具体化を進

めます。若者たちが生き生きと暮らせるまちづくり、訪問診療、介護など、お年寄りが

安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。

政策課題の５点目でありますが、財政の健全運営にあります。町長報酬の２０％を初

め、特別職報酬削減の継続に取り組んでまいります。平成２４年度決算で実質公債費比

率１８％となり、２５年度決算では、目標の１８％未満は確実となっていますが、合併
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後１０年後の平成２８年度からの交付税の一本算定への削減が始まり、これまで以上の

効率的な財政運営が求められてまいります。そのためにも、ときに厳しい選択もしてい

きながら、これらの課題に向けてバランスと選択と集中に配慮した政策展開を進めてま

いります。

以上申し上げまして、私の２期目に向けての所信とさせていただきますが、繰り返し、

町政推進に当たりましては、集落懇談会でいただいた御意見、住民は役場を選べないを

肝に銘じ、また来たい役場を目指してこれまで以上に住民の皆様との信頼、きずなを深

めてまいります。「人権尊重のまち」、「ハートがふれあう住民自治のまち」、そして、

「住むならやっぱり神河町」と言えるまちづくりに向け、初心を忘れず、これまで以上

に研さんを積み、全身全霊、力いっぱい取り組んでまいる決意であります。神河町のま

ちづくりに引き続きの御支援、御協力を心よりお願い申し上げまして、私の所信とさせ

ていただきます。ありがとうございました。

午前９時１６分開会

○議長（安部 重助君） ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達してお

りますので、第５５回神河町議会定例会を開会いたします。

開会前に、廣納良幸議員は、都合により欠席の連絡を受けております。

また、本日午後から建設課長、越知谷財産区議会全員協議会の開催のため欠席届が出

ておりますので、御了承願います。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（安部 重助君） 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長から指名いたします。７

番、赤松正道議員、８番、藤森正晴議員、以上２名を指名いたします。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） 次の日程に入る前に、先般開かれました議会運営委員会の決定

事項について、藤原副委員長から報告を受けます。

藤原日順議会運営副委員長、お願いします。

○議会運営委員会副委員長（藤原 日順君） 議会運営副委員長の藤原でございます。

本来であれば廣納良幸議会運営委員長が報告すべきところでありますけども、都合に

より欠席されておりますので、副委員長であります私から、去る１２月３日に議会運営

委員会を開催し、本定例会の議事運営について協議し、決定した事項を御報告申し上げ

ます。

まず、会期の日程ですが、本日から１２月２０日までの１５日間と決しております。
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町長から提出されます議案は、専決処分２件、人事案件４件、条例の一部改正１９件、

補正予算６件、計３１件が提出されております。議会からの提出議案等は、議会におい

て行う選挙２件であります。

議事日程につきましては、お手元に配付しております日程表のとおりです。

本日第１日目は、提案説明の後に質疑を行い、第１０８号議案及び第１０９号議案は

承認、第１１０号議案から第１１３号議案については同意、第１１４号議案から第１３

２号議案については採決をお願いすることとしております。第１３３号議案の一般会計

補正予算は総務文教常任委員会に付託して審査をお願いし、第１３４号議案から第１３

８号議案の特別会計、企業会計補正予算は第４日目の最終日採決としております。一般

質問につきましては、事前に通知のとおり、通告締め切りを１１月２６日の午後３時と

し、本会議第２日目の１６日と第３日目の１７日に行います。２０日の最終日は、委員

会に付託しておりました議案の審査報告の後、表決をお願いすることとしております。

なお、議事の円滑な進行を行うための協議も行いました。執行部にお願いする事項と

して、議案の提案理由の説明に際して、条例の一部改正等については、１点目、上位法

の改正に伴うものなのか、町独自のものなのか、２点目、条例改正のポイントとなる理

由とその背景、３点目、町民の負担はどう変わるのか、以上３点を簡潔に説明していた

だくことを要望いたします。

また、議員各位にお願いする事項として、議案の審議に際しては、１点目、提出議案

の本題から外れた質疑は厳に慎む、２点目、常任委員会に審査を付託する議案の質疑に

ついては当該委員会以外の議員の質疑を優先することとし、当該委員会所属の議員は付

託された委員会で十分に質疑をお願いすることとしております。

以上のとおり、今期定例会の会期日程及び議事日程等について決定し、議長にお願い

しております。議員各位には、格段の御協力をお願い申し上げます。

以上で議会運営委員会の報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 議会運営副委員長の報告が終わりました。

それでは日程に戻ります。

⋞ ⋞

日程第２ 会期の決定

○議長（安部 重助君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から１２月２０日までの１５日間とい

たしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日か

ら１２月２０日までの１５日間と決定しました。

⋞ ⋞

日程第３ 諸報告
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○議長（安部 重助君） 日程第３、諸報告でございます。

監査委員より例月出納検査の監査報告を提示していただいております。お手元にその

写しを配付いたしておりますので、御一読願います。

閉会中の主な事柄については、別紙一覧表として配付いたしております。

なお、各委員会の閉会中の活動状況については、各委員長より報告をしていただきま

す。

まず、総務文教常任委員長、お願いいたします。

成田政敏議員。

○総務文教常任委員会委員長（成田 政敏君） 失礼いたします。総務文教常任委員長の

成田でございます。

定例の総務文教常任委員会調査と臨時に総務文教常任委員会、学校の越知谷幼稚園の

建設等につきます諸問題につきまして、９月２７日と１１月１４日、２回臨時の総務文

教常任委員会調査を行っております。２点について報告を申し上げます。

まず、１点目の越知谷幼稚園の調査並びに現状ということについて、簡単に報告申し

上げたいと思います。結論につきましては、９月２７日と１１月１４日、入札の不調と

いうことについての相談を受けたわけでございますが、最終的に入札は不調に終わって

おります。次回の総務文教常任委員会の後に、詳細についてはまた報告を受けることに

なっておりますが、どういうことかということを簡単に説明を、報告をしておきたいと

思いますが、要は、９月以降に入札がずれ込みまして、この時期が国の消費税の５％か

ら８％、さらに１０％、この改定の法律が今非常に議論なさっておりまして、これほぼ

確定しております。その時期とこの入札の時期というものが同時期になってしまいまし

たので、要は、原因は材料費等建設資材の値上がり、要は駆け込み需要というんですか、

建設材料費等の値上がり、もう１点は、駆け込み需要ということでございますので、労

働者、要は作業者の確保が非常に困難であると、こういう点、その２点において建設コ

ストが上がるということと、もう一つは、平成２６年３月までに越知谷幼稚園完成予定

で進めておったわけですが、工期が確保できないと、こういう課題がございまして、入

札が不調に終わっておるというのが実態でございます。細かい点につきましては、詳細

説明はまだ受けておりませんので、次回の委員会で受けまして、さらに御報告を申し上

げたいと思います。要は、不調に終わってるということについて御報告を申し上げてお

きます。

次に、平成２５年１１月１８日、１９日、２日間にわたりまして定例の事務調査を実

施させていただきました。その件につきまして御報告を申し上げておきます。

事務事業の執行状況及び予算の執行状況について調査したわけでございますが、委員

会としては、当初、計画どおりに進行しているということについては報告は受けており

ますが、議論はいたしておりませんので、報告は省かせていただきます。お手元に資料

が配付されておると思いますので、御参照いただきたいと思います。
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なお、問題点あるいは課題について意見交換あるいは議論をしておりますので、主要

なことについてのみ報告を申し上げたいと思います。

まず、情報センターの所管でございますが、ケーブルテレビ管理運営経費を最小にす

るための業務改善というのを現在実行していただいておるわけですが、これを、今、番

組の編成、収録、そういうものの管理運営を一部委託しております。さらに全面を委託

する方向について検討中ということで、現在、姫路ケーブルテレビとケイ⋞オプティコ

ムの２社と交渉中でございまして、見積もり依頼中ということでございます。姫路ケー

ブルテレビはもう既に出ておるそうなんですが、ケイ⋞オプティコムの見積もりがまだ

出ておらんということで、１２月末に提出をしていただくようにワークをしておるとい

うことでございます。したがいまして、この件は次回調査で具体的な提案というんです

か、状況を報告できると、こういうことでございます。

次に、設備の更新面で、現在の番組ソフトの自動送出装置、これが設備が古くなって

おりまして、いつトラブルが発生するかわからない状況ということなので、コストの削

減、さらに品質の向上を狙って新しい装置の更新を検討しております。機器メーカー３

社にプレゼンテーションとデモンストレーションに参加していただいて、メディアエッ

ジ株式会社が一番点数が評価の結果よかったので、機種の選定はメディアエッジに決定

をしたという報告を受けました。１２月中にさらに代理店の入札を行うということでご

ざいます。設備機械の価格はおおむね１，０００万円、５年のリースで契約できるんで

あれば考えておると、こういう報告がございました。これは、今から具体的にされると

いうことでございます。

次に、伝送路についても全町光ファイバー化に向けた検討をしておりますということ

でございます。１２月中にこれも費用の概算が出てくるので、次回報告をして議論を願

いたいと、こういうことでございます。

以上の報告に対しまして、委員会としては、以前からこれも申しておるわけですが、

将来の根本的な情報通信システムについて、番組の編成、あるいは自主番組のあり方、

告知放送のあり方、運営管理方法のあり方、あるいは新しい双方向システム等の検討、

あるべき姿を研究して示すように再度要望をしております。ただ現状の延長線上という

ことでなしに、この際、将来の情報通信のあるべき姿を模索していこう、議論していこ

うと、こういうことでございます。

次に、会計課の所管でございます。会計課については、業者への工事代金支払いが遅

いという問題が上がってまいりました。現実に業者からの苦情も聞いておるということ

で議論を深めたんですが、会計管理者は、工事業者が工事完了届、それから請求後４０

日以内に支払いのルールがあり、そのとおり実行していると、こういう実態であります。

また、正規の請求書関連書類が上がっておれば、支払いの時期も調整は可能との報告が

ありました。これは、業者さんの経営状況との兼ね合いでの相談に応じると、こういう

ことでございまして、そんな回答も出ております。
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業者が苦情を言う原因に、工事発注部門が机の引き出しに請求書を放置するケースが

あるのではないかと、こういう指摘も出ました。これでは業者さんとの信頼関係ができ

ないので、要は、結論として、会計課の管理の改善をするよう要望いたしました。どう

いうことかといいますと、業者が請求書を発行をし、担当部局へ到着という、これが第

一のステップです。その後、会計管理者まで上がる日数のデータをとって実態を把握す

るようにという、まずデータをとってくださいと、こういう指摘をしました。そして、

次回の調査で結果の報告をするよう求めました。つまり、請求が上がってきてから、要

は担当部門で持ち過ぎるからその辺の問題が発生するんじゃないかと、こういう推察で

ございますので、そういう指摘をしたわけでございます。

次に、税務課の所管です。初めに、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直

し説明がありました。趣旨は、仮徴収と本徴収というものがあるわけですが、その差が

できるだけ少なくなるように、要は平均化した納税ができるようにと、こういう趣旨で

ございました。

次に、納税者への口座振替依頼を強化しておりますということでございます。結果と

しまして、平成２５年度１０月末までに６０９件の新規申し込み加入がありました。全

課税件数の４０．９％の口座振替の加入率と、こういうことでございます。目標は高く

ありまして、６０％の目標で挑戦をされておると、こういう実態でございます。

次に、収納率向上のための無申告者の対策について報告がございました。住民税につ

いて１２７名中４６名の申告、それから、国保税につきましては７５名中２０名の申告、

合計３２．７％の申告の改善があったと、こういうことでございます。成果は上がりつ

つあるということなんですが、今後はさらに収入ゼロの人もゼロとして報告願いたい旨

しっかりと依頼すること、そういうことで全員の実態がつかめると、こういうことでご

ざいまして、加入の改善につながってくると、こういうことでございました。

次に、歴代からの税務課の職員の頑張りで、この徴収対策が功を奏しまして、税金の

徴収率では３年連続兵庫県ナンバーワンの成績をおさめたという報告がございました。

よく頑張っていただいたということで、これにつきましては感謝を述べたわけでござい

ます。

次に、空き家となった家の固定資産税について、更地にした場合高くなるとの見解が

あるが、どうかを尋ねたところ、住宅の建っている宅地は住宅用地としての土地割引が

ありますと、更地になると軽減の適用がないので高くなることがありますと、こういう

見解でございました。

次に、２５年度徴収未納額の月別推移グラフの提示を受けました。わかりやすいグラ

フで説明との配慮でありますが、さらに、グラフについてわかりやすいグラフ化をお願

いをいたしました。

次に、総務課の所管でございます。初めに、平成２６年４月からの消費税のアップ、

これの検討状況について報告を受けました。詳細は省きますが、今回、条例の一部改正
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提案がありますので、十分な審議を尽くしていただきたいと思っております。

次に、学校廃校跡の活用策について、南小田小学校跡は、小規模多機能型居宅介護施

設、介護付き賃貸住宅として活用することがもう決定しております。ほかの地区の対策

検討も十分やっていただいているのでありましょうが、地域の活性化には大変重要な要

素でありますので、さらに行政の主体的で積極的な対策推進を要望いたしました。

この学校跡地の活用対策につきましては、大山小学校、上小田小学校、川上小学校、

粟賀小学校とありまして、それぞれの地域について究極の地方分権の考え方としては、

このような環境に置かれている末端の地域を活性化するということであろうという議論

をしたわけでございます。行政とその職員が知恵を出して前向きに取り組み、アイデア

を出していただきたいと、各地域も行政の提案を待っていると、このような議論を１時

間ばかりやりました。地域もいろいろと考えておるんでしょうが、なかなかアイデアが

出てこない、そういう実態がありますので、専門職あるいはプロとしての行政がもっと

頑張っていただきたいと、こういうことでございます。廃校跡のスクラップ工事に国が

予算をつけるという情報もありまして、潰すだけでは能がないので、新しい活用策を含

めて検討を活発化させるように強く要望いたしました。

次に、ふるさと納税について、寄附をする人が使い道を指定して寄附をした場合、行

政はどう対応するのかという質問をいたしました。ふるさと納税、寄附される人の意向

というものを最大限に生かした使い方をしますということでございますので、ふるさと

納税をされる方は、こういう使途で使っていただきたい、そういうことを書いていただ

く、あるいは言っていただくということでそういう方向を出していきますという回答で

ございます。

次に、管理職登用試験が実施されまして、対象者のほぼ全員が受けたとの報告を受け

ました。有能な管理職が育つようにトータル的な総合的な人事制度の考え方も研究し、

制度を充実させるよう要望いたしました。

次に、人口減少問題に関連して、新婚世代向け、あるいは子育て世代向けの住宅政策

というものを具体化しようということで今やっていただいておりますが、家賃４万円程

度の子育て世代向け賃貸町営住宅の建設問題を議論したわけでございます。早くやらな

いと、他町がやってしまって後煎じになりますと、人口がそちらに先に流れてしまいま

すよという指摘をいたしました。既に他市町も企画を進めているところがありますとい

う実態もございます。そういう指摘もいたしました。家族構成の入居条件については、

神河町に永住する意思を固める年代を考慮すること。ちょっとわかりにくい表現ですが、

要は、新婚世代、子育て世代から子供さんが高校、大学と行きますけども、いつの段階

で要は入居をストップするかと、要は新婚世代向けでございますので、その辺の議論を

したわけでございます。その辺の、要は永住する意思が固まった段階の年齢をしっかり

推定しなさいよと、こういう話し合いをしたわけでございます。さらに、住宅マスター

プランとの整合性を図ることなど指摘いたしました。とにかく早くやることが肝心であ

－１７－



るということでございます。

次に、教育委員会の教育課の所管ということでございますが、小学校２校の統合が完

了し、新しい学校に通っている状況で、何か問題が残っておれば状況について聞きたい

ということで質問したわけでございます。

まず、南小田小学校関係について、通学のためのバス停設置に伴う土地の整備、ある

いは土地の法的手続等残っているものがございます。このことにつきましては、今年度

中に解決しますという回答でございます。大山小学校分では、杉の歩道工事等が進行中

でありまして、それが完成すればバス停の引き込み工事等も同時進行しているので、そ

この活用というものを相談をしておるということでございました。粟賀の前中学校前の

地下道については、明るくするため照明の交換をしていただきましたと、さらに壁面の

タイル張り工事ということも予算申請をしておりますと、こういうことでございました。

次に、学校の経営面、ソフト面ではどうですかという質疑をいたしました。全体とし

て、多くの友達とめぐり会えて多様な考え方ができるということで評価をいただいてい

るというふうに考えております。一部、環境が変わったことで落ちつきがない状況があ

りましたが、３カ月を過ぎてきまして落ちついてきておるという実態がありますという

ことでございます。遠距離通学ということで、下校のバス時間が決まってしまっており

ます。したがいまして、放課後の児童への諸問題につきましてのフォローアップがやれ

ないという課題が上がってきておりますということでございます。バスの時間を変更し

てもらえばどうかという話をしたんですが、一挙にはいかないと、こういうことでござ

いまして、この辺は非常に大きな課題なのかなと、こういうふうに感じております。現

状でバス時間変更が難しいということです。新しい学校では従来と掃除方法が変わって

しまったので、そのやり方のしつけを徹底しているという状況でありますという報告で

ございます。

次に、不登校がふえたということはありません。新しい環境になじめないのかなと思

われる子が中学で１人、小学校で１人いますが、担当の先生方で対応中でございまして、

これは一つの成長過程かなと捉えておりますというのが教育長の報告でございました。

議会としましては、決算特別委員会総括で要望しましたように、神河町の子供は、学力、

体力、道徳力の三位一体の力を常に高める教育を実行していただきたい、この旨をお願

いしているわけでございます。問題を抱える子供たち、あるいは不登校とかいじめとか、

あるいは情緒不安定、こういう問題ですね、この問題解決は長期的な視点で取り組まね

ばならない課題であると常にお願いをしております。

神河の教育という基本方針が出ておりますが、この基本計画が計画どおり進んでいる

のか、我々にはよく見えないなと、こういう指摘もさせていただきました。問題を抱え

る子供の背景、原因は何なのかと、この辺の掘り下げもよく見えてこないなと、こうい

う指摘もさせていただきました。子供を取り囲む社会環境が非常に複雑になっておりま

す。これらとの兼ね合いでやるべきことはないのかということもただしております。自
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分の主張をしない子供が多い、リーダーシップをとる子が少ないなど、順調な学校運営

の中にも問題、課題は多いと指摘をしております。これらの問題を神河独自の教育方針

を樹立して実践することで解決していただきたいなと、このように、これも常に申し上

げております。教育の町⋞神河と言われるように頑張っていただきたいと、こういうふ

うに要望をしております。

教育長、教育委員長の任期がこの１２月で切れますが、更新の時期に来ておりますの

で、これらの視点について教育長の認識をただしたわけでございます。教育長は、学校

の方針として、学び合い、支え合い、育み合いという三位一体の方針で取り組んでおり

ます。統合中学校では、けんかとかいじめ問題を心配しておりましたが、そういうけん

かとかいじめとかいうことは発生しておりません。学校の管理⋞指導体制の中で先生た

ちがよく頑張ってくれていることに感謝をしておると、こういう報告でございました。

道徳的な指導もしっかりやっていただいておりまして、素直ですくすく育っているとい

う実感がありますと、こういう報告でございます。反面、個性的、たくましさ、忍耐力

など課題は感じておりまして、将来高校あるいは社会に巣立ったときの適応性が心配と

感じております。したがって、鍛えねばならないところはしっかりと鍛えてほしいとい

うことで現場には要望をしておるということでございます。

さらに、スケールの大きい子供、あるいは自分の信念を持つ子供に育てたいと思って

おります。そのために、大まかな捉え方でありますが、幼稚園のときにはしっかり遊ば

せる、集団遊びをさせる、小学校ではいろいろと農業体験、社会体験をさせる体験重視

の取り組みということをやってまいる、中学校では部活動でしっかり鍛えるような方向

でやっておりますという、教育長の回答というよりも、教育長の今後の思いというもの

が出てまいりました。

これに対しまして、議会からも指摘したんです。現在の子供は、大津のいじめの問題

があったように、昔とは質が違ってきておる。いじめの質が変わってきている、変質し

ておると、こういう表現ですが、変わってきておると、こういうことでございます。今

は徹底していじめる、残虐的である。昔はそうではなかった。今は昔と本質的な部分で

変わってきていると認識すべきであろうと、こういう指摘をしたわけでございます。親

御さんたちも、いつうちの子供がと、実はそんなことを心配している状況もあることを

認識すべきである。よい面だけを見過ぎないように気をつけるべきであると指摘もさせ

ていただいたということでございます。

鋭い視点が出ました。今は昔と違い、子供を取り巻く環境が大きく変わっていること

の認識をする必要があると共通の委員会の認識がございます。食の問題、食べる物の変

化、遊び方の変化、家の中でゲームで、あるいはスマートフォンで、インターネットで、

こういうことが常時できる状況、環境にあるということです。

昔から三つ子の魂百までもという言葉がありますが、幼少期の教育環境が非常に大切

であると。そこで神河の独自の教育の具体化について提案もさせていただきました。３
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歳児、あるいは６歳児、１０歳児、あるいは１５歳児、この節目節目での子供の能力、

特に体力、道徳力、これの到達レベルというものを議論して設定しませんかと。そして、

それに向かって具体的な指導、育成をやれるように、育成の仕組みをつくることを提案

をしたいということをしたわけでございます。また、これらの実施で成果が評価できる

ような仕組みもつくるようにすればどうかと、こういうふうに要望いたしました。これ

は、学校の箱の中でやってることが一般の社会には見えない、見えてこない、大丈夫な

のかと、そういうことが一般の社会でもチェックができるような、あるいは理解ができ

るような状況にしていくべきだろうというふうなことの指摘でございます。

次に、教育委員会の機能、それから教育委員会の問題把握、問題解決とのかかわりな

ども質問をいたしました。教育委員会の活動の発信が少ないために、よく見えないとい

うことでございます。したがって、神河町の広報ということとは別に、神河の教育、そ

の広報的なものを発行すればどうかという提案をいたしました。教育は町にとっての最

重要な政策であるとの思いも述べたわけでございます。

次に、長期基本計画の後期６年の取り組み、現在、各担当部門、各課でやっていただ

いておりますが、教育委員会もこの実施計画の中に神河の教育が見える形で入れていた

だくよう取り組みを要望いたしております。教育問題は別問題じゃないということでご

ざいます。同じレベルで実施計画という中に盛り込んでいただきたいと、このように要

望をいたしました。

以上、他方面から、また現状課題を掘り下げて質問あるいは提言をいたしました。教

育長からは、非常に多くの課題を投げかけましたので、即答というわけにはまいりませ

んでした。明快な回答はなかったですが、教育長としての発信力の強化をもう少し考え

てみたいとの回答がございました。さらに、最後に、教育問題は大きな課題であります

ので、今後、総務文教常任委員会と教育委員会の交流会を持って、さらに具体的な意見

交換をしようと提言し、委員会での同意を得ております。

教育課の関係は、以上でございます。

給食センター所管並びに公民館の所管、特に問題となることはございませんので、報

告は以上でございます。

○議長（安部 重助君） 総務文教常任委員長の委員長報告が終わりました。

ここで暫時休憩を行います。再開は１０時１０分といたします。

午前 ９時５５分休憩

午前１０時１０分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き会議を再開いたします。

次に、民生産業常任委員長、お願いいたします。

藤森正晴委員長。

○民生産業常任委員会委員長（藤森 正晴君） ８番、藤森です。民生産業常任委員会の
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閉会中の報告をいたします。

まず最初に、平成２５年１１月７日、８日、２日間にわたりまして事務調査をいたし

ました。内容につきましては、平成２５年１０月に資料作成時点の調査をいたしました。

それぞれ手元に資料が行っておりますので、詳細については割愛させていただきまして、

主に質疑応答的なものの報告といたします。

まず最初に、公立神崎総合病院所管でございます。平成２５年９月末における外来患

者数は６万１，７２７人で、前年度対比４，６１８人ふえております。入院患者数は２

万１，７９９人で、前年度対比１，６９４人ふえております。

次に、休日夜間診療でございます。患者数は１，４８９人で、前年度比較１２６人の

増加でございます。

次に、訪問看護事業でございます。利用者数８８６人で、前年度比較１７人の減でご

ざいます。訪問回数は４，５７２回で、前年度比較６回の増でございます。

予算執行状況でございます。事業収益におきましては１９億６，８５２万円で、前年

度対比８，８３８万円の増額となっています。事業費総額１８億３，３４９万円で、前

年度対比４，９８４万円の増額でございます。純利益におきましては１億３，５０２万

円で、前年度対比３，８５４万円の増額となっております。

次に、病院を北播磨、中播磨の中核病院として位置づけて、市川町、福崎町に支援を

いただきまして法人化するとか、また、国、県への要望書や陳情書の提出時に記名をし

てもらうような取り組みはできないのかという問いに対しまして、これからの高齢化社

会に向けていろんな取り組みが必要であり、地域として広域的に考えていくべきである。

具体的な動きはありませんが、話としてはしているという状況でございます。

次に、看護師等の採用について、正規職員になるまでに臨時期間があるのはなぜです

かという質問に対しまして、正式な規定はありませんが、医療機関ですので、しっかり

とやれるのか見きわめる期間として６カ月間の研修を行っているとのことでございます。

次に、駐車場の料金の徴収について、その後どのように検討されたという質問があり

ました。いろいろと協議をしましたが、敷地内一体の駐車場ならいいんですが、幅広く

ありますので、徴収になると経費も多くかかるため、徴収しないとの現在の見解でござ

います。

次に、産婦人科医師の岩﨑先生においては、今までに３０年以上、昼夜を問わず頑張

っていただいております。何とか敬意をあらわすことができないかと地域医療を守る会

からの要望がありました。そこで委員会で検討をしまして、その結果、同感の思いと一

致いたしまして、議会として、議会から町長に申し入れることといたしました。

次に、健康福祉課所管でございます。特別障害者手当等の支給状況は、平成２５年１

０月で特別障害者手当３３名、障害児福祉手当９名となっております。

次に、特別支援学校の卒業後の勤める施設が少ないため、ふやそうという動きはない

のかということに対しまして、公共直営はなかなか難しく、民間か法人にお願いしなけ
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ればならないとのことですが、現在、進展していないとの現状でございます。

次に、郵便物が個々に来るが、同一世帯なら家族分同封すれば通信費が抑えられるの

ではないかという質問がありました。それに対しまして、中身によっては個人情報の関

連や、一緒に住んでいても住民票の世帯が別々であったりしますので難しいということ

ですが、一度それぞれ各課ともに検討していきたいとのことでございます。

次に、地域局所管でございます。日曜窓口業務がいろいろと検討を進めているわけな

んですが、全然進展がないので、本年度中には方向性を出すように要望をしております。

次に、住民生活課所管でございます。縁結び事業の会員登録者は、１０月末で男性１

９人、女性４名の計２３人が登録しております。

次に、町内重要水防区域、要警戒箇所は２７４カ所で、そのうち人家に影響を及ぼす

おそれのある箇所は１５８カ所です。また、道路の側溝等にごみや落ち葉が詰まること

により水があふれ出す現象も見受けられますので、日ごろからの管理も欠かせないとの

要素であります。

次に、町営住宅家賃は一律なのかという質問に対しまして、福本団地は特定公共賃貸

住宅であり高いですが、柏尾団地、比延団地については所得に応じてで毎年料金が違っ

ておりますとのことでございます。

次に、関西広域連合から、もし福井原発で事故災害があれば、小浜市の５００名の受

け入れの指示があり、指定緊急避難所の届けをしておりますという報告を受けておりま

す。

次に、ニガ竹産業廃棄処分場が９月の集中豪雨によりまして搬入道路に影響が出たた

め復旧工事をすることになり、予算の補正について専決処分をしたと報告を受けており

ます。

次に、建設課所管でございます。道路、河川の除草等について地域にお願いしている

が、高齢化が進む中、困難な状況であり、何らかの対策を検討する必要があるのではな

いかという質問をいたしました。それにつきまして、集落懇談会でも多くの意見を聞い

ている。お金をつけるのか労力をつけるのか、いろんな課題がある中で検討をしていき

たいとの答弁でございます。

次に、町道水走り中河原線は平成２７年度完成予定ですが、本年度中に用地買収を進

めて、早くの完成を促しました。それにつきまして、平成２６年度の補助申請は済んで

いるので、早く進められないとのことでございます。

次に、９月２日から４日における集中豪雨の災害復旧工事に受益者負担が多くあるが、

軽減できるようにならないのかという質問をいたしました。激甚災害の指定にならない

ため、いかにして補助金を確保し、負担が少なくなるように努力するように努めていく

とのことでございます。

次に、地籍課所管でございます。事業執行は順調どおりに進んでおります。質問とい

たしまして、里道等に民地とか水路に変えられているようなとき、どのような指導をし
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ているのかに対しまして、現場で確認をして説明をし、町に寄附してもらうかの形で処

理をさせていただいて、地籍調査の登記が終わってから整理して申請をお願いしている

とのことでございます。

次に、上下水道課所管でございます。特別管理料は、収入減を理由に継続課題であっ

たが、決算で財政健全化目標達成のめどが立ったので、平成２６年度から廃止すること

になりましたとの報告を受けました。ちなみに、これにつきまして、上下水道合わせま

して４７０万円余りの減収となります。

次に、漏水の状況は、平成２５年１０月現在で１０７件で、前年度比較で２１件改善

されております。この漏水の原因は、老朽化によるものが多いのかというような質問に

対しまして、特に夏場の暑さ、平均気温の高いときはふえております。また、下水道工

事のときに官民境界から１メートル以内に公共ますを設置すると同時に、そこまで上下

水道の給水管を取りかえていますが、それから中についての敷設がえができておりませ

んので、かなりの漏水がそこで発生しているのではないかと思われますということでご

ざいます。

また、これにつきましていろいろの更新計画とか、また調査結果等は、事前に議会の

ほうに報告もするように申し入れております。

次に、地域振興課所管でございます。地域振興係でございます。人口対策、少子化対

策として、新婚世帯、子育ての世帯向けの賃貸住宅整備は協議を進める中、社会資本整

備総合交付金、これ国庫の補助金でございますが、地域優良賃貸住宅事業を活用するの

がよいとの結論に達し、早々に交付申請をして、平成２６年度末までには完成できるよ

うに進める予定であるという報告を受け、この事業につきまして、家賃補助が小学校終

了時となっているが、中学校または高校までにすべきではないかというような話が出ま

した。十分検討していただいて、方向性が出れば、これも事前に結論が出る前に議会の

ほうに報告するように申し入れております。

次に、しんこうタウン自治会が平成２６年４月からスタートするようになり、直近の

課題として公民館の建築があります。町の住宅施策で進めている分譲地開発であり、地

元負担なしでやるのか、補助金交付要綱に基づいて３割負担を原則とするのか協議をい

たしました結果、３割負担は持つべきではないかという結論になったと報告を受けまし

た。これにつきまして、他の集落とのバランスも大事ですけれど、町が造成した販売宅

地であるので、配慮して進めるべきではないかと申し入れております。

次に、農林業係でございます。カドミ米について、新聞報道以来、基準値をオーバー

していないのなら安全宣言を出すべきじゃないかという質問が出ました。そこで、神河

町だけでなしに、県を巻き込んだ問題になっており、県と十分協議をし、理解をしても

らえるような数値となる安全性の積み重ねと実績づくりをしなければ難しい現状である

という答弁をいただいております。

次に、森林経営計画の間伐事業で、木材価格の低迷等で採算が合わない状況なので、
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町からの補助金は出せないかの質問に対しまして、中はりま森林組合となると、神河町

だけでないので問題もあるが、町の事業として取り組まれる場合は補助金も出せるとい

うことでございます。

次に、商工観光係でございます。ハイシーズンの大河内高原バスの利用状況は、７月

から９月は悪天候もあり、余り利用がありませんでした。１０月からは毎日運行し、多

い日で約３０人前後、日に四、五人ぐらいの割合の利用率で悪いように感じていますが、

利用客の皆さんからは、毎日運行していただいているので安心感もあるとの喜びの声を

聞いているとのことでございます。

次に、砥峰高原で駐車料金５００円でございますが、徴収されるようになったが、問

題点があり、不満の声を聞いているがどうかという質問をいたしました。駐車料という

より自然環境保護料であり、川上区が対応されております。町内は無料にできないか等

の声もあり、現在検討されているとのことでございます。

それにあわせて、ススキの衰退が年々ひどくなっているが、何らかの対策をとるべき

であるのではないかという質問に対しまして、焼く場所を設定し、１２月と３月、２回

に分けて段階的に焼くか、また、１年ごとに半分ずつ焼くかの検討をしていきたいとの

ことでございます。

以上が、この２日間にわたる調査の報告でございます。

次に、平成２５年９月９日と１０月３日に集中豪雨による災害現場への現地調査の視

察に行っております。そこで現場を見、また復旧等の説明を受けました。委員会として

は、一日も早い復旧と、できるだけ地元負担のかからないように進めるように申し入れ

ております。

以上でございます。これで民生産業常任委員会の報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。民生産業常任委員会の報告が終わりました。

次に、行財政調査特別委員長、お願いします。

宮永肇委員長。

○行財政調査特別委員長（宮永 肇君） 行財政調査特別委員会の宮永です。特別委員

会の報告を申し上げます。

まず、開催日は、平成２５年１１月１１日ということで開催いたしまして、当日の課

題と協議事項等について御報告をいたします。

本年度は、たびたび話として出ておりますが、神河町の長期総合計画の後半６年間へ

の見直しが策定されて、新たな指標のもとに気持ちを一新して、住民の方々との協働に

よるまちづくりの新しい展開が始められる年でありましたが、現況においては、その実

施計画の作成についてはまだまだ評価するまでには至っていない状況であります。この

委員会における進展の期待をしていたところでございますが、８月の段階で、次の１１

月には御報告ができると思いますというふうなところで期待をしておりましたが、結果

としては、今回の特別委員会においても、刮目に値するところはまだ見られていないと
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いうところでございます。あくまで私どもの委員会においては、各課より提出される実

施計画というものの調査が大きな課題として、第１番の課題として上げられております

ので、これの期待をしておるわけでございますが、どういうことでありますか、総務課

長のほうからお聞きするのは、現在ヒアリング中でありますとか協議中でありますとか

ということで、なかなか案として策定できないというところで問題があるんだろうとい

うふうなことでございますが、ここら辺のところになりますと、長期総合計画そのもの

への取り組みに対する意欲、もしくは理解度というものがかなり低いところにあるんで

はないかなというところでございます。しっかりとした現場の意識、実態状況の把握が

必要であると痛切に感じておるところでございます。

本日、この場において実施計画に対する評価なり議論なりの内容を御報告できるもの

ということで考えておりましたが、なかなかそこまで進んでいないというところが非常

に残念でございまして、２５年度についても、もう１２月でございますので、今度の３

月に向けてどこまで実施計画が策定されるのかというのがいささかちょっと不安になっ

ておるところでございます。

とりあえず、このような状況のもとで、改革項目の進捗状況、その他、成果について

確認、調査をいたしました。総務課から資料が提出されましたのでお手元に配付をして

おりますが、順次それについての御報告をいたします。

まず、平成２５年度神河町行財政改革最重点項目の取り組みということで資料が出さ

れておりまして、町の行革推進委員会の委員の方の意見として３０項目が出されており

ます。これについて、一つ一つの御説明はまた別にいたしますけれども、なかなかその

進捗度合いというものがはかばかしくないというところへ追いかけて、こういうものが

次々と出されてくるというところについて、本来改革というものについてどのように取

り組むかという基本的な姿勢が問われておるというところでございますので、御関係の

各課課長もしくは管理職の方々の自覚というものを今さら改めてお願いするわけではご

ざいませんが、しっかりやっていただきたいというところでございます。平成２５年度

の最重点取り組み項目としては、３０項目が上げられております。

それと、次に、未達成項目の今後の取り組みと各課の考え方についてということでお

尋ねをしておりましたが、これについても引き続き平成２５年度の取り組み最重点項目

というものをそのまま引き継いでいくというようなところでございます。

それと、３番目には、長期総合計画の指標に基づいた各課における実施計画の作成状

況について、これが本来の最大の目的でございますが、これについては、事前に長期総

合計画の達成を目指すという視野に立った考え方で、かつ直近の課題解決をも含む実施

計画が望ましいということで、各課において協働、連帯での取り組みを期待していると

いうふうなところでお願いをしておりましたが、御提出のあった資料としては、資料２

が長期総合計画の実施計画ということで実施事業の一覧表というものがつくられており

まして、１７ページに及ぶ膨大なものでございますが、全項で６６３項目にも及ぶもの
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でございますが、これについていまだ策定されていないというところでございまして、

目下産みの苦しみといいますか、それについての実施計画のサンプルということで総務

課長より御提示がありまして、そもそも長期総合計画にうたう目標値というものについ

てどう取り組むかというのが非常に大きな課題になっておると。

まず、平成１９年度の実態、平成２４年度の実態、それが平成３０年の目標について

どう取り組んで、どういう成果を出すのかというふうなところが非常に大きな問題にな

っておるというふうなところでございまして、それぞれ各課に特有の事情とか問題とか

あると思うんでございますが、一日も早くこれの策定をお願いしたいというとこでござ

いますが、まず、そのためにはそれぞれの項目について工程管理表が必要でございます

ので、それのわかりやすいものをつくってもらうということが大事でございまして、こ

れによって年次ごとの経過を見るということで改革の進捗状況がわかりやすくなるとい

うふうなことでございますので、これまで取り組んでこられた以上よりも今難しい段階

に入っておりますので大変な御苦労があろうかと思うんでございますが、この２５年度

中というのが一つの節目の年でございますので、何とかこの３月までにある程度の形と

いうものをまとめなければもうどうにもならんというところでございますので、ひとつ

真剣にお願いしたいというところを重ねてお願いする次第でございます。

それと、４番目には、過去２２年、２３年、２４年ということで事業仕分けをしてま

いりましたが、これにおける課題の今後の取り組み状況について、一応けじめをつけた

いというふうなところでお願いをしておりましたが、これは、太田参事のほうからこれ

までの取りまとめということで御報告をいただきました。事業仕分けの一覧表というこ

とで出されておりますが、振り返って見てみますと、平成２２年度には１６件、平成２

３年度には１５件、追加で６件、それから平成２４年度で１件ということで、合計３８

件ございましたが、これについて、もう既に実施済みということになりましたものが１

５件ございます。それと、行財政改革の項目と重複するものが１６件ございました。い

まだ確定といいますか、復活したり、また取り組まれたりというふうなところが約７件

ございまして、しっかりとした結論を出していきたいというところでございます。

以上、４項目について、取り組みの進捗状況と意欲について現状の見解をただしたの

でありますが、各課における見直し初年度にふさわしい活性意欲は十分にまだ見えない

という状況でございましたから、次回の調査委員会は臨時での開催も想定するというこ

とで、多分１月に一度開いて進捗状況を確認して、さらに、まだはかばかしくない場合

は、２回、３回と委員会を開いてでも一つの結論に至りたいというふうな考えでおりま

す。この場をかりて関係各課の一層の努力をお願いするというふうなところで報告を終

わりたいのでございますが、なかなかこれまでの取り組みの成果というものにさらに上

乗せをしてということで非常に難しいところでございますが、後期６年間ということで、

時世に合った目標というものを住民の方々とともにこれを定めていったわけでございま

すから、何とかこれをクリアしたいというふうなところで、議会も行政と一緒になって
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協力してやっていきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。

以上で終わります。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。行財政調査特別委員長の報告が終わりまし

た。

ここで、私のほうより報告させていただきます。９月定例会以降、閉会中の重立った

事項について報告いたします。

９月３０日、神崎郡交通事故物故者追悼式が香寺町にあります慰霊塔前で開催され、

私が出席しております。

１０月１日、兵庫県町議会議長会臨時総会が上郡町において開催され、私が出席して

おります。議題は会長、副会長の補欠選任であり、会長には播磨町議会の宮尾議長を、

副会長には猪名川町議会の西谷議長を選任しております。終了後、引き続き県町議会議

長会主催の議員研究会が開催され、全議員が参加し、「今後の町村議会のあり方と自治

制度」と題して、中央大学の今村名誉教授から講演を受けております。

１０月２日、中播北部行政事務組合議会定例会、第１日目が開催され、山下副議長、

藤森民生産業常任委員長と私が出席しております。付議事件は、平成２５年度事務組合

会計補正予算（第１号）と、平成２４年度事務組合会計歳入歳出決算の認定についてで

あります。補正予算については、原案どおり可決しました。

１０月８日、かみかわ夏まつり運営委員会が開催され、私が出席しております。

１０月８日から９日、全国監査委員協議会研修会が東京で開催され、井上代表監査委

員と立石監査委員が出席されております。

１０月１０日、中播衛生施設事務組合議会定例会、第２日目が開催され、藤森民生産

業常任委員長と私が出席しております。８月２６日に提出された、平成２４年度事務組

合会計歳入歳出決算を認定しております。

１０月１５日、神崎郡議長会において、今後の事業計画の詳細について協議しており

ます。

１０月１６日、中播農業共済事務組合議会定例会が開催され、小林議員と私が出席し

ております。付議事件は、平成２５年度事務組合会計補正予算、平成２４年度事務組合

会計歳入歳出決算の認定等についてであります。

同じく１０月１６日、中播北部行政事務組合議会定例会、第２日目が開催され、山下

副議長、藤森民生産業常任委員長と私が出席しております。一般質問の後、１０月２日

に提出された平成２４年度事務組合会計歳入歳出決算について認定しております。

なお、各事務組合の議案等につきましては、議員控室に閲覧できるようにしておりま

すので、必要の都度ごらんください。

１０月１８日、元神崎町議会副議長、故藤田正好様の叙勲を、山名町長と私が訪問し、

御家族に伝達しております。

同じく１０月１８日、市町正副議長研修会が神戸で開催され、山下副議長と私が出席
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しております。「日本経済のゆくえ 世の中のながれ」と題して、慶応義塾大学の岸博

幸教授から講演を受けております。

１０月１９日、地域安全神崎郡民大会が福崎町で開催され、私が出席しております。

１０月２８日、香美町議会並びに町民団体介護保険を考える会が、空き校舎を利用し

ての介護保険事業の取り組みについて行政視察に来町されています。議会からは私が、

行政からは山名町長、前田総務課長、佐古健康福祉課長ほか担当職員に対応していただ

きました。

１０月２９日と３０日、町職員と合同で開催された人権研修に、全議員が出席してお

ります。

１０月３０日と３１日、神河町議会として初めての議会報告会を神崎公民館と大河内

保健福祉センターにおいて開催いたしました。町管理職員の皆様も多数御参加いただき

ありがとうございました。今後も内容の改善を行い、町民の皆様と直接意見交換ができ

る場として継続して開催いたします。

１１月１日、西播磨市町議長会第２回総会と現地視察が三木市で開催され、私が出席

しております。兵庫県広域防災センターと併設するＥ－ディフェンスを視察見学してお

ります。

同じく１１月１日、兵庫県町監査委員協議会主催の研修会が神戸で開催され、井上代

表監査委員と立石監査委員が出席されております。

１１月２日、生野高等学校創立百周年記念式典が開催され、私が出席しております。

１１月３日、第２回神河町フライフィッシングフェスタが開催され、藤森民生産業常

任委員長に出席していただいております。

１１月５日、神崎郡議長会主催の神崎郡町議会議員研究会を神河町大河内保健福祉セ

ンターにおいて開催し、全議員が出席しております。「地方制度改革とこれからの議会

改革」と題して、同志社大学の新川教授から講演を受けております。

１１月７日、神河町人権⋞同和教育実践発表会が寺前小学校において開催され、私と

各議員が出席しております。

１１月１０日、神河町観光協会主催の神河応援隊結団式がグリーンエコー笠形におい

て開催され、山下副議長に出席していただいております。

１１月１２日、県町議会議長会主催の県選出衆参国会議員要望会が東京で開催され、

私が出席しております。神河町議会として、神崎総合病院に係る地域医療体制の整備に

ついて要望しました。

翌日の１１月１３日には、第５７回町村議会議長全国大会が東京のＮＨＫホールで開

催され、私が出席しております。真の分権型社会の実現を目指した決議と国に対する要

望内容を決定しました。

１１月２０日、兵庫県連合自治会大会が姫路で開催され、私が出席しております。

１１月２１日、兵庫県主催の第１回地方行政課題研究会が神戸で開催され、山下副議
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長と私が出席しております。

１１月３０日、神河町人権⋞青少年健全育成合同大会が開催され、私と各議員が出席

しております。

昨日１２月５日、神崎郡議長会において、兵庫県第３次行革プラン（案）により示さ

れた中播磨県民局の西播磨県民局への統合について、神崎郡議長会として県知事、県議

会議長に要望を行うことを協議しております。

なお、定例会ごとに発行しております議会だよりにつきましては、１０月１７日に第

３５号を発行し、１０月２５日に各区長様に配布しております。

以上で、閉会中の重立った事項について報告を終わります。

これから議案の審議に入るわけでございますが、ここで暫時休憩を行います。再開を

１１時ちょうどといたします。

午前１０時４７分休憩

午前１１時００分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き会議を再開いたします。

これより議案の審議に入ります。

⋞ ⋞

日程第４ 第１０８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第４、第１０８号議案、専決処分をしたものにつき承認を

求める件（平成２５年度神河町一般会計補正予算（第３号））を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２５年１０月４日に地方自治法第１７９条第１項の規定によって平成

２５年度神河町一般会計補正予算（第３号）の専決処分をいたしましたので、同条第３

項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。

専決理由は、本年９月２日から４日における集中豪雨により発生した災害に対し、復

旧工事を急ぐため、専決処分といたしました。

補正の内訳でございますが、歳入では、分担金で１，８０１万６，０００円、国庫負

担金で４，４００万円、県補助金で３，６９２万５，０００円、雑入で３０５万円、町

債で１億３，８９０万円をそれぞれ計上しております。

歳出では、財政調整基金積立金を３，５９６万７，０００円減額いたしました。災害

復旧費の農業用施設災害復旧費で５８カ所の６，５９３万円、林業施設災害復旧費で２

６カ所の３，０４７万円、公共土木施設災害復旧費で２６カ所の１億６，０７５万８，

０００円、その他公共施設⋞公用施設災害復旧費で、グリーンエコー笠形分で１，９７
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０万円をそれぞれ計上しました。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億４，０８９万１，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８億５７万７，０００円

とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、総務課財政特命参事から御説明しますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） 総務課、太田でございます。第１０８号

議案の詳細説明をいたします。

それでは、まず４ページをお願いします。第２表、地方債補正でございます。起債の

借入限度額を農業用施設災害復旧事業で６６０万円、林業施設災害復旧事業で８７０万

円、公共土木施設災害復旧事業で１億９１０万円、観光施設災害復旧事業で１，４５０

万円をそれぞれ計上しまして、補正後の限度額合計は７億８，８２６万３，０００円と

しております。

続きまして、歳入歳出予算事項別明細書で説明をさせていただきます。

７ページをお願いします。歳入、分担金でございますが、農地災害復旧事業１，００

０万円、農業施設災害復旧事業４６６万６，０００円、林業施設災害復旧事業３３５万

円で、分担比率は、補助対象事業については補助残の３分の２、単独事業については２

分の１でございます。

国庫支出金で、公共土木施設災害復旧費負担金４，４００万円計上で、補助率は３分

の２でございます。

県支出金で、農業施設災害復旧費補助金で２，８００万円計上、補助率は農地で５０

％、農地以外で６５％でございます。しかし、この補助にはそれぞれ８５％、９５％程

度の上乗せがあると思われます。林業施設災害復旧費補助金で８９２万５，０００円計

上。補助率は、黒川新田線で６５％、その他は５０％でございます。

雑入で、３０５万円計上はグリーンエコー笠形の町有建物共済受入金でございます。

町債では、農業施設災害復旧事業債で６６０万円、林業施設災害復旧事業債で８７０

万円、公共土木施設災害復旧事業債で１億９１０万円で、充当率は公共土木施設が１０

０％、農地農林業施設の補助分は９０％、単独は６５％、農地は対象外でございます。

８ページ、歳出でございます。財源が不足するため、財産管理費の財政調整基金積立

金の額を３，５９６万７，０００円減額いたしました。

農業用施設災害復旧費で時間外勤務手当１９８万円、需用費で災害事務に関する消耗

品購入のため５０万円、委託料で測量設計試験委託料を５００万円計上いたしました。

工事請負費では、農地災害復旧工事で３カ所の３，０００万円、農業用施設災害復旧工
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事で３カ所の２，０００万円を計上いたしました。負担金、補助及び交付金の町単独土

地改良災害復旧費補助金で、５２カ所の８４５万円でございます。

林業施設災害復旧費で時間外勤務手当１０２万円、委託料で測量設計試験委託料２０

０万円を計上いたしました。工事請負費では、林業施設災害復旧工事請負費の県補助分

が５カ所の１，５００万円、単独分が２１カ所の８９０万円でございます。負担金、補

助及び交付金の町単独作業道復旧費補助金は、１０カ所の３５５万円でございます。

公共土木施設災害復旧費で時間外勤務手当１１５万円、委託料で測量設計試験委託料

が５００万円、使用料及び賃借料は、高坂川及び神明谷川の復旧工事の進入路に使用す

る土地の使用料で、１００万８，０００円でございます。工事請負費では、公共土木施

設災害復旧工事請負費の国庫補助分で、５カ所の６，６００万円、町単独分で２１カ所

の８，７１０万円でございます。公有財産購入費は、被災した谷川の復旧工事範囲に係

る隣接地の購入費で、５０万円でございます。

その他公共施設⋞公用施設災害復旧費は、グリーンエコー笠形に係る災害で、需用費

は杉の湯荘のエアコンと浄化槽制御基盤の修繕料で１８０万円、委託料は野球場の測量

設計業務で３０万円、工事請負費は上水道取水施設改修工事ほか４件で１，７６０万円

を計上いたしております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 詳細説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。

８ページの１３款災害復旧費の関係についてお伺いします。

災害復旧はもう当然急がれるわけで、地域の要望なり町の要望なり踏まえて、今、査

定が受けておられると思いますけれども、地域の要望プラス町の要望に対して、査定に

よって事業量が減額されたような内容がありましたら、農業用施設、林業用施設、また

公共土木施設等について箇所ごとにそういうふうな状況があったら報告いただきたいと

思います。また、査定によって削減された事業量等はどういうふうな内容で削減された

か、なければよろしんですけれども、このあたりについて、査定の状況についてお伺い

をいたします。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（藤原 龍馬君） 建設課長、藤原でございます。

赤松議員さんの御質問でございますが、それまでに、ちょっと一言だけ私のほうから

おわびを申し上げたいと思います。９月の災害の現場調査の時点で、公務中とはいえ個

人的にけがをしてしまいまして長期入院をしました。その間に多方面にわたりいろいろ

と御迷惑をおかけしましたことをまずもっておわびしたいと思います。ありがとうござ

いました。

先ほどの御質問なんですが、地域の要望、町の要望ということでございますが、災害
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復旧事業といいますのは、もう御承知のとおり、原形復旧が基本でございます。したが

いまして、ここをもうちょっとふやして、追加して工事をしてほしいという要望はでき

ないというところでございます。町としても、私どもとしても、それはもう最低限わか

っておりますので、必要最小限のところを補助査定に計上をしました。

その結果、査定官並びに国からの査定官及び財務省の立会官見えまして、１個１個全

部現地調査をしていただきました。その結果、どうしても被災している痕跡がないとい

うところで、延長がそれぞれ、例えば石積みであれば１０メーター計画しておりました

のが８メーターになったりという、箇所箇所によって修正指示がありました。その事業

量であるとか予定しておりました金額の増減っていいますか、その数字がちょっと今手

元にございませんので、一カ所一カ所ずつ答えていくにはちょっと時間がかかろうかな

というふうに思いますが、総じて要望しておりましたところにつきましては、箇所につ

いては全箇所計上していただきました。先ほど言いました、例えば１０メートルが８メ

ートルになったりという個々の小さい分はございましたが、ほぼ予定では９０％以上の

査定率であったかなというふうに思います。今、数字が申し上げられませんが、御了承

いただければというふうに思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） 例えば代表的なことで、全てＡ箇所が何メーターいうふ

うなことまで知りたいいうことではなくて、査定に出して、地域の方が思っとった延長

とか高さとかが、原形復旧はわかるんですけれども、災害以前いうんは、原形が野面で

あったりコンクリート構造物であったりするんですけれども、河床が掘削されて低くな

ったりすると、必ずしも原形復旧が正当な設計ではないようにも感じる部分があるんで、

特にこういうふうなところについては、町の申請よりも査定官がプラスもっと内容を補

強せないかんとか、また延長を、これは過去からの崩れで災害にはとれへん、延長を何

メーターか縮小されたような、特にこの３つの目の振り分けの中でそういうふうなこと

がなかったかいうふうなことをお聞きしたかったんで、詳細な資料を提出いうふうなこ

とではないんで、そういうふうなことがなかったかいうふうなことをお聞きしとるんで、

再度、課長さんの脳裏に残っているようなことがあったら報告いただきたいというふう

なところです。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（藤原 龍馬君） 建設課、藤原です。

赤松議員さんの御質問の分でございますが、災害の復旧申請というものは、こちらか

らのいわゆる提案といいますか、提案したことに対していいか悪いかという審査がある

わけなんです。多分御存じだと思うんですが、申請主義といいます。したがいまして、

査定官がここをもうちょっとふやしたらどうやというところは、基本的にはございませ

ん。今、私どもが出しておる分について妥当であるか妥当でないかということになりま

す。したがいまして、河床の計画、掘れておるというところに、高坂川なんかについて
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も、それについては上から下まで河川縦断測量しまして、それを計画高を決めまして、

それによって復旧していくということでございますので、おっしゃる質問の回答になっ

たかどうかわかりませんが、とりあえずそういうことでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。

今回、非常に９月の初めに大変な災害が起きまして、関係する地域では農地とか農業

施設、非常に、また河川等が損傷、被害を受けたわけですが、査定も終わったというふ

うなことで、迅速に対応をしていただいておるというように思います。

私の質問なんですが、１点目の思っとったんですが、今、財政課長のほうから農地と

か農業用施設のいわゆる個人負担の軽減いうんですか、それについては委員会でもお聞

きしておりましたが、前向きに取り組んでおるというようなことで、ひとつその方向で

お願いをしたいというように思います。これは私の思いでございます。

質問は、８ページに公有財産購入費がございます、５０万円ですね。これについて説

明をしていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（藤原 龍馬君） 建設課、藤原でございます。

公共土木施設災害復旧費の公有財産購入費５０万円計上させていただいております。

これにつきましては、現場を見ていただいて、９月と１０月に２回にわたり現地を見て

いただいておりますが、岩屋と根宇野の境目、いわゆる神明谷と言うほうがわかりやす

いかと思います。あそこの谷川の上流部から土砂が流れてきて、田んぼ２枚土砂で埋め

尽くされております。そのもともとの谷川というのが、本川でなく支川でございます。

砂防河川の神明谷川の支川でございまして、いわゆる町管理河川としてこれ復旧してい

かなあかんのですが、その影響した谷川が天井川でございました。現地にはシシ垣、石

積みでシシの垣がしてあった箇所が、それも一緒に流れてきております。したがいまし

て、その河川を復旧しないとまた同じ災害が発生するということで、川を振りかえよう

と、若干流れをよくしよう、掘り下げようという計画をしておりますが、現地あったと

こへつくっていきますとまた土砂災害の可能性がございますので、一つでも改良してい

くということで、若干山のほうへ法線を振りかえようと計画をしました。その山の中の

民地部分を購入して河川をつけかえるという計画でございますので、御了承いただけれ

ばと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。

私も民生産業常任委員会の委員として２回、現地の調査に出ております。大変な災害

があり、今おっしゃったように、いわゆる谷川がなかったいうようなことはないんでし

ょうが、非常に狭かったということで、今、天井川というような表現をされましたが、
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そういったような実態であったと思います。

私の思いを少し述べますと、まず、今までずっと谷川の改修、これはいわゆる公共的

な谷川の改修、砂防指定地というのがいいんかもわかりませんが、そういったところで

の河川改修というものについては、これは県のいうのがほとんどですが、ほとんどとい

うよりも１００％だと思いますけれども、いわゆる堰堤をつくる場所、また下流の谷川

ですか、河川といいますか、そういったものを直す部分についても用地が補償の対象に

なっております。それから、県のほうでやられます、これは農林関係、治山砂防、こう

いったものについては、これは用地は地元提供と、そういったことが大きく区分されて

おるんですね。

そういった面からこの河川、今ちょっと聞きづらかったんですけども、町の管理河川

であるということであれば、その位置づけをどうするかということになるんですけれど

も、やはり県でもそういったように区分されておりますね。いわゆる砂防と、それから

いわゆる農林関係の治山、その辺がどういうふうに今の該当するところを位置づけされ

ているのかなということを、ちょっと疑念に思うんですね。そこをしっかりと答えてい

ただきたいのと、私が一般質問を通じて河川の管理条例、また、委員会でも繰り返し述

べておりますが、そういったものをつくっていこうと。今度はこういう災害が起きたと

いうことで、そのタイミング、時期がおくれるんだと、これも十分理解をしておるんで

すが、何とか管理条例、条例になるのか要綱になるのか、その他の規定になるのかわか

りませんが、一つの町としての基本的なルールをつくっていくというようなやさきでご

ざいますから、やはりそういったことも踏まえながら、私は今、現場、繰り返しになり

ますが見ております。非常に谷川があったんかなかったんか、あったんでしょうけれど

も非常に多くの土砂が流れ込んで、川がなかったというような実態も見ております。で

すから、これを決してやってはあきませんよと言っているんではなしに、やはり危険な

ところは直していくというのが、災害は原形復旧ということも、今、課長の言葉からあ

りましたが、それはそれとして、これは大きく現地に合った判断をすべきだと思います

が、後の、今申し上げております、いわゆる管理条例いうんですか、河川管理条例、そ

れに向けて、変な言い方ですけれども、悪い先例にならんように、ひとつ大局的に、客

観的に判断してほしいと。今ちょっと山側のほうにというような言葉もありましたが、

やはり今、５０万円の執行については後々のことも十分含めて、また公平、公正の原則

にのっとって取り組んでいただきたいと。決して５０万円を反対しとるんじゃないんで、

そこは十分踏まえていただいて取り組んでいただきたいと。そのことについて、担当課

長なり副町長、もしお考えありましたら述べていただきたいと、そのように思います。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（藤原 龍馬君） 建設課、藤原です。

議員さん、おっしゃられるのも当然かとは思います。以前からずっと河川の管理につ

いて方向性を示せということで検討をしておるところでございますが、前回の１１月の
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委員会でも申し上げましたとおり、県の河川課とも協議しながら、難しいところがござ

いますので、これはしばらく待っていただければと思うんですが。

なお、今回の岩屋の神明谷の川なんですが、谷川があったんです。谷川、青線なんで

す。町管理河川にも神明谷は残っておったんですが、青線としてついておるところでご

ざいます。そのままここを、原形復旧が基本でございます、そうすれば、また河床が高

い川をいわゆる土砂のけだけになってしまいます、やろうとすれば。それではまた次の

豪雨、災害が発生する可能性があろうかと思います。したがいまして、河川法線を若干

流れやすくする、河床を若干下げて本川に合流させていこうとして、１０月のこの専決

をさせていただいたもんでございますが、詳細設計につきましては、いまだ何も手がつ

いてない状態なんです。だから、その当時、１０月は私入院中やったんですが、当時課

員が判断しまして、これは河川を振りかえなあかん、ということは用地がひっかかって

くるであろうということで科目計上をさせていただいたところでございます。

よって、議員さんおっしゃられる将来というのか、河川管理、ほかの川はどうすんの

や、地元負担はどうすんのやというところもひっくるめまして検討の余地があろうかと

思うんですが、若干お時間をいただければと思います。とりあえず科目をこれだけぐら

いの用地費、買うんであれば用地費が要るであろうとしております。詳細設計について

はこれからでございますので、しばらく。そういうことで、私どもも議員さんがおっし

ゃられることを考慮しまして検討していきたいと思いますので御理解をいただきたいと

思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡でございます。

常任委員会のほうで、河川の管理条例につきまして方向性を示せということでいろい

ろと御意見いただいておりまして、それにつきましては建設課のほうに指示を出してお

りますが、今回災害等が出ておりますので、その分につきましては少しおくれるという

ところでございます。実際にこの５０万の用地購入につきましても、専決で予算上げて

おりますが、とりあえず用地が発生すれば要るのでということで、そういう下からの意

向でございましたので、用地５０万ということで認めております。その後につきまして

は、今、建設課長が申しましたように、詳細設計の中で出てくるものと思っております。

以上です。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。

８ページから９ページにかけまして、同じ１３款の中でございますけれども、この４

つの目の中で、委託料の金額にいろいろと比率で、工事請負費と委託料の比率的にちょ

っと私は疑問に思いますんでお尋ねいたします。

当然、災害復旧ですから、査定設計上げるんに人員不足いうふうなことで委託される
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のが多いと思いますけれども、例えば９ページの委託料３０万円、それと似たような金

額で、８ページの林業施設の中の委託料２００万円いうふうなこととか、それから８ペ

ージの一番下の公共土木債で委託料が５００万円、それと一番初めの農業施設の委託料

が５００万円いうふうなことで、工事請負費に比較して率がでこぼこいうふうな感じが

するんですけど、これは当然直営でやられるような安易なものについては、設計する職

員が少ないけれども直営でやった、しかし、大きな災害の部分については委託に出した

いうふうな理由かもわかりませんけれども、このあたりの委託料の考え方いうんですか、

なぜこのようなでこぼこが生じるんかな、このあたりについてちょっと疑義を感じます

んで、御説明いただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（藤原 龍馬君） 建設課、藤原でございます。

委託料について、でこぼこがあります、確かにございます。これにつきましては、先

ほど山下議員さんの御質問にもお答えしたとおりなんですが、実施設計、ちゃんとしっ

かりこちらが前もってこんだけ分測量して、設計して金額をはじいてここへ積み上げた

もんではないんです、はっきり言いまして。とりあえずこんだけぐらい要るやろうとい

うことで専決をさせていただきました。

本来なら、それほっといてこの１２月補正でしっかり金額を出して補正させていただ

くというのが当たり前なんですが、何せ査定を受けないけません。国の査定を受けるに

当たりまして、測量並びに設計の根拠となる設計図が必要でございますので、このでこ

ぼこにつきましては、一つずつ言いますと、農業施設につきましては、新明谷の農地か

ら岩屋の高坂の農地であるとか、あそこら辺の土砂災害、埋まっておりましたところ一

連として、ほかもあるんですが、それと公共土木の災害、岩屋については複合災害、農

地農業用施設と公共土木施設の複合災害でございますので、それもそれぞれに設計書を

つくっていかないかんということで、これぐらい要るやろうということで、もうまこと

に申しわけないんですが、積み上げた数字ではないということで御理解をいただきたい

と思います。国の査定を受けるための専決をさせていただいたというところで御理解を

いただきたいと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石です。

今の説明を聞いて、ちょっと私、私なりにね。このいわゆる専決処分という基本的な

この制度はあるわけです、これ、違法ではないんです。この専決処分制度を活用して、

本会議を開くいとまがないとき、特に緊急を要する場合、これはこの制度が適用される

わけでして、このこと自体を私は問題視しとるわけでも何でもないんですが、今の建設

課長の説明によりますと、査定を受けたり、そういう経費を、概算を算出して充てたい。

これはすなわち、もう議会の本議決をいただかんでも制度としてあるんですから、その
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部分は私は何ら差し支えないと思うわけですね。災害の場合は、災害が発生した、つま

り大雨が降ってる最中でも重機が動き、人が動くと経費かかるんですよ。これは予測し

て設定した予算と違いますから、その分だけは絶対人が、お金は、経費は後で支払うと

しても、執行行為はその時点から始まっとんですから、これは当初予算に関係なくこの

制度をうまく活用して迅速に対応する。まさしくこのことを怠ると復旧がおくれる、着

工が遅いじゃないか、対応どうしとるんだ、これはもう世間の目、議会の我々としても

そういうことを言わなければいけない、そのための救済措置がこの専決処分制度。

ただ、これは金額でいうと２億４，０００万、非常に大きな専決処分になるわけです

ね。課長が説明された論法によると、とりあえずは前段の経費が、例えば３，０００万

要るとか４，０００万要る、概算の概算ですわ。この分だけは専決処分しますよ、そう

してください、そうしなければ事業進みませんでっていうのは我々の感覚なんですね。

あとはそういう経費をもって何ぼかその被害の実態が把握できた、場合によっては測量

もできた、これでもって国や県に申請をして、さらにその査定を受けて、次の段階で着

工ということになるんでしょう、実工事は。段取り的に言えばそういうことなんですね。

だから、私はこの専決処分というのがそういう段階を踏んで設定されるもんであった

ならば、前段の部分の必要経費は確かに専決処分でよろしい。しかし、億に及ぶような

ものについては、これは臨時会開いても、次の定例会待ってでも、どっちかいうたら臨

時会開いて特別補正をやると、こういう姿勢のほうが私はわかりやすくてねというふう

に思うわけです。このことが絶対悪いとは言うてませんで。今後の問題としてそういう

こともひとつ、何にもかんにもこの際ひっくるめてという物の考え方でなしに、そうい

うふうに改善をしていただきたいなと。これは強い思いで今これ見てますけどね、これ

らについてひとつ考えを聞かせていただきたい。

これは、私は原則論である程度物を言うとるかもしれませんが、それが一つの物の考

え方であるということになれば、果たしてこの２億４，０００万円一くくりで専決処分

をした。じゃあ２億４，０００万円の予算ベースの事業執行で何ぼぐらいな進捗に今現

時点であるか、これが聞きたいわけですね、そうでしょう。そうでないと私が今まで言

うた話が矛盾が出てくるわけです。だから、今回の既に２億４，０００万円専決処分し

ましたよ、事後承認してくださいよというのが、今これ議題に上がっとる本質なんです

よ。じゃあ２億４，０００万円の事業執行はどこまでできてますか、予算ベースで何％

進捗してますか。もし残りがあるんなら、それを執行が終わるのは大体見通しはいつご

ろになりますか。これをちょっと説明をしていただきたいと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） この件につきましては、副町長のほうから答弁願います。

○副町長（細岡 重義君） 細岡でございます。

今、議員さんが言われましたように、緊急を要する場合、それにつきましては、機械

が動く、人が動く、今回査定官とのお話の中で、査定する前に、人命にかかわることで

あれば、写真だけを撮ってもう即動いていいですよという了解をいただいております。
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そういう分については今言われたとおりでございます。実際にはこの査定、専決をして

おりますけども、次に繰り越す部分が大部分出てくると思います。そういう中で、今言

われましたように、本当に必要な分だけを専決して、その後については臨時議会、そし

て本議会で提案したらどうかという分についてはもうよく意見としてわかりましたので、

今後協議してまいりたいと思います。実際には進捗につきましては余り進展してないと

いう状況でございますので、本当に次の２６年度に繰り越すという部分も出てきますの

で、この件につきましては、今後におきます３月の補正等に合わせまして進めていきた

いというように思います。御意見のとおり協議してまいりたいというように思っており

ます。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（藤原 龍馬君） 建設課、藤原です。

今、副町長が言ったとおりでございまして、立石議員さんがおっしゃられるそのとお

りかなというふうに思います、おわびします。現在の進捗につきましては、緊急で土砂

排除した部分について、ちょっと今手元に資料ございませんのでわかりませんが、パー

センテージにすれば、２億４，０００万からすれば１％の執行額やと思います。

それと、測量委託についても今実行中でございまして、申しわけございません、金額

確定ははっきり出てきておりません。農地、それから農業用施設、それから林道施設、

公共土木施設それぞれに発生してきますが、そういう状況でございます。申しわけござ

いません。以上です。

○議長（安部 重助君） 立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石です。

そんなことで、率直に副町長のほうからそういう状況の適否についても考えが述べら

れました。実にそのとおりだと思いますんで、私、特につまみ上げて言いたいのは、２

億４，０００万円の専決処分をしたと。執行、予算ベースで１％そこそこやというのが

実態なんですよ。このことの重要性を考えて、やっぱり予算の透明性、予算の組み立て、

それの執行、こういったことから経費の有効活用ないしは収入の財源のいわゆる確保、

ここらを総合的に見て、今ここで専決処分して、その実態が２６年の繰り越しやという

形が見えるわけですわ。だから、こういうのは、ひとつ財務担当も含めて今後のために

十分検討をしていただきたいと。

そのかわり、これが何でも専決処分で、たまたま災害という大義名分の立つものであ

ったとしても、何でもかんでも専決処分で一切合財含めて、そういうのんが事例として

今後出てくるいうことは、適正な資金管理、こういうことにはつながらんぞと。だから

そういう意味で申し上げたんであって、率直に反省をしていただけるならば、これは私

はここで口角泡を飛ばして発言したのは意義があると、こういうふうに思いますんで、

今後ともひとつそういう面の配慮も十分して、この制度の適用を図っていただきたい。

以上です。

－３８－



○議長（安部 重助君） さらに副町長、答弁してください。

○副町長（細岡 重義君） 細岡です。

反省して今後に生かしたいと思います。また、議員さんには監査委員としていろいろ

と御指導いただいております。そういう面もいろいろと改善しておりますので、今後と

もよろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上。ほかにございますか。ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論のある方はどうぞ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

第１０８号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１０８号議案は、承認

することに決定しました。

⋞ ⋞

日程第５ 第１０９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第５、第１０９号議案、専決処分をしたものにつき承認を

求める件（平成２５年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第３号））を議

題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２５年１０月２９日に、地方自治法第１７９条第１項の規定によって

平成２５年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第３号）の専決処分をいた

しましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。

専決理由は、本年９月２日から４日における集中豪雨により被災したニガ竹産業廃棄

物処分場搬入道路の復旧工事を急ぐため、専決処分といたしました。

補正の内訳でございますが、歳入の基金繰入金で１５８万円を計上し、同額を歳出の

産業廃棄物処理施設災害復旧費で計上しています。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５８万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，６３０万８，０００円とするものでござい

ます。

以上が提案理由並びに内容でございます。
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なお、詳細につきまして、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議

をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。

それでは、詳細につきまして説明をさせていただきます。

ニガ竹産業廃棄物処分場の搬入道路は、２４年度の処理場北部の保安林復旧工事によ

り現在の位置になっており、未舗装の状態でございました。本年９月２日から４日にか

けての秋雨前線により、本処理場に近い役場の雨量計で総雨量３７３ミリ、時間最大は

８２ミリを記録しまして、同月１５日から１６日にかけての台風１８号では総雨量１６

３ミリ、時間最大が２２ミリを記録しているところでございます。これらの豪雨により

まして、搬入道路の路面洗掘を受けております。既に契約をしております管理業務委託

業者に指示をいたしまして路面の補修を２回にわたり行いましたが、本年９月２５日と

２７日に搬入車両、２トンダンプと軽トラでございましたけれども、の脱輪や立ち往生

する事象が発生をいたしました。担当課としましては、搬入車両の安全確保のため、被

災部分の舗装工事が必要であると判断をいたしまして、測量に必要な課員４名がそろっ

た１０月１０日に測量、その後、設計積算をいたしまして、１１月７日の民生産業委員

会に報告をさせていただきました。

工事は、１１月１２日から１１月２９日の工期で施工をしており、その概要は、被災

した急勾配部分の延長６５メーター、幅員３から４メーター、厚さ１５センチのコンク

リートに、中に補強のためのメッシュの金網を入れた構造のコンクリート舗装としてお

りまして、道路の横断勾配を、道路センター部分を低くしまして雨を道路で流すという

構造にしております。なお、勾配につきましては、起終点の高さを結んだ一律の勾配と

して１４．５％で計画、施工をしております。この工事によりまして搬入車両の安全が

図られ、かつ以後の豪雨にも耐え得る構造となっていると思っております。

なお、予算につきましては、当初予算では災害復旧費の科目が設定しておらず、新規

科目設定を行いまして、財源は基金の繰り入れといたしております。歳入歳出の補正額

はそれぞれ１５８万円でございまして、工事請負の当初契約額が１４７万円でございま

す。

以上、詳細の説明とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。
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これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１０９号議案を

採決いたします。

本案については、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１０９号議案は、承認

することに決定しました。

⋞ ⋞

日程第６ 第１１０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第６、第１１０号議案、神河町副町長の選任の件を議題と

いたします。

ここで副町長、細岡重義副町長の退席を願います。

〔副町長 細岡重義君退場〕

○議長（安部 重助君） 上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） １１０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町副町長の選任の件でございます。本年１２月１０日をもって任期満

了となる副町長の職について、引き続き細岡重義氏を選任いたしたく、地方自治法第１

６２条の規定により議会の同意を求めるものでございます。

細岡氏は、昭和４４年に神崎町職員として奉職し、総務課参事、教育課長、住民課長、

公立神崎総合病院総務課長、合併後平成２０年１月からは総務課長を歴任され、平成２

１年１２月１１日から副町長の職に就任いただき、町長の補佐役として本日までその手

腕を発揮いただき御尽力いただきました。引き続きその職を担っていただきたく、細岡

氏を副町長として選任いたしたく存じます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をいただき、御同意を賜り

ますようお願いを申し上げます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。特にございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでございましたら質疑を終結したいと思いますが、よ

ろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑特にないようでございます。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論のある方どうぞ。討論特にございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１１０号議案を

採決いたします。

本案については、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１１０号議案は、同意

することに決定しました。

ここで暫時休憩をいたします。

午前１１時５２分休憩

午前１１時５２分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き会議を再開いたします。

⋞ ⋞

日程第７ 議案第１１１号

○議長（安部 重助君） 日程第７、第１１１号議案、神河町監査委員の選任の件を議題

といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１１号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上

げます。

本議案は、神河町監査委員の選任の件でございます。

長年にわたり見識を有する者として監査委員をお務めいただきました井上秀樹氏が、

本年１２月８日の任期満了をもって退任されることとなりました。井上監査委員は、平

成１６年１０月に神崎町監査委員に御就任。合併後も引き続きその職をお務めいただき、

通算３期９年間、町の代表監査委員としてその職責を全ういただきました。御退任され

るに当たりまして、その御功績に対し、改めまして深甚なる敬意と心から感謝を申し上

げたいと存じます。

さて、井上氏の後任として今回推薦させていただきます清瀬茂生様は、人格が高潔で

あり、税理士として多方面で御活躍中であります。財務管理、事業の経営管理を初め、

行政運営に関しすぐれた見識をお持ちの方でございますので、神河町監査委員として選

任するに当たり、地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の同意を求めるもので

ございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳しい内容につきましては、総務課長から御説明しますので、よろしく御審議をいた

だき、御同意を賜りますようお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。
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総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田でございます。詳細説明をさせていただきた

いと思います。議案書の裏面、めくっていただきまして見ていただきたいと思います。

清瀬様の経歴につきまして掲載をさせていただいております。見ていただいたとおり

でございまして、職歴につきましては、昭和４３年４月から会計事務所に勤務をなされ、

昭和５７年から独立ということで、その業を営んでおられます。役職につきましては、

昭和６３年から近畿税理士会姫路支部幹事、平成１３年からは神崎町商工会監事、１６

年５月からは神崎町商工会、同じく今度は理事、平成２０年４月からは神河町商工会の

理事、平成２３年８月からは中はりま森林組合の代表監事ということで重責を担ってお

られます。

以上、簡単ですけれども、役職、経歴等をごらんになっていただき、御審議をいただ

きたいと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。

この職歴とか学歴等については、添付されておりますので特に質問はいたしませんけ

れども、地域による活動、または趣味なんかで地域にどういうふうに貢献されているん

か、このあたりについて、直接この監査委員いう役職とは関係ないかもしれませんけれ

ども、わかりましたら報告いただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 詳しくはお聞きはしなかったんですけれども、現在地域の

中で、吉冨区でありますが、法人立ち上げに御尽力をいただいていたり、区の役員もさ

れているようにお伺いをしております。御趣味のほうはお伺いはしなかったですけれど

も、本当に実直な方、真面目な方という、周りのいろんな御意見を聞きましても大変真

面目であるということでお聞きしておりますし、特に商工会のほうの申告等の御支援も

なさってるようにお聞きしてます。以上です。

○議長（安部 重助君） 同区であります副町長から答弁願います。

○副町長（細岡 重義君） 細岡でございます。

清瀬氏は本当に真面目でございまして、区の中では長いこと区の監査委員として活躍

されておりますし、また長泉寺のお寺の役をされております。また隣保でも協議員とか、

そういうようないろんな面に活躍されておりまして、それから今後立ち上げます営農組

合の法人化に向けて御尽力を賜っておりまして、そういう中でも申告とか法人税に係り

ますそういう申告等の御指導にも携わっておられまして、趣味といえば、運動となりま

すが、ゴルフを地区の皆さんと一緒にやられているということで、健康面でも一生懸命

取り組まれております。そういう方でございます。以上です。
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○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ほか質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１１１号議案を

採決いたします。

本案については、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１１１号議案は、同意するこ

とに決定しました。

ここで、昼食のため暫時休憩いたします。再開は１３時ちょうどといたします。

午前１１時５９分休憩

午後 １時００分再開

○議長（安部 重助君） それでは、休憩を解き会議を再開いたします。

⋞ ⋞

日程第８ 第１１２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第８、第１１２号議案、神河町教育委員会委員の任命の件

を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１２号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上

げます。

本議案は、神河町教育委員会委員の任命の件でございます。現在神河町教育委員会委

員として御活躍いただいております藤原雄三氏の任期が、本年１２月２０日で任期満了

となります。

藤原氏は、平成１２年から大河内町教育委員会委員に御就任。平成１５年から大河内

町教育委員会教育委員長として、また合併後も引き続き教育委員長としてその職責を担

っていただいております。また平成１９年からは主任児童委員もされており、多方面で

行政運営に携わっていただいております。藤原氏は適任者でありますので、引き続き教

育委員会委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をいただき、御同意を賜

りますようお願い申し上げます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。
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本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結し、討論に入ります。

討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１１２号議案を

採決いたします。

本案については、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１１２号議案は、同意するこ

とに決定しました。

⋞ ⋞

日程第９ 議案第１１３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第９、第１１３号議案、神河町教育委員会委員の任命の件

を議題といたします。

ここで澤田博行教育長の退席を願います。

〔教育長 澤田博行君退場〕

○議長（安部 重助君） 上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１３号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上

げます。

本議案は、神河町教育委員会委員の任命の件でございます。現在神河町教育長であり

ます澤田博行氏の任期が、本年１２月３１日で任期満了となります。

澤田氏は平成２２年１月１日から教育委員会委員として、同年１月４日から教育委員

会が任命する教育長としてその職責を担っていただいております。引き続き教育委員会

委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の

規定により議会の同意を求めるものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をいただき、御同意を賜

りますようお願い申し上げます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方、どうぞ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１１３号議案を
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採決いたします。

本案については、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１１３号議案は、同意

することに決定しました。

澤田博行教育長の着席を願います。

〔教育長 澤田博行君入場〕

○議長（安部 重助君） 暫時休憩いたします。

午後１時０５分休憩

午後１時０５分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き会議を再開いたします。

⋞ ⋞

日程第１０ 第１１４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１０、第１１４号議案、神河町税条例の一部を改正する

条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町税条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

改正の理由は、地方税法の一部を改正する法律が平成２５年３月３０日に公布され、

同法による改正のうち一部のものについて、地方税法施行令の一部を改正する政令及び

地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成２５年６月１２日にそれぞれ公布され、

平成２８年１月１日から施行されることに伴いまして、影響のある神河町税条例の一部

改正をするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、税務課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

なお、冒頭で議会運営副委員長の申し出もございましたように、理由その他の背景、

十分に理解のできる説明をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

税務課長。

○税務課長（玉田 享君） 税務課、玉田でございます。第１１４号議案の詳細説明を

させていただきます。

このたびの町税条例の一部改正でございますが、先ほど町長が提案説明で申し上げま
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したとおり、上位法の一部改正が平成２５年３月３０日に公布され、改正のうち一部の

ものにつきまして、地方税法施行令の一部を改正する政令及び同法施行規則の一部を改

正する省令が平成２５年６月１２日に公布されたことによるものでございます。上位法

の改正趣旨は、成長と富の創出の好循環の実現に向けまして、税の一体改革の着実な実

行の措置を講じる改正となっています。また地方税制では、納税環境の整備及び金融所

得課税の一体化等を目指した改正となっております。

新旧対照表によって説明をさせていただきます。新旧対照表の１ページから２ページ

をお願いします。条例第４７条の２、公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の特別

徴収でございますが、現行制度は公的年金から特別徴収によって個人住民税を納税され

ている方が現住所を有する市町村から他の市町村に転出した場合は、特別徴収を停止し

普通徴収に切りかえることになっておりますが、公的年金受給者の納税の便宜と徴収の

効率化を図る観点から、賦課期日後に他の市町村に転出した場合でも特別徴収を継続と

する内容に改正する規定の整備を行うものでございます。

次に、条例第４７条の５、年金所得に係る仮特別徴収税額等でございますが、ここで

は公的年金に係ります個人住民税の年間の納付額の平準化を図るため、算定式を見直す

ものでございます。

新旧対照表の１７ページの次のページ、神河町税条例の一部改正に係る資料に従いま

して説明をいたします。現行制度は、現行の算定のとおり、仮徴収額は前年度の本徴収

額に相当する額で算定していますが、表中の現行欄に示されていますように、例えば医

療費控除等の増等によりまして、当該年度の年税額が前年の年税額に比べ大きく変動し

ました場合、本徴収額と仮徴収額に差が生じます。一度差が生じますと、次の年度以降

も本徴収額と仮徴収額の乖離が続きまして不均衡が平準化せず、場合によっては仮徴収

額が年税額を超えてしまい、還付が必要となるケースが生じます。したがいまして、こ

ういった問題を解消するため、改正の算定式で示されていますように、仮徴収額を前年

度の年税額の２分の１に相当する額に改正する規定の整備を行うものでございます。こ

の改正によりまして、改正欄のところを見てもらいますと、年税額が２年連続しまして

同額でございますと、平準化が図られるようになるということでございます。

次に、３ページから４ページをお願いします。附則第１６条、居住用財産の買いかえ

等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除でございますが、附則条文の改廃に従

いまして、同条第４項中第２０項の２第１項を第２０条第１項に改めるものでございま

す。

次に、附則第６条の２、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除でご

ざいますが、同様に、附則条文の改廃によって、同条第４項中第２０条の２第１項を第

２０条第１項に改めるものでございます。

附則第７条の４、寄附金税額控除における特例控除額の特例でございますが、上位法

改正によります附則第１９条の２、上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の
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課税の特例の新設により規定の整理を行うものでございます。

次に、４ページから５ページをお願いします。附則第１６条の３、上場株式等に係る

配当所得等に係る町民税の課税の特例でございますが、上場株式等に係る配当所得等の

分離課税につきまして、特定公社債の利子が対象として追加されましたことから、見出

し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、規定の整理を行うものでございます。

次に、６ページをお願いします。附則第１９条、一般株式等に係る譲渡所得等に係る

個人の町民税の課税の特例でございますが、株式等に係る譲渡所得等の分離課税が一般

株式等に係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組し

ました。したがいまして、見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、規定の整理を

行うものでございます。

次に、７ページから８ページをお願いします。新附則第１９条の２、上場株式等に係

る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例でございますが、上場株式等に係る譲渡

所得等の分離課税について上位法の規定が新設されましたことにより、規定を新設する

ものでございます。

次に、７ページから１２ページまでの改正前の欄でございますが、附則第１９条の２、

特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例、附則第１

９条の４、特定口座を有する場合の町民税の所得計算の特例、附則第１９条の５、源泉

徴収選択口座内配当等に係る町民税の所得計算の特例、附則第１９条の６、上場株式等

に係る譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除、附則第２０条、特定中小会社が発行した

株式に係る譲渡損失の繰り越し控除等及び譲渡所得等の課税の特例におきましては、い

ずれの附則も単に課税標準の計算の細目を定めるものであるため、条例の性格を踏まえ

まして法附則の規定が削除されましたので、規定の削除をするものでございます。

次に、１３ページをお願いします。附則第２０条の２、先物取引に係る雑所得等に係

る個人の町民税の課税の特例でございますが、附則の条文改廃に合わせまして同条第２

項第１号から第４号までの各号中、附則第２０条の２第１項を附則第２０条第１項に改

め、同条を附則第２０条に繰り上げるものでございます。

次に、１３ページから１５ページをお願いします。附則第２０条の３、先物取引の差

金等決済に係る損失の繰り越し控除でございますが、単に課税標準の計算の細目を定め

るものであることから、条例の性格を踏まえ法附則の規定が削除されたことにより、規

定の削除を行うものでございます。

次に、１５ページから１７ページをお願いします。附則第２０条の４、条約適用利子

等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例でございますが、条約適用配当

等に係る分離課税におきまして特定公社債の利子等が対象として追加されたことにより

規定の整理を行い、同条を附則第２０条の２に繰り上げるものでございます。

附則第２０条の５、保険料に係る個人の町民税の課税の特例でございますが、単に課

税標準の計算の細目を定めるものであることから、条例の性格を踏まえ法附則の規定が
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削除されたことにより、規定の削除をするものでございます。

次に、議案書の附則をお願いいたします。第１条は、施行期日を平成２８年１月１日

からと規定するものでございます。ただし、条例第４７条の２第１項及び条例第４７条

の５第１項の改正規定並びに次条第２項の規定は平成２８年１２月１日からとし、附則

第７条の４、附則第１６条の３及び附則第１９条から附則第２０条の５までの改正規定

並びに次条第３項の規定は平成２９年１月１日からとするものでございます。

第２条は経過措置でございまして、第１項は、平成２８年１月１日より前に発行され

た旧租税特別措置法第４１条の１２第７項に規定する割引債の償還差益に課税する個人

町民税は、従前と同じ扱いと規定するものでございます。ただし、同条第９項に規定す

る特定短期公社債は除外とします。第２項は、条例第４７条の２及び第４７条の５の規

定は、平成２８年１０月１日以降から適用し、それまでのものは従前と同じ扱いと規定

するものでございます。第３項は、附則第７条の４、附則第１６条の３及び附則第１９

条から附則第２０条の２までの規定中、個人町民税に関する部分は平成２９年度以降の

年度分について適用し、それまでのものは従前と同じ扱いと規定するものでございます。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。質疑特にございませんか。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。

２ページの下位、４７条の５の斜線の引いてある部分で、この数字を、仮説の数字を

入れて説明をお願いします。この後ろにも、一番末尾にも一部改正による説明資料とし

て出ておりますけれども、このあたりも再度説明をお願いします。

○議長（安部 重助君） 税務課長。

○税務課長（玉田 享君） 税務課、玉田でございます。

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しでございますけれども、個人住民

税に係ります公的年金からの特別徴収制度の見直しにつきましての資料の説明をさせて

いただきます。

まず、現行制度の場合でございますが、Ｎ年度におきましては年税額を６万円、仮徴

収月の４月、６月、８月及び本徴収月の１０月、１２月、２月につきましては、徴収額

を各１万円として平準化が図られている状態でございます。翌年度のＮプラス１年度の

年税額は、医療費控除の増等の理由によりまして３万６，０００円と設定しています。

この年度の４月、６月、８月の仮徴収額につきましては、算定式に当てはめまして算定

しますと、前年度の本徴収額が３万円であるため、３万円を３で割りますと各１万円と

なってまいります。そして１０月、１２月、２月の本徴収額につきましては、この年の

年税額３万６，０００円から仮徴収額３万円を差し引いた額６，０００円を３で割りま

すと各２，０００円となってまいります。次の年度、Ｎプラス２年度の年税額はもとの
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６万円でございまして、この年度の４月、６月、８月の仮徴収額につきましては、前年

度の本徴収額が６，０００円であるため、６，０００円を３で割りますと各２，０００

円となってまいります。そして１０月、１２月、２月の本徴収額につきましては、この

年の年税額６万円から仮徴収額６，０００円を差し引いた額５万４，０００円を３で割

りますと各１万８，０００円となってまいります。そして次の年度、Ｎプラス３年度の

年税額も同様の６万円でございますが、この年度の４月、６月、８月の仮徴収額につき

ましては、前年度の本徴収額が５万４，０００円であるため、５万４，０００円を３で

割りますと各１万８，０００円となってまいります。そして１０月、１２月、２月の本

徴収額につきましては、この年度の年税額６万円から仮徴収額５万４，０００円を差し

引いた額６，０００円を３で割りますと各２，０００円となってまいります。

こういったように、現行制度におきましては、一度生じました不均衡が平準化しない

といった状態が続くようになってまいります。

次に、改正した場合でございますが、先ほどの現行制度と同様の考え方で仮徴収額、

本徴収額を各年度ごとに改正後の算出式に当てはめまして計算しますと、表に記載され

ている金額となってまいります。この表を見てもらいますと、Ｎプラス２年度、Ｎプラ

ス３年度におきまして、こういったように２年連続で年税額が同額でございますと、２

年目のＮプラス３年度におきまして不均衡であった徴収額について平準化が図られるよ

うになってくるということでございます。

以上、説明とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） ほかに。

立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石です。

これはもう素直に、単純な質問になると思うんですが、要はこの条文の改正、これを

新旧突合しながら読んでも、結局わからんわけですわ、これ何が書いてあるのか、一体

どうや。ほんでもう結論の話として、今説明いただいた、この最後につけてる神河町税

条例の一部改正に係る資料、これＡ４、１枚にまとめてある。これがすなわち今回の改

正点の全てですよっていうふうに理解したらいいんじゃないかと私は思うんですが、そ

れでいいんでしょうか。

○議長（安部 重助君） 税務課長。

○税務課長（玉田 享君） 税務課、玉田でございます。

今、立石議員さんのおっしゃられましたとおりでございます。間違いございません。

○議長（安部 重助君） 立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石です。

そういうことで、この今回の改正は、この集約資料に凝縮されて改正点が表示してあ

ると、これで理解できました。これの実際の適用が附則で定めております平成２８年度

ないしは２９年度、ここから、これが施行期限であると、こういうふうに理解したらい
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いんじゃないかと思うんですが、それでよろしいでしょうか。

それともう１点、この改正によって、いわゆる納税者側から見れば、納めるのが平準

化されるという利点が１つ、中身の中で納税者側に税率の変化のあるもんは一切ありま

せんかという確認が１つ、この２点についてお願いします。

○議長（安部 重助君） 税務課長。

○税務課長（玉田 享君） １点目の件につきましては、そのとおりでございます。

２点目の質問につきましてですけども、これにつきましては、金融商品についての通

算損益の拡大等々の件があるんですけども、１点、公社債等に係る課税方式が上場株式

等と同様、税率が２０％の申告分離課税方式に変更された上で、公社債等の譲渡益が非

課税から課税となってまいりますが、一方で、その公社債と上場の株式とが損益通算が

可能となってまいりますということで、これが町民さんにとりまして、もう全てが負担

が問題がないかということにつきましては、メリットの部分もありますし、デメリット

の部分もあるということでございます。

○議長（安部 重助君） 立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石です。

わかりました。要は、その株の取引やってる譲渡益のある、その人たちはその状況に

よって多少納税額が変わりますよと。しかし、一般的にはその納税率が変化して、全般

に及ぶことはないと、そういうふうに解釈したらいいんではないかと考えます。それで

よろしいか、再度念押しだけしときます。

○議長（安部 重助君） 税務課長。

○税務課長（玉田 享君） 税務課、玉田でございます。

そういうふうに解釈をしていただいて結構でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方どうぞ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１１４号議案を

採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１１４号議案は、可決

することに決定しました。

⋞ ⋞

日程第１１ 第１１５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１１、第１１５号議案、神河町税外収入金の延滞金徴収
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条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町税外収入金の延滞金徴収条例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。

改正の理由は、地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）が３月３０

日に公布され、改正内容の一つである延滞金等の利率の見直しが平成２６年１月１日に

施行するに当たり、地方税法の例により、当該利率を規定している本条例についても同

様の改正を経過措置として附則に追加するものでございます。また、この改正とあわせ、

延滞金の計算過程における閏年の日を含む期間の取り扱い規定の追加と延滞金の端数処

理を地方税法の例に合わせる改正規定を同時に行うものでございます。

なお、本条例の施行期日につきましては、地方税法の一部を改正する法律の施行日と

同じく平成２６年１月１日に施行いたします。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、総務課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。１１５号議案の詳細説明をさせていた

だきます。

本条例改正は、上位法である地方税法の一部を改正する法律の改正内容に対応すると

ともに、地方税法の例に合わせた改正を行うというものでございます。地方税法の一部

を改正する法律につきましては、現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環

を実現する等の観点から、その改正内容の一つとして国税の見直しにあわせ地方税に係

る延滞金、還付加算金の利率を下げるとされており、住民の皆様の負担増につながると

いうものではございません。また、地方税の例に合わせる閏年、うるう年ということの

日を含む期間の取り扱い規定の追加と延滞金の端数処理についても、住民の皆様の負担

増につながるものではございません。

それでは、新旧対照表をごらんください。まず第２条第２項は、これまで規定してお

りませんでした閏年、うるう年の日を含む期間の取り扱い規定を新設するものでありま

す。閏年であっても、日割り延滞金を計算するときには１年を３６５日として計算する

ということであります。

次に、第３条第１項及び第２項は端数処理に関する規定で、１００円未満の端数及び

１０円未満の端数をそれぞれ１，０００円未満の端数、１００円未満の端数と切り捨て

る桁を上げるものであります。
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最後に、附則第３号に第２条第１項で規定しております延滞金利率を地方税法の一部

を改正する法律の改正内容に対応し、当分の間引き下げる経過措置を新設するものであ

ります。大変粗い表現ではありますが、この規定により当分の間、年１４．６％の割合

及び年７．３％の割合を上限として金利等の状況を勘案し、それ以下の利率が適用され

るということになってまいります。

なお、本条例の施行は平成２６年１月１日としております。以上です。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。

立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石です。

改正される内容は把握、理解をいたしておりますが、この税外収入金、または町に納

入されるべきお金、こういったことの適用される税外の収入金というものを、例を挙げ

てちょっと述べていただきたいな。これは例規集見たらわかるかもしれませんが、手元

に資料はございませんし、これにも対象のいわゆる収入金というのは例示されておりま

せんので、ひとつ簡単でよろしいから列挙していただいたらありがたいなと思います。

以上です。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。

町の条例の整備状況からしますと、さきに制定をいただきました債権管理条例のほう

に公債権、私債権、強制徴収公債権、非強制徴収公債権というふうなことで分類がされ

ております。もう大体御推察のとおりでして、税等、上位法によったり税法で延滞金等

の徴収が義務づけられてるものはそれでいいんですけれども、それ以外の手数料ですと

か、そういったものに関しましては非強制徴収ということになりまして、この税外、本

条例の適用をして延滞金を徴収していくということを可能にしていくというふうなもの

でございます。

例ということで言いますと、非強制徴収公債権というふうに位置づけられるものとい

うもので言いますと、例えば幼稚園の保育料などもそうですし、行政財産の使用料、証

明の手数料等々が非強制公債権というふうになります。また、私債権のほうにおきまし

ては、まちぐるみ健診等の個人負担金とか、そういったものが私債権の範疇に入ってく

るというふうに大別がされております。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。

この端数処理の関係ですけど、聞き落としとれば訂正していただきたいんですが、い

わゆるこの税外収入についても地方税法を改正に伴うというような説明があったかと思

うんですが、前に今議決しました税条例、その辺がずっと今回の改正では、この端数処
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理の条項がちょっと見つからんのんですね。それで、ひょっとして町税条例については、

もう地方税法の改正で町の条例で規定する必要はないですよというようなことなのか、

その辺の確認と、これは非常に細やかな話ししますけども、今の総務課長のお話を聞き

ますと、神河町でもこの端数処理の切り上げによってかなりのところに影響するんちゃ

うかなと、項目的にですね、いろんな項目あるんじゃないかと思うんですが、それは細

かい話ですが、たくさん収入が減るというようなことになりませんか。その辺どうでし

ょうか、その２点についてお願いします。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。

地方税法の上位法に連動してということで、これは近年といいますか、今回の改正で

出てきたものではございませんでして、過去にあったものですので、税条例等はその折

に対応してるというふうに考えております。

それと、収入に対する影響なんですけれども、これは延滞金の端数処理に限定をされ

ておりますので、例えば本税であるとか使用料を丸めるというものではございませんの

で、大きな影響はないというふうに思っております。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ないようでございます。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

第１１５号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１１５号議案は、可決

することに決定しました。

⋞ ⋞

日程第１２ 第１１６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１２、第１１６号議案、神河町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

改正の理由は、地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）が３月３０
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日に公布され、同法による改正のうち一部のものについて、地方税法施行令の一部を改

正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が６月１２日に公布され、平成

２８年１月１日から施行されることに伴いまして、影響のある神河町国民健康保険税条

例の一部を改正するものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

なお、詳細につきましては、税務課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願

いします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

税務課長。

○税務課長（玉田 享君） 税務課、玉田でございます。第１１６号議案の詳細説明を

させていただきます。

国民健康保険税条例の一部改正でございますが、町長が提案説明で申し上げましたと

おり、地方税法の一部改正が平成２５年３月３０日に公布され、同法改正のうち一部の

ものにつきまして、地方税法施行令の一部を改正する政令及び同法施行規則の一部を改

正する省令が平成２５年６月１２日に公布されたことによるものでございます。

それでは、新旧対照表に従いまして説明をさせていただきます。最初に１ページをお

願いいたします。附則第９項、上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課

税の特例でございますが、上場株式等に係る配当所得等の分離課税におきまして特定公

社債の利子が対象として追加されましたことにより、見出し中「配当所得」を「配当所

得等」に改め、規定の整理を行うものでございます。

附則第１２項、株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例でござい

ますが、株式等に係る譲渡所得等の分離課税が一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税

と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組されましたことにより、見出し中「株

式等」を「一般株式等」に改め、規定の整理を行うものでございます。

次に、１ページから２ページをお願いします。新附則第１３項、上場株式等に係る譲

渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例でございますが、上場株式等に係ります譲

渡所得等の分離課税が新設されまして、上位法規定の新設に合わせまして規定を新設す

るものでございます。改正前の欄、附則第１３項及び附則第１４項、上場株式等に係る

譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除に係る国民健康保険税の課税の特例及び附則第１

５項、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰り越し控除等に係る国民健康保

険税の課税の特例でございますが、いずれの附則も単に課税標準の計算の細目を定める

ものであることから、条例の性格を踏まえまして法附則の規定の削除によって規定を削

除するものでございます。

附則第１６項、先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例でござい

ますが、附則の条文改廃によって附則第１６項を附則第１４項に繰り上げるものでござ

います。
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次に、２ページから３ページをお願いします。附則第１７項、先物取引の差金等決済

に係る損失の繰り越し控除に係る国民健康保険税の課税の特例でございますが、単に課

税標準の計算の細目を定めるものであることから、条例の性格を踏まえまして、法附則

の規定が削除されたことに合わせまして規定を削除するものでございます。

３ページ、附則第１８項、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課

税の特例でございますが、附則の条文改廃により附則第１８項を附則第１５項に繰り上

げるものでございます。

附則第１９項、条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例でございますが、

本文方式の改正により規定の整理を行いまして、同項を附則第１６項に繰り上げるもの

でございます。

次に、４ページをお願いします。附則第２０項、条約適用配当等に係る国民健康保険

税の特例でございますが、上位法改正により条約適用配当等に係る分離課税として特定

公社債の利子等が対象に追加されましたことから規定の整理を行い、同項を附則第１７

項に繰り上げるものでございます。

次に、４ページから５ページをお願いします。附則第２１項、東日本大震災に係る被

災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例でございますが、単に課税標準の計算

の細目を定めるものであることから、条例の性格を踏まえまして法附則の規定が削除さ

れたことにより、規定を削除するものでございます。

附則第２２項、平成２２年度以降の国民健康保険税の減免の特例でございますが、附

則の条文改廃により同項を附則第１８項に繰り上げるものでございます。

次に、議案書の附則をお願いします。第１条は、施行期日を平成２９年１月１日から

と規定するものでございます。ただし、第１条第１号から第３号に掲げます規定は、公

布の日から施行するものでございます。第２条第１項は適用区分でございまして、前条

第１号及び第２号の改正規定は平成２５年度以降の年度分から適用し、平成２４年度分

までにつきましては従前と同じ扱いと規定するものでございます。第２項につきまして

は、前条第１号及び第２号の改正規定を除くものは平成２９年度以降の年度分から適用

し、平成２８年度分までにつきましては従前と同じ扱いと規定するものでございます。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 特にないようでしたら質疑を終結したいと思いますが、よろし

いですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論のある方どうぞ。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１１６号議案を

採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１１６号議案は、可決するこ

とに決定しました。

⋞ ⋞

日程第１３ 第１１７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１３、第１１７号議案、神河町介護保険条例の一部を改

正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１７号議案の提案理由並びに内容につきまして御説明申し

上げます。

本議案は、神河町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

改正の理由は、第１１５号議案同様、延滞金の割合の見直しが平成２６年１月１日か

ら施行されるに当たり、地方税法の例により、延滞金の割合を規定している本条例につ

いて同様の改正をするものでございます。また、あわせて文言等の修正を行うものでご

ざいます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、税務課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

税務課長。

○税務課長（玉田 享君） 税務課、玉田でございます。第１１７号議案の詳細説明を

させていただきます。

このたびの介護保険の一部改正につきましては、先ほど町長が提案説明で申し上げま

したとおり、地方税法の一部を改正する法律が平成２５年３月３０日に公布され、延滞

金の割合の見直しが平成２６年１月１日から施行されるに当たりまして、介護保険料の

延滞金の割合につきまして改正するものでございます。なお、町民の皆様には負担増と

なる改正ではございません。あわせまして、文言等の修正をするものでございます。

それでは、新旧対照表で説明をさせていただきます。１ページをお願いします。条例

第７条、延滞金でございますが、延滞金の条文、条項につきまして、神河町後期高齢者

医療に関する条例と同様とするため、同条第１項、同条第２項及び同条第３項中の規定

を改正後の欄、同条第１項中において下線部のとおり所要の規定の整理を行い、同条第

４項中「あたり」を漢字の「当たり」に、「うるう年」を「閏年」に改め、第４項を第
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２項に繰り上げるものでございます。

次に、附則第６項、延滞金の割合の特例でございますが、本年６月の定例議会で町税

条例の一部を改正する条例の専決処分につきまして御承認をいただいたところでござい

ますが、その改正の中に延滞金の割合の見直しがあり、本改正はその内容と同様でござ

います。改正内容は、延滞金の割合、年１４．６％を超えまして、国内銀行の前々年１

０月から前年９月における貸し出し約定平均金利に１％を加算した割合を特定基準割合

とし、特定基準割合を適用する年につきましては、年１４．６％の割合にあっては特例

基準割合に７．３％を加算した割合とし、年７．３％の割合にあっては特例基準割合に

年１％を加算した割合とします。ただし、加算した割合が年７．３％の割合を超える場

合は、年７．３％の割合とする内容でございます。

次に、議案書の附則をお願いします。第１項は施行期日を平成２６年１月１日と規定

するものでございます。第２項は延滞金に関する経過措置でございまして、改正後附則

第６項の規定は平成２６年１月１日以降について適用し、それまでのものは従前と同じ

扱いと規定するものでございます。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑。

藤原日順議員。

○議員（11番 藤原 日順君） 藤原でございます。

介護保険条例ということで、第７条のほうで納付する保険料、ですから本税に相当す

る思うんですけども、それが２，０００円以上であるときはということで書いてあるん

ですけども、税外収入のときなんかは大体１，０００円っていうのが基準になると思う

んですよね。延滞金の計算において１，０００円っていうのが基準になって、それに対

して税金が、延滞税が計算される。確定金額に１００円未満があるときは切り捨て、も

しくは１，０００円未満は切り捨てというのが一応原則だと思うんですけども、ここで

２，０００円っていうのが原則になるのはどういう理由なんでしょうか。

○議長（安部 重助君） 税務課長。

○税務課長（玉田 享君） この介護保険条例の一部改正につきましては、従前の条文

を第１項、第２項、第３項の分を第１項でまとめておりまして、内容的には改正前の条

例の内容と全く同意でございます。

○議長（安部 重助君） ちょっと再度。

日順議員。

○議員（11番 藤原 日順君） 済みませんでした。ちょっと私読み違えてまして、基準

同じになります。１，０００円未満の場合は切り捨てで、２，０００円以上に対してと

いうのが両方ともやっぱり同じになりますんで、今の質問は取り下げます。申しわけあ

りませんでした。

－５８－



○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ほかに質問ないようでございます。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論のある方、どうぞ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

第１１７号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１１７号議案は、可決するこ

とに決定しました。

⋞ ⋞

日程第１４ 第１１８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１４、第１１８号議案、神河町後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。

改正の理由は、第１１５号議案及び第１１７号議案同様、延滞金の割合の見直しが平

成２６年１月１日から施行されるに当たり、地方税法の例により、延滞金の割合を規定

している本条例について同様の改正をするものでございます。また、あわせて文言等の

修正を行うものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、住民生活課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。それでは、詳細につ

きまして説明をさせていただきます。

この条例も同じく上位法の地方税法の改正によるものでございます。その背景といた

しましては、最近の低金利状況を国において勘案をされ、国税において延滞金の割合の

特例が市中金利を踏まえた水準に見直され、地方税も同様の見直しが行われたことによ

るものでございます。このことにつきまして町民さんへの影響としましては、延滞金に
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つきまして、１カ月以上の延滞金につきましては、現行では本則１４．６％、これが現

在の公定歩合の数字で当て込みまして１４．６％が９．３％になるという試算がござい

ます。それから、１カ月以内につきましては、本則で７．３％としておりますけれども、

特例によりまして現行では４．３という数字になるわけですが、これが改正後は３．０

％になるという、現在の公定歩合等の数字を当て込みますとそういうふうな数字になる

わけでございます。影響につきましては、延滞金についての軽減がなされると、目指す

ところは早期納付を促す観点もございますということでございます。

それで、条例の改正の内容ですけれども、同じことの繰り返しになりますけれども、

まず現行の延滞金は、滞納後の期間が１カ月以内については早期納付を促す観点から低

い金利７．３％になっており、さらに各年の特例基準割合、これは前年の１１月末日の

旧の公定歩合４％を加えた率でございますけれども、これが７．３％未満の場合は特例

基準割合とするとされておりまして、１カ月を過ぎればこの特例がなくなるわけでござ

います。今回の改正点につきましては、先ほどから出ておりますように、上位法の税率

の改正にあわせて利率の計算方法が改正されたことによるものでございます。

それでは、改正条文の議案資料の新旧対照表で御説明をいたします。まず、改正前の

アンダーラインの１行目の冒頭、「被保険者又は連帯納付義務者」の部分が改正後、こ

れは高齢者の医療の確保に関する法律でございますけれども、「法第１０８条に規定す

る普通徴収に係る保険料の納付義務者」に変わります。それから、改正前のアンダーラ

イン３行目の中ほど、「当該納付金額」につきましては、改正後、２行目ですが「納付

する保険料の額」と変わってまいります。それから、改正前のアンダーライン４行目の

後半ですが、「当該納付金額につき」としておりますのを、改正後は「当該保険料の額

に」と変わっております。それから、改正前のアンダーライン、下から２行目ですが、

「延滞金額が１０円未満である場合においては、この限りでない」というものを、改正

後は「延滞金の確定金額に１００円未満の端数を生じたとき、又はその金額が１，００

０円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる」と改正をしております。

２項でございますけれども、同じ意味でございますが、「うるう年」を「閏年」に改

正をしております。

その下の附則でございますけれども、第３条の改正前の「延滞金額の」を、改正後は

「延滞金の年１４．６パーセントの割合及び」と改正をしております。それから、改正

前のアンダーラインの２行目から５行目にかけましては、改正後につきまして、これは

特例基準割合の解説をしたものでございますけれども、改正後のアンダーラインの３行

目の括弧書きでございます、「当該年の前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定に

より告示された割合に年１％の割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ」

と改正をしております。それから、改正前のアンダーライン、下から１、２、３行につ

きましては、年７．３％未満の場合の説明をしておりますけれども、改正後につきまし

ては、その内容が、括弧を省略いたしまして、「その年中においては、年１４．６パー
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セントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パー

セントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準

割合に年１パーセントの割合を加算した割合」、裏面でございますが、「とする。」と

しております。

以上、詳細説明とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１１８号議案を

採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１１８号議案は、可決するこ

とに決定しました。

⋞ ⋞

日程第１５ 第１１９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１５、第１１９号議案、神河町法定外公共物管理条例の

一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１９号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上

げます。

本議案は、神河町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

これまで法定外公共物使用料の延滞金の徴収に関しましては本条例において定めてお

りましたが、町税外収入金に該当することから、延滞金の率及び端数処理など徴収方法

を定めた規定を、地方税法の改正による延滞金の率の引き下げにあわせて改正されます

神河町税外収入金の延滞金徴収条例を適用する規定に改めるものでございます。また、

減免規定につきましては、神河町税外収入金の延滞金徴収条例に同様の規定があります

ので、削除するものです。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、地籍課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いいた

します。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。
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地籍課長。

○地籍課長（藤原 靖彦君） 地籍課の藤原でございます。第１１９号議案について御説

明いたします。

まず、本条例の改正の背景にあるものについてでございます。現在の低金利の状況を

踏まえまして、納付者の負担を軽減する観点から行われました国税や地方税の見直しに

合わせまして、１１５号議案では神河町税外収入金の延滞金徴収条例の一部改正がなさ

れ、また延滞金の利率の引き下げが行われております。町長が提案説明で申し上げまし

たとおり、町税外収入金である法定外公共物使用料の延滞金の取り扱いにつきましては、

これまでは法定外公共物管理条例の中で個別に定めておりましたが、延滞金の率、端数

処理など徴収方法について、神河町税外収入金の延滞金徴収条例の規定を適用しようと

するものであります。改正後の延滞金の利率につきましては、当分の間引き下げとなり

ます。

それでは、新旧対照表をごらんください。法定外公共物管理条例第１５条で個別に定

めておりました延滞金について、第１５条第１項の全部分になりますけれども、これが

改正になります。改正後は「第４条第１項の許可を受けた者が、使用料を納期限後に納

付する場合は、神河町税外収入金の延滞金徴収条例（平成１７年神河町条例第７７号）

の規定により延滞金を徴収するものとする。」と改め、神河町税外収入金の延滞金徴収

条例第４条に延滞金の免除の定めがありますので、現行の第１５条第３項については削

除するものです。

なお、この条例の施行につきましては平成２６年１月１日から施行といたします。

以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１１９号議案を

採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１１９号議案は、可決

することに決定しました。

⋞ ⋞

日程第１６ 第１２０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１６、第１２０号議案、神河町町営住宅設置条例の一部
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を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１２０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町営住宅設置条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

町営住宅家賃の延滞金率は、地方税法に規定する率を引用していましたが、本年３月

８日に公布しました神河町債権管理条例において、同家賃は私債権として区分いたしま

した。私債権に係る上位法は民法であるので、延滞金率を民法に規定する率へ改正する

こと及び文言等の修正及び関連条例との整合性を図る改正を行うものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては住民生活課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いし

ます。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。それでは、詳細説明

をさせていただきます。

町長の提案説明とダブりますけれども、上位法の地方税法が改正をこのたびされまし

た。この際に制定しました債権管理条例におきまして、家賃は私債権であるという区分

をしておりますので、私債権の該当する上位法は民法であるということで、それにより

税率等の改正を行うものでございまして、町民さんへの影響としましては、延滞金、現

在、現行が年１４．６％、１カ月以内につきましては７．３％のところを、いずれも言

葉が違いますけども、遅延損害金となりますけれども、年５％になるということで軽減

をされるわけでございます。

それでは、新旧対照表をごらんください。１８条のタイトルでございます、改正前は

「延滞金の徴収」としておりました、これは地方税法上の表現でございまして、このた

びは「及び遅延損害金」といたしております。このことにつきましては、家賃に関しま

す社会一般通念上の言い方ということで、法制課でこの文言を引用をしております。

次に、１８条の第２項でございますけれども、まず、改正前の主語が「入居者は」、

その末尾「納付しなければならない」としておりました。それを改正後、「町長は」、

末尾「徴収する」というふうに変更をしてございます。それから、先ほど申し上げまし

た改正前の延滞金率、年１４．６％、１カ月以内７．３％を、改正では遅延損害金、年

５％としております。

それから、第３項でございますけども、一番最後のアンダーラインとその上でござい

ます、「延滞金額を減免」としてございますけども、改正後につきましては、「取扱い

については、神河町税外収入金の延滞金徴収条例の規定を準用する」としております。
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詳細につきましては以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石です。

実は、第１１５号議案からこの１２０号議案、いずれも上位法の改正に伴うて現行の

町条例、関するもののいわゆる上位法との整合性について整理をしたと、これの一語に

尽きると思うんです。

それはそれといたしまして、私が総務課長にお尋ねした公債権と私債権のこの話なん

ですが、実はたびたび話、説明の中に出てきました債権管理条例、これ制定いたしまし

たね。それに大いに関連するわけですが、あそこで明らかになったのは、水道料金は、

これは公債権であると、ところが下水道の事業は、これは納入の義務も含めて私債権の

分類に入ると、こういうことでございます。ただいま説明はありました住宅家賃、町営

住宅ですね、これは民法に照らし合わせれば私債権の部に入ると、こういうことでござ

います。したがいまして、ただいま申し上げました上水道、それと税の関係、国税はも

ちろん地方税、そういった類いの、これはもう明らかに公債権の部類であると、きつい

法律の縛りによって徴収の義務が課せられておると。徴収する側においては、法で徴収

の強い権利が与えられておると、こういう認識をしとるわけなんですが、実は、この私

債権のうちでも住宅と、それから町が何ぼか民間に対して土地の貸与、有料貸し付け、

こういったことも何ぼかやっとるはずなので、こういったものも私債権に当たるんでは

ないかと、こういうふうに思いますので、土地の貸し付け、それに類するものでこうい

うものありますよっていうのを、この際、税務課長なりあるいは関連の総務課長、また

は住民生活課にそういうのがあるかどうかは知りませんが、参考までに説明をいただき

たいなと、こういうふうに思います。

○議長（安部 重助君） それでは、まず総務課長のほうから説明願います。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。

今御質問のとおりでして、私債権の中に、例えば総務課で管轄してるもので言えば土

地、建物等の貸し付け収入というのがございます。御存じのとおり、最近でしたら、ま

だ今、数年の間無料としてますが、南小田もそうですし、それから老健の土地もそうで

す、そういったところの土地収入等々につきましては、この私債権に分類されるものと

いうことで複数存在をしております。

あと蛇足になりますが、売り払い等を行いましてもこの範疇に入るということでござ

います。以上です。

○議長（安部 重助君） 続いて、税務課長ありますか。

どうぞ、税務課長。

○税務課長（玉田 享君） 税務課、玉田でございます。
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税務課に関しましては強制徴収公債権のものばかりでございまして、私債権に関しま

しては一切ございません。

○議長（安部 重助君） ほかの関連の課でございませんか。住民生活課長、ほかにござ

いませんか。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課は家賃だけかなと思ってるんですが、債権

管理条例に記載の部分を私が不勉強な部分もあるので、このことについてはちょっと確

認をさせていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） ほかの課はございませんか、特に。

情報センター所長。

○情報センター所長（村岡 悟君） 情報センター、村岡です。

情報センターではケーブルテレビの関係で、ケーブルテレビ料の利用料とインターネ

ット料金が、公債権じゃなくて私債権です。以上です。

○議長（安部 重助君） よろしいですか。

教育課長。

○教育課長（谷口 勝則君） 教育課、谷口でございます。

教育関係では、幼稚園の保育料がございますけども、それにつきましては私債権とい

うふうなことでの分類でございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 続いて、病院総務課長。

○病院医事課長兼総務課長（浅田 譲二君） 神崎総合病院の浅田でございます。病院の

診療費、それから個室の料金とか、そういったものも私債権の範疇に入ります。以上で

す。

○議長（安部 重助君） 立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石でございます。

今ちょっと聞かせていただいた中でも、公債権っていうのは非常に限定されたもので

あると。あとはほとんど利用者から納付していただくっていうのは、私債権がもう圧倒

的に多いわけですね。だから、これは債権管理条例を制定によって、お互いに上下水道

課、税務課、それから病院、その他住民生活課、そういったところが連携をしながら、

できるだけ不良債権を回収していこうという取り組みが数年前から熱心にやられており

ます。先ほどの報告によりますと、税の徴収率は県下一であると、これが単年度だけで

なしに、既に数年、３年連続ですか、そういう実績も上がっておると、非常に喜ばしい

報告を聞いたわけなんですが、実は、その私債権、公債権にかかわらず、非常にその滞

納者がふえている傾向にあるんではないか、これは何とかしなければいけないっていう

ことで皆さんが取り組みをされた。これはひとつ今聞いただけでもいろんな債権がある

ということを認識していただいて、今後取り組んでいただきたい。これは、ほったらか

しにしておくと何ぼでもその滞納金がふえて困ると。これも立派な町の財産であります
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から、財源確保の上でも重要なことですので、ひとつ各課連携をしていただいてこの徴

収率の向上に努めてもらいたいと。これは私のあくまでも強い要望でございますが、そ

ういうことでこの問題に取り組んでいただきたい、このことをもって私の質問を終わら

せていただきます、この件に関する。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 最後に答弁願います。副町長から決意を。

○副町長（細岡 重義君） 細岡でございます。

滞納整理対策委員会を設けて、各課それぞれ徴収範囲の職員を寄せて、いつも会議を

しているところでございます。それぞれに滞納者が同じような人がありますので、それ

についていろいろと情報の共有をいたしまして、そして徴収に取り組んでおりますので、

今後も精力的に行いたいというように思っております。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ほかに質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

第１２０号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１２０号議案は、可決

することに決定しました。

ここで暫時休憩いたします。再開を１４時４５分といたします。

午後２時２０分休憩

午後２時４５分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き会議を再開いたします。

先ほどの１２０号議案につきまして、立石議員からの質問で若干訂正をしたいという

ことの申し出がございましたので、ここで許可いたします。

立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石です。

実は、１２０号議案の審議の際に、私債権、公債権という範疇の中で私が発言した、

いわゆる私債権のうちで下水事業、これは全て私債権という感覚で私は物を言ったんで

すが、一括絡めて下水道という表現をしたんですが、実は、この下水道の事業の中身も

事業主体は公営企業ということで一本化しとるんですんが、建設の経緯から特環公共と

いう、いわゆる公共下水でやった部分と、それからコミプラ、その他農集落排水、それ

と小型合併槽、これぐらいの事業の形態があるんですが、これは細かく言えば、特環公
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共でやった分は公債権がついていると、あとの分については若干扱いが違いますよって

いう細かい規定があるようでございますんで、そのことだけちょっと訂正をさせていた

だいておきます。以上です。

○議長（安部 重助君） それでは議題に入ります。

⋞ ⋞

日程第１７ 第１２１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１７、第１２１号議案、神河町立学校施設使用料条例の

一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１２１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

本条例は、町民の社会教育その他公共のために町立学校の施設を使用する場合の使用料

について必要な事項を定めておりますが、その条例に定めている学校施設使用許可申請

書⋞許可書の様式を改正するものでございます。

改正内容は、申請書欄に「施設を暴力団の活動にしないことなどの宣誓」を、許可欄

には「暴力団等であることが判明した場合には、許可を取消す場合があることなど」を

追加するものでございます。

当町は、神河町暴力団排除条例を本年４月１日から施行し、去る１０月１９日には福

崎警察署長との間において、神河町が行う全ての契約等からの暴力団等の排除に関する

合意書を締結いたしました。これらのことにより、町では暴力団及び暴力団員並びにこ

れらと密接な関係を有する者を契約の相手方としないよう措置を講じていくこととして

おります。その措置を実行するための規定として、神河町契約事務等からの暴力団等の

排除に関する要綱を施行しており、第１４条で行政財産の使用許可に係る許可の条件に、

許可を受けた者が暴力団等に該当する場合には許可を取り消すことができる旨が記載さ

れている場合において講ずるものとするとの使用の取り消し規定を設けています。この

規定を受け、各施設等の使用許可申請書及び許可書の様式変更が生じたものでございま

す。条例では、本件１件でございますが、規則で２３件、要綱で１件、規程で１件の計

２６件の改正が必要となっており、１２月中に全て改正作業を完了し、平成２６年１月

１日から統一的に施行するものでございます。

なお、これら２６件の様式の改正内容は、本件の改正内容に準じて行う予定でござい

ます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑特にないようでございます。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第１２１号議案を

採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１２１号議案は、可決

することに決定しました。

⋞ ⋞

日程第１８ 第１２２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１８、第１２２号議案、神河町建設残土砂等処分地設置

条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１２２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町建設残土砂等処分地設置条例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。

平成２４年８月１０日に可決、成立した社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律が、同月２２日に平成２４

年法律第６８号として公布されました。政府は、本年１０月１日に消費税改正を閣議決

定し、消費税の税率は、平成２６年４月１日から８％に引き上げられることとなりまし

た。神河町建設残土砂等処分地設置条例第９条で使用料の納付を規定し、別表でその単

価を定めておりますが、今回の法改正に沿って単価の改正を行うものであります。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、住民生活課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いし

ます。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。それでは、詳細につ

きまして説明をさせていただきます。

この単価の改正の経緯、考え方といたしましては、県から本年１０月２３日付で消費

税率引き上げに伴う廃棄物処理に係る手数料等の取り扱いについての通知がございまし

た。内容の要約は、廃棄物処理に関し、徴収する手数料等について、消費税の円滑かつ
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適正な転嫁がなされるよう適切な対応をされたいというものでございました。町としま

しては、当産業廃棄物処理事業が消費税納税対象の事業であることから、県の指導に従

い、このたび使用料の単価改正を行うものでございます。

それでは、提案資料の新旧対照表をごらんください。改正前を見ていただきますと、

町内のものは１００キログラム当たり１５７円です。これは税抜き価格１５０円に１．

０５を乗じた額、１５７．５円から小数以下を切り捨てたものでございます。一方、町

外のもの、つまり公共事業に伴う土砂、土砂等ではなく土砂でございますけれども、同

様にいたしまして１７８．５円から１７８円としているものでございます。改正後は、

税抜きの価格に１．０８を乗じ、端数を切り捨てた価格で、町内のもの１６２円、町外

のもの１８３円と改正するものでございます。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） ここで、さらに追加説明を太田財政特命参事にお願いいたしま

す。

特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） 総務課、太田でございます。

消費税の課税方針につきましては、両常任委員会でもお話ししましたが、ここで再度

その方針についてお示しします。

平成２５年１０月１日の閣議決定で、平成２６年４月１日から消費税が５％から８％

に引き上げられることになりました。公共料金等の消費税については、総務省から次の

ように通知が来ています。各地方公共団体におかれましても、消費税率の引き上げに伴

う公共料金等の改定について、税負担等の円滑かつ適正な転嫁を基本として対処すると

の考え方を踏まえ、平成２６年４月１日の消費税率の引き上げに向け、適切に対処する

ようお願いします。以上、抜粋でございます。したがいまして、神河町も対象の料金に

ついては引き上げることを原則としています。なお、税務署への消費税の申告は、一般

会計には義務がありません。そして、納税もしておりません。しかし、特別会計には申

告の義務があります。そのことによって、上下水道事業、産業廃棄物処理事業は課税さ

れています。病院事業も保健医療費以外は課税されています。また、指定管理や委託に

出している観光施設等も課税されています。消費税の引き上げによって、神河町一般会

計歳出における負担は約７，０００万円と見込んでおります。これらの負担の財源とし

て、投資的経費や維持補修費は、原則事業費の縮小で穴埋めすることになります。施設

の光熱水費や備品等に消費税引き上げがありますので、使用料等の財源があるものにつ

いては転嫁する方針でおります。

なお、住民基本台帳証明手数料や町営住宅家賃等は、消費税法別表によりまして非課

税となっております。

神河町の予定でございますが、まず一般会計の使用料等でございます。引き上げる方

向で他市町の状況も踏まえて検討していますが、近隣の市町の状況を見ますと、平成２
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６年４月には実施しないようです。神河町も、この時期については近隣市町と歩調を合

わせたいという考えでおります。したがいまして、来年４月１日には引き上げをしない

方向でございます。

なお、料金について政策的に安価に決定しているコミュニティバスや子育て世代の支

援として幼稚園使用料、保育所保育料については引き上げしない方針でございまして、

対象事業の一律での引き上げは考えていません。

産業廃棄物処理事業は、平成２６年４月１日から引き上げでございます。

病院事業につきましては、医療費は消費税法で非課税となっていますが、自由診療、

差額ベッド、健康診断、予防接種等は課税ですので、引き上げして税務署に納めなけれ

ばなりません。これは平成２６年４月１日からの引き上げでございます。

上下水道事業でございますが、神河町の水道料金、下水道料金は県下でも高いことか

ら住民への大きな負担となっていますので、今回は見送ることとしました。考え方とし

まして、消費税相当分を値下げするということでございます。なお、税務署に支払う消

費税の財源については、一般会計からの繰出金を充当しないことを原則としております。

指定管理施設、第三セクター、観光施設等でございますが、引き上げするかしないか

はそれぞれの管理者の運営方針に任せますが、引き上げしないことによって指定管理料

の値上げがないように依頼しています。ただし、入場料等の限度額を定めている条例に

つきましては、全て引き上げの改正を行います。

施設の個々の具体的な内容は、条例の説明にあわせて担当課長から説明をいたします。

以上でございます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。

この本議題より太田参事の説明に及ぶ内容でもよろしいでしょうか。

○議長（安部 重助君） 結構です。

○議員（13番 山下 皓司君） ちょっと資料を見せてもらいますと、一般会計で７，０

００万、それから特別会計で６，０００万、合わせて１億３，０００万ほどが、今回の

５％から８％の改正によって必要経費が出てくるというようなことが内部調整会議の資

料に書いてありますね。それを受けてなんですが、私はそこでちょっと捉え方が違うと

ったかもわからへんのですが、やはりその分については、今、財政課長が、投資的経費

についてはいわゆる事業費の縮小でカバーするといったような方針であるということで

したんですが、その前にも１億３，０００万ぐらいのお金をどうするかいうちょっと懸

念持っとったんですけど。やはりもちろん消費税が上がると消費税の一部が地方に回っ

てくると、それもまた地方交付税にマイナスの要因になるんかもわかりませんけど。ど

っちにしてもやはり後ろ向きじゃなしに、例えば財源確保といったことについて、やは
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り財政担当参事としては一歩踏み出してもらわんとあかんのちゃうかなと思うんですが、

その辺について今の現状で、もう少し明るいものがあるんやないかと思うんですが、そ

の辺どうでしょうか。

○議長（安部 重助君） 財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） 総務課、太田です。

消費税交付金は、地方分につきまして約６，０００万か７，０００万、交付がふえま

す。この一般会計の７，０００万とたまたま金額的に同じなんですけども、この交付金

につきましては今、国が交付するわけなんですけども、逆にほかのものが減ってくるん

ではないかという予測がされております。

ゴルフ場利用税につきましては、なくすという話もあったんですけども、先日２６年

度もそのまま残るということはありました。あと自動車税、自動車取得税とそれから揮

発油税、そのようなものにつきましても引き下げるという検討がされております。その

ようなこともありますので、枠としては、事業費総額としてはほかにふえる要素がござ

いませんので、投資的経費につきましては、その投資的事業が、例えば１０あったとし

たら９つしかできないという考え方でございます。ほかに財源が出てきましたら、それ

はそれで１０あるものでしたら１０するということでいきますが、その財源がないとい

うことで、例えば１０ある事業でしたら９しかできないというようなことを言いました。

以上でございます。

○議長（安部 重助君） 山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。

ここで議論しても、もっともっと大きな問題ですので解決しませんし、答弁ももらえ

ないと思うんですけども、やはりそういったいわゆる消費税の増税というのは非常にい

ろんな面から問題があるんですけど、地方自治体においても大きな影響があるわけです

から、やはりおっしゃったように、例えば物件費とか等については、それにかかってく

るものについては経費の節減ということも当然考えておられるでしょうし、考えんとあ

かんと思うんですが、今からまちづくりのために必要な財源確保というもんについては

一歩踏み込んだ捉え方で、やっぱり小さな町ですけど財政担当参事としては取り組んで

ほしいなと、難しいことはよくわかっておりますけれども、ひとつお願いをしておきま

す。何かいい考えを持っておられたらコメントしていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） もとより補助とか交付税もできるだけ多

くいただけるような、あれも報告物で申請するんですけども、できるだけ多くいただけ

るように努力してまいります。以上です。

○議長（安部 重助君） ここで、第１２２号議案に戻ります。

質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（安部 重助君） 特に質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

第１２２号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１２２号議案は、可決

することに決定しました。

⋞ ⋞

日程第１９ 第１２３号議案から第１３１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１９、第１２３号議案、神河町観光交流センター設条例

の一部を改正する条例制定の件、第１２４号議案、神河町神崎いこいの村条例の一部を

改正する条例制定の件、第１２５号議案、神河町新田ふるさと村条例の一部を改正する

条例制定の件、第１２６号議案、神河町神崎農村公園条例の一部を改正する条例制定の

件、第１２７号議案、神河町わくわく公園条例の一部改正する条例制定の件、第１２８

号議案、神河町農村環境改善センター設置条例の一部を改正する条例制定の件、第１２

９号議案、神河町水車公園条例の一部を改正する条例制定の件、第１３０号議案、神河

町神崎木工芸センター条例の一部を改正する条例制定の件、第１３１号議案、神河町グ

リーンエコー笠形体育施設設置条例の一部を改正する条例制定の件、以上の９議案を一

括議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１２３号議案から第１３１号議案まで関連がありますので、

一括で提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

繰り返しになりますが、１２３号議案については神河町観光交流センター設置条例の

一部を改正する条例制定の件、第１２４号議案、神河町神崎いこいの村条例の一部を改

正する条例制定の件、１２５号議案、神河町新田ふるさと村条例の一部を改正する条例

制定の件、第１２６号議案、神河町神崎農村公園条例の一部を改正する条例制定の件、

第１２７号議案、神河町わくわく公園条例の一部を改正する条例制定の件、第１２８号

議案、神河町農村環境改善センター設置条例の一部を改正する条例制定の件、第１２９

号議案、神河町水車公園条例の一部を改正する条例制定の件、第１３０号議案、神河町

神崎木工芸センター条例の一部を改正する条例制定の件、第１３１号議案、神河町グリ

ーンエコー笠形体育施設設置条例の一部を改正する条例制定の件、以上９件の条例改正

であります。

改正理由は、第１２２号議案同様、消費税の改正に伴うもので、各観光関連施設の使
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用料等の金額を改正するものであります。

改正内容は、来年４月１日から使用料等に係る消費税を５％から８％に変更するもの

で、利用者への周知期間を３カ月間設けることから今回提案するものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、議案ごとに地域振興課長から御説明しますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課の野村でございます。

それでは、第１２３号議案から第１３１号議案につきまして、観光交流施設が対象で

ありますので、一括して御説明申し上げます。

これは町長が申し上げましたとおり、消費税が５％から８％に引き上げられることに

伴い、各施設の使用料を引き上げるものでございます。使用料の考え方としましては、

現在の使用料には５％の消費税が含まれていますので、使用料を１．０５で割りまして

課税前の金額を算出して、それに１．０８を掛け、１円台を四捨五入して１０円単位と

したものであります。

それでは、１２３号議案の神河町観光交流センター設置条例の一部を改正する条例制

定の件を御説明申し上げます。

２枚目の新旧対照表で御説明申し上げます。右側が改正前の料金であります。これを

１．０５で割り戻して１．０８を掛けて、さらに１円台を四捨五入いたしております。

会議室の昼間の料金は１時間当たり２５０円ですが、これを１．０５で割り戻しますと

２３８円となります。これに１．０８を掛けますと２５７円となり、１円台の７円を切

り上げて２６０円としております。以下、それぞれの使用料も同じ考え方で改正してお

ります。

続きまして、１２４号議案の神河町神崎いこいの村条例の一部を改正する条例制定の

件について御説明申し上げます。

新旧対照表をごらんください。１２名定員のコテージの大、大きいほうでございます

が、宿泊で３万２，０００円でして、これを１．０５で割りますと３万４７６円となり

ます。これに１．０８を掛けますと３万２，９１４円となり、４円を四捨五入して新料

金は３万２，９１０円となります。以下、最後の村民登録会費まで同じ考え方で料金を

改正しております。

続きまして、第１２５号議案の神河町新田ふるさと村条例の一部を改正する条例制定

の件について御説明申し上げます。

新旧対照表をごらんください。ふるさと村につきましては、ログコテージ、杉ん子キ

ャビン、テントサイトでは使用料金表の金額に車の駐車料金が入っておりません、改正

前につきましては。別途に記載してありました。このため利用者とのトラブルも若干生
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じておりました、料金をもらう際に。この際、１台分の駐車料金を含めた使用料に改正

したいと考えております。

まず、ログコテージですが、１万８，０００円となっていますが、これに車１台分の

駐車料金１，０００円を加えた料金１万９，０００円をいただいておりました。この１

万９，０００円を１．０５で割りますと１万８，０９５円となりまして、これに１．０

８を掛けますと１万９，５４２円となります。２円を四捨五入しまして新料金は１万９，

５４０円としておりまして、表の中にも車１台分の駐車料金を含むと明示しております。

フリーサイトのテントにつきましては、改正前は持ち込みテント料金２，０００円と

車１台分の駐車料金１，０００円の３，０００円を徴収しておりました。これも若干わ

かりにくい面がございましたので、改正後はフリーサイトとして記載しております。

お山のテントサイトにつきましては、平成１７年度に整備いたしましたが、当時条例

を改正せずにフリーサイトと同じ、フリーサイトいいますのは管理棟の上のグラウンド

でございます、グラウンドにテントを張っていただいてると。そのとこと同じように、

フリーサイトと同じ３，０００円の料金を徴収していましたので、今回条例に新たに記

載したいと考えています。

オートキャンプ場につきましては車を乗り入れるのが当たり前ですので、改正前の料

金５，０００円は駐車料金込みのものとなっております。

最後の入村料につきましては、改正前は１人３００円、３歳から小学生までを２００

円としていましたが、改正後は大人と小人とに分けて、中学生以上は大人、３歳から小

学生までを小人としたいと考えています。

続きまして、１２６号議案、神河町神崎農村公園条例の一部を改正する条例制定の件

を御説明申し上げます。

新旧対照表をごらんください。入園料を定めたものですが、改正前は４歳以上の小学

生までは５００円でしたが、これを１．０５で割った４７６円に１．０８を掛けますと

５１４円となりまして、４円を四捨五入して５１０円としております。以下、それぞれ

の入園料も同じ考え方で改正しております。

続きまして、第１２７号議案、神河町わくわく公園条例の一部を改正する条例制定の

件を御説明申し上げます。

新旧対照表をごらんください。バーベキューコーナーにつきましては、改正前は１卓

につき１万円となっていまして、これを１．０５で割りまして１．０８を掛けますと１

万２８５円となりまして、５円を四捨五入して１万２９０円としております。以下、公

園貸し切りの料金も同じ考え方で改正しています。

続きまして、第１２８号議案、神河町農村環境改善センター設置条例の一部を改正す

る条例制定の件を御説明申し上げます。

新旧対照表をごらんください。多目的ホールにつきましては、改正前が１時間当たり

２，３１０円となっていまして、これを１．０５で割りまして１．０８を掛けますと２，
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３７６円となりまして、６円を四捨五入して２，３８０円としております。以下、それ

ぞれの使用料も同じ考え方で改正しております。

続きまして、１２９号議案、神河町水車公園条例の一部を改正する条例制定の件を御

説明申し上げます。

新旧対照表をごらんください。１時間以内の料金につきましては、改正前が町民は１

時間当たり１，４００円となっていまして、これを１．０５で割りまして１．０８を掛

けますと１，４３９円となりまして、９円を四捨五入して１，４４０円としております。

以下、それぞれの使用料も同じ考え方で改正しております。

続きまして、第１３０号議案、神河町神崎木工芸センター条例の一部を改正する条例

制定の件を御説明申し上げます。

新旧対照表をごらんください。会議室につきましては、改正前が１時間当たり５００

円となっていまして、これを１．０５で割りまして１．０８を掛けますと５１４円とな

りまして、４円を四捨五入して５１０円としております。施設使用料も同じ考え方で改

正しております。

続きまして、第１３１号議案、神河町グリーンエコー笠形体育施設設置条例の一部を

改正する条例制定の件を御説明申し上げます。

新旧対照表をごらんください。体育館のアリーナにつきましては、改正前が半面使用

は１時間当たり３００円となっていまして、これを１．０５で割りまして１．０８を掛

けますと３０８円となりまして、８円を四捨五入して３１０円としております。以下、

それぞれの使用料も同じ考え方で改正しております。

以上、第１２３号議案から第１３１号議案まで御説明申し上げましたが、条例に規定

しています使用料金は各施設での料金徴収の上限を規定しているものでありまして、こ

のとおりに徴収するかどうかは各施設の指定管理者に任せております。経営面で新料金

にしたほうがよいと指定管理者が判断すれば値上げされますし、据え置いたほうがよい

と判断されれば据え置いた料金の徴収となります。

ヨーデルの森につきましては、入場料金は今のまま据え置いて中学生以上１，０００

円、４歳以上小学生まで５００円、６５歳以上は８００円としますが、年間パスポート

は、現在４歳以上１，５００円、中学生以上３，０００円としていますので、これらは

そのままの料金で据え置き、園内での食事料金や体験料金、お土産品等は値上げすると

聞いております。

グリーンエコー笠形につきましては、入村料は２００円のままとして、入浴料金は、

現在大人５００円、子供４００円の料金で運営しておりますのでそのまま据え置き、レ

ストラン２階の和室につきましては、１人１泊２食で１万５，４３０円となりますが、

近隣類似施設と比べて高過ぎますので１万２３０円での料金で運営し、食事やお土産の

料金等は消費税分を値上げすると聞いております。

峰山高原ホテルリラクシアとホテルモンテ⋞ローザにつきましては、神河町宿泊施設
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条例で規定していまして、利用料金として１人１泊５万円の範囲内において町長の承認

を得て定めると規定されております。現在の運用では１人１泊２食つきで１万２，００

０円から程度となっていまして、スイートルームを使用した場合でも２万５，０００円

でありますので、今回の条例改正には上げておりません。

ほとんどの施設におきまして、使用料金や飲食の代金等は８％の消費税として徴収す

る予定となっております。

以上で御説明を終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

これより９議案に対する質疑に入ります。

なお、質問される方は、先に議案番号を述べた後に質問していただきますようお願い

しておきます。質問のある方どうぞ。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。

今回の消費税改正に伴う値上げは当然理解するものでありますが、町長が観光戦略の

中で１００万人の交流人口を目指すいうふうな基本方針を立てられておりまして、今回

１２３号以下についても、町外の方の料金を町内の方よりも倍額近く徴収するいうよう

なことについては、この条例がさきに提案された当初にも話をしておりますけれども、

ほかの町、公的な施設でも町内町外を区別しないような事例もたくさんあります。にも

かかわらず、町長の基本方針と逆らうようなこの使用料等とか入園料の差をつけること

について、町長のお考えを伺います。

○議長（安部 重助君） 町長。

○町長（山名 宗悟君） このたびの消費税改正に伴って、使用料金の改正を今定例議会

で提案をさせていただいたところでございます。観光戦略をさらに強化していく、その

ための観光交流人口を増加していく、１００万人を目指すんだということで、この目標

は当初から変わっていないわけでございまして、その基本的な考えの中でのこれまでの

料金改定であったわけでございます。この間、議会におきましても、料金の取り扱いに

ついて質問もいただいているところではございますが、担当課、そしてまた指定管理の

業者等々との協議の中で現在の料金設定をしているところでございまして、私の考えの

中には、この基本方針と今回の料金設定がちぐはぐになっているという考えには、そう

いう考えにございません。この現行の料金体系の中で、さらにＰＲをしていきながら利

用率を上げていきたい、このように考えているところでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） 町長の説明はわからんでもないですけれども、例えば町

長さんがお友達を連れられてお金を支払われるときに、町外から来たお客さんは、例え

ば２，０００円いただきますよ、町長は１，０００円です言うた、その町外の人の気持

ちを察するときに、せっかく神河町は大手を振って１００万人いうふうなことで誘致を
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されてるけれども、そのあたり対象になった方の気持ちはあんまりいい気持ちがしない

と思うんで、神河町は町を挙げて外から来られるお客さんを歓迎しているんやいうふう

な態度をいろんなところで示さなあかん。それは心で示すものもあれば、このように金

額で示すものもあると思いますので、これらについては改正すべきでないかいうふうに

私は思いますので、再度お願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 町長。

○町長（山名 宗悟君） 赤松議員の御意見につきましては御意見として受けとめさせて

いただいて、なお、同様の質問についてはこれまでの議会の中でもあったところではご

ざいますが、神河町の収益を上げるという部分での現状を踏まえながら、現時点での料

金改正ということについては、今回の消費税の改正に伴っての改正にとどめたいという

ふうに考えているところであります。以上です。

○議長（安部 重助君） 担当課長から再度説明いただきます。

地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。

赤松議員の御質問、町長の説明、そのとおりでございます。私どもとしましては、町

外料金としている分が正規の料金であると、その施設の価値的にはそれが本来の姿であ

ろうというふうには思っておりますが、神河町、小さい町で各観光施設を経営しており

ます。指定管理料はほとんど払っておりませんが、修繕費等、やはり町がかなり多くの

部分を負担しております。その分、町の一般会計に施設修繕費がそれなりの割合を占め

てるいうことも含めまして、町民の方についてはそれだけ還元させていただこうと、料

金面で還元させていただいてるというふうに私は捉えております。安い料金で入りたい

というお考えの町外の方がいらっしゃいましたら、神河町のよさを十分認識していただ

いて、神河町に移住していただけましたら全く町民と同じ扱いになりますんで、そうい

う面も含めて神河町への人口増を何とか交流人口からの定着にもつなげていきたいと思

っているのが私どもの考えでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 町長。

○町長（山名 宗悟君） 料金について町内、町外に差があるという部分につきましては、

全てにおいてそういう設定をしているわけではないというところでございます。改めて

本日、赤松議員からの御意見については受けとめさせていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。３回目です。

町長また振興課長、双方とも同じ意見で、それは当然やと思うんですけれども、先ほ

ど私が質問しました、逆の立場で、例えば町外の人が１，０００円で町内の人が５００

円で、自分が町外の立場に立って１，０００円払うんと同じように町内の人が５００円

払う状況にあったときに、あなたはどういうふうに感じられますかいうふうなことを尋

ねよるんです。だから、その回答として、先ほど野村課長さんがお答えになったように
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町内の人は安くしとるんですよ、だから、町内に住んでもらったらそんだけ利益がこう

むられますよいうふうなことまで町外の人が１，０００円払うときにお感じになるかい

うふうな不合理があるんちゃうか、今の説明が本当に他町の人に理解されるんですかい

うふうなところに私は疑問を感じとるよんです。回答があったら回答いただきたいと思

いますけれども、このように我が町は人口もだんだん少なくなっていくし、地域の活性

化を図るために、観光で、観光立地として将来振興を図るんやいう中で、こういうふう

な処置が本当にいいのかいうふうな疑問を感じてるんです。

以上です。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 町長。

○町長（山名 宗悟君） 繰り返しになる部分と、少し補足をさせていただければ、ま

ず基本料金、物の考え方として料金設定をする。しかしながら、その中で町内の町民に

ついてはその半額をいただくという考え方であろうかなというふうにも思うわけであり

ます。なぜそのようにするかということにつきましては、もっともっと町内の住民の皆

様方に施設を利用していただきながら、そしてその施設の中でさらに購買意欲を高めて

いただく、利用率を高めていこうと、そういった考え方が、例えば農村公園のヨーデル

の森の料金設定を決める上においてもあったように考えているところであります。町民

の神河町にある施設ということで、神河町のみならず、ほかの自治体でも同様の料金形

態をとっているところもあろうかと思いますが、私どもの考えとしては町民の皆様方に

どんどんどんどん使っていただきたい、利用率を上げて、そこからの経済効果というと

ころを一つの目標としてこの料金体系を設定させていただいたというところでございま

す。

しかしながら、赤松議員が本日質問されました内容につきましては、これまでの議会

の中でも質問があったところでございます。そのことについては十分受けとめはさせて

いただきながら、より利用率が上がって、そして喜んでいただく、その結果として経済

効果が高まるような、そういうことを基本にこれからも考えていきたいというふうに思

います。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

小林議員。

○議員（１番 小林 和男君） 今の赤松議員の料金設定の町内と町外の差についての関

連質問します。

これはもう以前のこの料金設定のときに、私同じこと言うたんですけども、都会の知

り合いとか、また一つのグループであって、他市町から我が町へ宿泊とか観光に来られ

たお客さんの目線から見れば、やっぱり田舎のエゴやいうふうな見方をされます、直接

言われました。また、この間福崎町の文殊荘で１泊することがあって、福崎町の町民さ

んは５００円か６００円で他の町の人は１，０００円やと。もとが宿泊が１，０００円

いうたら安いことは安いんですけども、それでも差があることに対して、ほかから来ら
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れた方がやっぱり疑問の声が出ました。

ですから、今まではそういったおらが村の財産やいうふうな認識があったんですけど

も、今からそういった考え方は、町内、町外をなくして、都会の人に来てください言う

以上は、格差があっては違和感があるようです。私はそのように思います。ですから、

町内の人も町外の人も同じ料金で利用するんが一番自然な姿でいいんじゃないかと思い

ます。そういった声を聞くことは事実です。ですから、各自治体、それを一括して田舎

のエゴやないってそういう言い方されます、言葉の悪い人は。ですから、そういった見

方をされることは事実なので、今後この町は観光ということで生き残るのであれば、そ

ういった都会の人の、わずかな差ですから、そういった差をつけないで町内も町外もあ

りませんよ、同じ料金ですよいうふうなほうが、来られた方には心が温まって気持ちが

よいというふうに受けとめられるんじゃないかと思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。

例えば、グリーンエコー笠形で申し上げましたら、利用の６割、飲食面とかそういう

面も含めますと、６割ぐらいは町内の方が多いかなというふうに思っております。その

中で町民入村料、無料であるということを言うて、町外の方は２００円いただいてます

が、果たしてそこで２００円町民の方からいただけるのか、御理解を得られるのかどう

か、それも非常に大きな課題だというふうに思っております。２００円今から上げるん

やったら、もう使わんとほかのところ行こうというふうなことになれば、施設経営にと

って非常に大きなダメージとなります。その辺の点も踏まえて、ヨーデルの町民無料も

含めましてやはり十分検討していきたいというふうには思っておりますが、現在につき

ましてはこの状況で運営しておりまして、今回は消費税分の条例改正の提案でございま

すんで、そこは御理解何とかいただけたらありがたいと思っております。

今後の課題としましては、前から出ておりますこの件につきましては、町だけじゃな

しに施設指定管理者等も十分協議を進める中で、やる以上はばらばらにはできませんの

で、一斉にやるとするとちょっと時間がかかる。今のままでいこういう結論になるかも

しれませんが、検討していきたいと考えております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ただいま赤松議員並びに小林議員からの指摘、今ございました

ように、この質問につきましては、また担当委員会のときに十分議論していただいて、

正当な料金設定ができるというような形を持っていきたいというふうに思いますので、

この件につきましては質疑を終結いたします。

ほかにございますか。

藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。

先ほどの件につきましては、また委員会のときに、過去に施設の見直しの検討委員会、

私も委員会に入っとったんですけれど、そのときにも話題と出た話でございます。ヨー
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デルの森等の資料を出して、ヨーデルの森さんも結論を出しておられます件もあります

ので、そのデータを資料、お願いしたいと思います。

それと、１２５号議案の新田ふるさと村の件ですけれど、備考の欄につきまして、今

回括弧書きで車１台の駐車料を含むという項目が入っておるんですけれど、これはどう

いう扱いと考えたらいいんですか。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。

新旧対照表の改正前の欄の裏側見ていただきましたら、７番目に駐車料いうのが書い

てあります。宿泊１台１，０００円、宿泊場所乗り入れの場合、１，０００円いただき

ますよというふうに改正前に書いてあります。これと、ログコテージに泊まられた場合

は車を大体乗り入れされますんで、この１，０００円と１棟の宿泊料金１万８，０００

円を足して１万９，０００円を今までいただいていたということでございます。それを

一つの料金表の中にぽんと書いてあるんじゃなしに、こっちの場所と違う場所と、駐車

と宿泊と別々に書いてありましたんで、若干利用者の方への御理解を賜れなかった場合

もあるようでございますので、運用としてログコテージ１棟１万９，０００円として料

金徴収いたしておりますので、それをもとに今回料金改正をさせていただこうというと

ころ。そこで、わかりやすいように、改正後につきましては車１台分の駐車料金を含む

と、この中には１，０００円分が含んでますよということを明示しているというもので

ございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。

ということは、１台分は含まれてると、その中で２台、３台になれば、ここの項目の

ように駐車料は徴収するということですね。わかりました。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほか特にございませんか。

ないようでございましたら、質疑を終結したいと思いますが、よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより各議案ごとに討論、採決をいたします。

まず、第１２３号議案について討論に入ります。討論ございますか。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。１２３号議案について、反対の立場で

討論に参加します。

まず、質問の段階でも執行部より説明を受けましたが、改正の時期として、消費税等

の引き上げに伴いまして、この時期が私は最善かと理解をいたしております。

また、反対の理由につきましては、先ほども説明の中で町内の人は半額にしてとどめ

たいうふうな話もありましたけれども、こういうふうな表現については不適切と私は理
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解します。特に高い料金を支払う人の立場に立って物事を考える、また町長の施策の大

きな柱の観光交流人口を増加するいうふうなことからしたら、当然町外の人も同一料金

であるべきいうふうに感じております。支払い側の気持ちになったら、なかなか複雑な

もんがございます。先ほども質問の中で言いましたけれども、同じように知人と一緒に

行ったときに、あなたは町内の証明がないから料金は倍額ですよと言われたときに、何

やこの町はいうふうな気持ちになります。そしたら、ここの施設を再度訪れようかない

うふうなことが、ちょっとのことでマイナス効果になるんではないかいうふうに感じま

すので、こういうふうな料金設定についてはできるだけ町外、町内の料金差をつけるべ

きでないいうふうなことで、私は反対をいたします。以上です。

○議長（安部 重助君） 続きまして、賛成討論を求めます。賛成討論ございませんか。

藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。

この議案も含める中で、先ほど町外、町内の料金格差ということが出ておったわけで

すが、先ほど言いましたように、施設の見直し検討委員会で、それぞれ施設によっては

違いますけれど、例えばヨーデルの森、またグリーンエコーにつきましても資料を出し

て、町外、町内別、また同じとすればどういう結果が出るかという資料の中で、現在の

現状ではこのままが望ましいんじゃないかと、プラスになる材料も大きいということで、

現状でいこうということが現在続いております。これも一つ見直しの段階であろうと思

いますけれど、現状その意見も含める中で今後見直しを十分していただくとともに、今

回は検討とする形で、私は賛成といたします。以上です。

○議長（安部 重助君） 続きまして、反対討論ございますか。反対討論ですか。

小林議員。

○議員（１番 小林 和男君） １番、小林です。私は、この議案に対して、反対の意見

を述べさせていただきます。

まず、観光交流センターといいますと、町の顔になるものです。外部の方いらっしゃ

いというふうな窓口です。その一番窓口の玄関先で、町内の人、町外の人いうふうな振

り分け料金設定があるということに不合理を感じます。それでは、ほかの施設は別とし

て、この施設、観光交流センター、観光の窓口としてのこの施設に町内、町外の振り分

けがあるということは、どうぞこの町に来てくださいいう言葉と心が裏腹にとられます。

ですから、本当の真心を持って観光客をお迎えするならば、町内、町外同じ家族ですよ、

同じ料金設定ですよというふうなお迎えしたほうが、この町の将来が、目先のことより

か将来を考えますと観光が発展すると思います。

ですから、この観光交流センターに限っては、反対いたします。

○議長（安部 重助君） 続きまして、賛成討論。

藤原日順議員。

○議員（11番 藤原 日順君） １１番、藤原でございます。
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非常にこの問題というのはデリケートな問題を含んでいるとは思うんですけども、ど

ちらへ物差しを持ってくるかということだろうと思います。つまり、町外の方が利用さ

れる料金が本来利用に対して徴収すべき料金であって、町内の人に対しては特別に割り

引くよと考えるのか、町内の人の利用料金が本来の徴収すべき料金であって、町外の人

は割り増ししてるよと考えるかということだろうと思うんです。ですから、私自身は、

例えば５００円が本来そのサービスに対してもらうべき料金で、町内の人に対しては本

来５００円もらうべきだけども２５０円、税金も納めてる、いろいろそういったのもあ

るんで、本来の５００円じゃなくて２５０円にとどめておくよというように考えれば、

別に矛盾はないのでないかなと思います。ですから、町内外について料金差を求めるこ

とについては、別に違和感はございません。

大事なのは、本来、今回議題になっているのは、消費税が５％から８％に上がること

のその転嫁分の議論でございますんで、町内、町外について利用料金を区別することに

ついて議論するのはちょっとおかしいんじゃないかなというように思います。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかに反対討論、賛成討論ございますか。

ないようでございますので、討論を終結します。

第１２３号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１２３号議案は、原案のとお

り可決しました。

続いて、１２４号議案について討論に入ります。討論ある方どうぞ。

反対討論のある方。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 次に、賛成討論のある方。ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、討論を終結します。

第１２４号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１２４号議案は、原案

のとおり可決しました。

続いて、第１２５号議案について討論に入ります。

先に、反対討論のある方どうぞ。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 続いて、賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕
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○議長（安部 重助君） 討論特にないようでございますので、討論を終結します。

第１２５号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１２５号議案は、原案

のとおり可決しました。

続いて、第１２６号議案について討論に入ります。

反対討論の方ございますか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論の方ございますか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論特にないようでございますので、討論を終結します。

第１２６号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１２６号議案は、原案

のとおり可決しました。

続いて、第１２７号議案について討論に入ります。

反対討論ある方どうぞ。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論のある方どうぞ。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 特にございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結いたします。

第１２７号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１２７号議案は、原案のとお

り可決しました。

続いて、第１２８号議案について討論に入ります。

反対討論のある方どうぞ。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。１２８号議案について、反対の立場で

討論に参加いたします。

先ほどの１２３号議案と同じ理由で、町内、町外の料金の差はつけるべきでないと考
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えます。簡単ですけど、以上です。

○議長（安部 重助君） 続きまして、賛成討論のある方はどうぞ。ありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） ほかに討論ないようでございます。討論を終結します。

第１２８号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１２８号議案は、原案のとお

り可決しました。

続いて、第１２９号議案について討論に入ります。

反対討論から求めます。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。１２９号議案について、反対の立場で

討論に参加します。

この議案につきましても１２３号議案と同じく、町内、町外の料金差を設けるべきで

ないと私は考えますので、反対の立場で討論に参加いたしました。以上です。

○議長（安部 重助君） 続きまして、賛成討論の方どうぞ。賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） ほかに討論ある方ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

第１２９号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１２９号議案は、原案のとお

り可決しました。

続いて、第１３０号議案について討論に入ります。

反対討論のある方どうぞ。討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 続いて、賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

第１３０号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１３０号議案は、原案のとお
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り可決しました。

続きまして、第１３１号議案について討論に入ります。討論ございますか。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。１３１号議案について、反対の立場で

意見を申し上げます。

反対の理由につきましては、第１２３号議案と同じく、町内、町外の料金差をつける

べきでないと考えます。もって１３１号議案に反対をいたします。以上です。

○議長（安部 重助君） 続きまして、賛成討論を求めます。賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） ほかに反対討論ございますか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ほかにないようでございます。討論を終結します。

第１３１号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１３１号議案は、原案のとお

り可決しました。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１６時１０分といたします。

午後３時５６分休憩

午後４時１０分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き会議を再開いたします。

⋞ ⋞

日程第２０ 第１３２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２０、第１３２号議案、公立神崎総合病院使用料及び手

数料条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１３２号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上

げます。

本議案は、公立神崎総合病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定の件に

ついてでございます。

改正理由は、先ほどの議案同様、消費税の改正に伴うもので、本条例の室料差額及び

診断書発行等手数料について改正するものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、病院総務課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いい
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たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課長。

○病院医事課長兼総務課長（浅田 譲二君） 病院の浅田でございます。それでは、第１

３２号議案の詳細について御説明を申し上げます。

まず、公立神崎総合病院におきまして使用料手数料条例がございます。これは地方自

治法の第２２８条に基づき制定をされておるものでございます。今回の改正につきまし

ては、公立神崎総合病院といたしまして、先ほど町長が申し上げました、国のいわゆる

法改正、消費税の５％から８％への改正、そして現状の病院の経営実態、そして患者様

の立場、この３点から病院内部でまず議論を始めさせていただきました。

まず、法令通知等の根拠につきましては、本年８月１日の国の物価担当官の会議の申

し合わせ通達がございました。その後、１０月１日の閣議決定、そして１０月８日の総

務省からの通達という通達の内容を踏まえながら、まず病院内で今回の消費税に関する

該当項目について議論を深め、今回提案を出しております室料差額、いわゆる個室の料

金、そして診断書等を発行しております文書料等、こういう該当項目についての議論を

深め、今回条例の改正をしたいというふうに提案をしておるものでございます。

それでは、まず最初に、病院の条例でございます第２条の第２項関係でございますが、

室料差額の関係でございます。室料差額と申しますのはいわゆる個室のことでございま

して、当院には特別室、準特別室、個室、そして中館に２人部屋といいますか、２床室、

ベッドが２つある部屋がございます。それぞれ特別室については１室、準特別室につい

ては２室、個室については２８室、中館２床室については１０室、当院の１５５床のベ

ッドのうち４１床が今回室料差額の改正になる対象の部屋でございます。これまでの１

２２号議案から１３１号議案までで消費税に関する料金改定の端数計算等につきまして

は御説明があったので省略をさせていただきながら、病院のほうでは料金のほうを御報

告申し上げたいと思います。

それでは、新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思います。分娩料の下にござい

ます室料差額、特別室現行１万５，７５０円を１万６，２００円に、準特別室４，２０

０円を４，３２０円に、個室３，６７０円を３，７８０円に、中館２床室２，７５０円

を２，８２０円に。この中館２床室につきましては、１人で利用される場合には個室と

いう形で現行では取り扱いをさせていただいております。これらをまず改正したいとい

うところでございます。

そして、次に自費診療というのがございます。無保険でございますとか労災、交通事

故、さまざまな要因があるんですけれども、そういう自費診療というところで、私ども

は健康保険法の点数に準じて１点１５円以上２０円以内で計算をさせていただいており

ました。これにつきましては、昨年、当町の出身の方で西脇に勤務をされている方がい

らっしゃいまして、通常はそちらのほうで会社の健康診断を受けておられたんですけれ
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ども、神河町内に帰ってきて、家族の方から地元に病院があるんだから地元の病院で健

康診断を受けるようにと、できるだけ協力するようにと、何かそういう家族の中で話が

あったそうでございます。それを受けて、これまで受けておった病院から当院を利用い

ただいたときに、診察を受け、そしてお金を支払ったときに倍近いお金がかかったと、

これまで西脇で受けておった病院の倍近くかかったということが判明いたしまして、大

変憤慨をされました。まして公立病院であり、かつ地元の病院でありながら、これまで

受けていたところと全然違う料金であるという、こういう事案が発生をいたしまして、

病院の内部で検討いたしまして、また他の病院の参考事例をしながら、こちらのほうに

ついては、健康診断等については１点１０円という点数に５点の点数を減らしていきた

いというふうに改正をしたいものでございます。これによりまして、会社また個人等で

健康診断を受けられる場合は、これまでの料金より安く受けていただけるということに

改正をしたいものでございます。

次に、第２条第３項関係の手数料関係でございます。こちらのほうにつきましては、

普通診断書、証明書、入学でございますとか就職、そういったものに関する文書料とい

うもので現行１，５７０円を１，６２０円に、死亡診断書２，１００円を２，１６０円

に、死体検案書３，１５０円を３，２４０円に、警察用の診断書につきましては２，１

００円を２，１６０円に、そして裏面のほうで、特殊診断書及び特殊証明書ということ

で、生命保険でございますとか裁判所、年金関係、交通事故の診療明細、そういった特

殊な診断につきましては３，１５０円を３，２１０円に改正したいという内容でござい

ます。

なお、参考までに、その上にございます分娩料につきましても今回私どもは見直しの

検討に入りましたが、現場の産婦人科の岩﨑ドクターのほうから、何とか現状の経費で

やっていきたいということで、今回は改正を見送っております。

ちなみに、平成２３年度の当院での出生数は１２２件、２４年度は１１８件、この１

１８件のうち町内の方は２０件で、ほかが町外が９８件ということで、里帰り出産でご

ざいますとか、そういうふうに御利用いただいておるというところから、現場の産婦人

科のドクターもそういう地域医療の核であるので、少子化対策という町の政策も見据え

ながら現行の料金で何とかやっていきたいというところでございます。

なお、ちなみに病院全体では、２４年度決算額で消費税への影響額が約３，８００万

円と想定をいたしております。そして、今回の室料差額、文書料等の改正によりまして、

室料につきましては２４年度の稼働率、そして文書料については２４年度の発行件数、

そういったところを試算いたしますと、総額約２００万余りの経費が患者様への負担に

なってしまうということにもつながりますけれども、やはり公立病院としましても厳し

い経営状況もございますので、何とかこのたびは、この消費税相当分につきましては改

正をしたいというところでございます。

以上、提案の詳細説明です。よろしくお願いいたします。
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○議長（安部 重助君） 上程議案に対する説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑特にないようでございますので、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

第１３２号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１３２号議案は、可決するこ

とに決定しました。

⋞ ⋞

日程第２１ 第１３３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２１、第１３３号議案、平成２５年度神河町一般会計補

正予算（第４号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１３３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２５年度神河町一般会計補正予算（第４号）でございまして、専決し

ました補正予算（第３号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでござい

ます。

補正の主な要因は、職員共済組合追加費用の減額、住基ネットワークシステムの減額

とパソコンのウィンドウズＸＰのサポートが終了するためパソコンを新機種に更新する

必要があり、その購入費の増額、財政調整基金の積み立て、参議院議員通常選挙費と兵

庫県知事選挙費の精算及び町長選挙と土地改良区総代選挙の無投票によります経費の減

額、後期高齢者医療療養給付費の平成２４年度分精算金の受け入れ、子ども⋞子育て支

援電算システム構築委託料の増額とその補助金の増額、森林経営計画の計画量増に伴う

環境対策育林事業補助金の増額とみどり公社受入金の増額、千ヶ峰⋞三国岳線開設工事

の今年度事業量増による負担金の増額、町イチ！村イチ！２０１４出展事業の事務費の

増額と町村会からの助成金の受け入れ、根宇谷川災害復旧のグリーンエコー笠形親水公

園整備事業工事請負費の増額、兵庫衛星通信ネットワーク設備の更新事業負担金の増額、

越知谷小学校アクティブセンターの火災報知機等修繕費と長谷小学校防火扉の修繕費の

増額、中央公民館空調機配管漏水の修繕費の増額、給食センター２階休憩室の雨漏りや

プレハブ冷蔵庫等の修繕費の増額。これらにより、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ
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ぞれ８，７４９万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８

億８，８０６万９，０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

なお、詳細につきまして、総務課財政特命参事から説明いたしますので、よろしく御

審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） 総務課、太田でございます。詳細説明を

いたします。

それでは、まず５ページをお願いします。第２表、地方債補正でございます。広域基

幹林道開設事業では、現在、朝来農林振興事務所が執行しています千ヶ峰⋞三国岳線開

設事業につきまして、国から要望額以上の交付決定があり事業費が増額となるため、一

般公共事業債を４５０万円の増額でございます。グリーンエコー笠形親水公園整備事業

は、９月２日の根宇谷川の災害復旧に係る起債で、崩れ石積み等が災害復旧事業に該当

しないため、合併特例債を４，６５０万円計上しています。兵庫衛星通信ネットワーク

設備更新事業は、平成４年度に整備された設備を老朽化により更新するもので、県から

２分の１の負担を求められ、緊急防災減災事業債を８００万円計上しています。これら

によりまして、平成２５年度、地方債の限度額総額は８億４，７２６万３，０００円と

なります。

続いて、歳入歳出予算事項別明細書で説明させていただきます。

９ページ、歳入をお願いします。総務費負担金の土地改良区総代選挙負担金は、無投

票となりましたので１６万４，０００円の減額でございます。

衛生費国庫負担金、未熟児養育医療給付事業負担金１５万円増額と、一つ飛ばして衛

生費県負担金の未熟児医療養育医療給付事業負担金７万５，０００円増額は、受給者が

１名から２名にふえたための増額でございます。

戻りまして、民生費県負担金の後期高齢者医療保険基盤安定負担金は、平成２５年度

分が確定したため４０万６，０００円を減額いたしました。

民生費県補助金の子ども⋞子育て支援システム構築補助金は、地域全体で子ども、子

育て世代を支える総合的なシステム導入経費の補助金で、１，２２２万６，０００円を

計上しています。これについては１００％の補助となっています。小学校体験活動事業

補助金は環境体験と自然学校の交付金確定によって、１２万６，０００円の増額でござ

います。

総務費県委託金は、７月２１日に執行しました参議院議員通常選挙と県知事選挙の県

委託金の精算で、それぞれ１６９万８，０００円と３８７万３，０００円の減額でござ

います。

寄附金で、神河ふるさとづくり応援寄附金は、見込みより多くの寄附があったため５
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０万円の増額でございます。

１０ページ、雑入で、環境対策育林事業受入金は、間伐及び作業道の事業計画量の増

加に伴うみどり公社受入金の１２８万８，０００円の増額でございます。交通災害共済

事務取扱金は、加入世帯数の修正のため３万６，０００円の増額、小学校自然学校負担

金は、負担金の確定によって１３万５，０００円の減額、後期高齢者医療広域連合療養

給付費負担金清算金は、平成２４年度分で１，９８６万７，０００円の増額、町の魅力

を訴えるイベント参加助成金は、町イチ！村イチ！２０１４出店事業の参加経費の町村

会からの助成で５０万円を計上しております。

町債は、第２表で説明したとおりでございます。

１１ページ、歳出でございます。議会費の報酬１６８万円減額と期末手当４６万２，

０００円の減額は議員死亡退職によるもので、議長交際費は、元議員の葬祭や叙勲が多

かったことによりまして６万円の増額でございます。

一般管理費の職員手当は、職員数減等によって２００万円の増額でございます。職員

共済組合追加費用につきましては、６４９万８，０００円減額で、補正後は２，２８９

万９，０００円となっております。職員退職手当組合特別負担金は、退職予定者の増に

よって３４４万５，０００円の増額で、特定健診団体負担金３，０００円増額と旧恩給

組合納付金４万８，０００円の減額は、実績によるものでございます。以降の少額の人

件費については、説明を省略させていただきます。

コンピューター保守点検料の１７万７，０００円減額は、情報系ハードについて７月

に更新したため安くなり、システム更新委託料は住民基本台帳ネットワークシステムで

更新内容の変更によって５２３万３，０００円の減額。システム運用維持委託料は、ウ

ィンドウズＸＰのサポート終了に伴い健康福祉課のシステムを設定するもので、２１１

万７，０００円の増額、磁気媒体外部保管委託料は基幹系システムのバックアップ費用

で、予定より安くなり、３４万８，０００円の減額でございます。コンピューター使用

料は、情報系ハード更新のため安くなり、６，０００円の減額で、備品購入費は、来年

４月にウィンドウズＸＰのサポート終了のため、ウィンドウズ７に更新しなければなら

ないため１００台分を購入いたしますが、その費用が１，５３３万円でございます。

財政調整基金積立金２９７万６，０００円は、この補正予算の歳入から歳出を引いた

残りを基金として積み立てるものでございます。神河ふるさとづくり応援基金積立金は、

歳入で受け入れた寄附金を基金として積み立てるもので、５０万円の増額でございます。

交通災害共済加入推進協力謝礼は、加入世帯数修正のため３万６，０００円の増額で

ございます。

諸費の過年度感染症予防事業費等国庫補助金返還金と過年度鹿捕獲拡大対策支援事業

費県補助金返還金は、平成２４年度の数値が確定し、それぞれ６万２，０００円と１５

万４，０００円を計上し、返還します。

消費者行政費では、消費者への講演会をセミナーに変更することになったため、講師

－９０－



謝礼を２０万円減額し、消耗品費と印刷製本費に４万円と１６万円を計上しました。

１２ページ、戸籍住民基本台帳費の通話料は、住基システムのアップデートにより遠

隔保守の使用頻度がふえたため、１２万円の増額でございます。

総務費で、参議院議員通常選挙費１６９万８，０００円の減額と兵庫県知事選挙費３

８７万３，０００円の減額は、それぞれ詳細説明を省略しますが、精算によるものでご

ざいます。

１３ページの町長選挙費は、無投票となりましたので４３０万７，０００円の減額で、

１４ページの土地改良区総代選挙費も、無投票によって１６万４，０００円の減額でご

ざいます。

民生費、介護保険事業特別会計繰出金は、介護保険特別会計の人件費が減りましたの

で、繰出金も１０万２，０００円減額でございます。老人福祉費の災害緊急避難措置経

費負担金は、９月の災害で自宅前の河川が崩壊したひとり暮らし老人を福祉施設へ避難

措置したことによる費用負担で、２１万１，０００円を計上しています。後期高齢者医

療費の広域連合共通経費分賦金が減額となったため、８３万１，０００円の減額で、繰

出金は、平成２５年度保険基盤安定負担金が確定したため、５４万１，０００円の減額

でございます。

児童福祉総務費の子ども⋞子育て支援システム構築委託料は、歳入で説明しましたと

おり、１，２２２万６，０００円を計上いたしております。

母子衛生費の養育医療給付費は、未熟児の給付が１名から２名にふえたことにより３

４万２，０００円の増額でございます。

１５ページ、地籍調査費の報償費は、現地調査がおおむね完了し、地元推進委員の出

役減による委員謝礼の５５万円減額で、需用費はプラくいやロール紙が不足するため３

０万円増額。役務費は、閲覧通知の郵便料の５万円増額、使用料及び賃借料は、コピー

使用料の２０万円増額でございます。

林業総務費の千ヶ峰⋞三国岳線工事負担金は今年度事業費の増額に伴い、負担金の５

００万円増額で、補正後は１，５００万円となりました。事業費全体は１億５，０００

万円となっています。林業振興費の需用費３万８，０００円の増額は消耗品費で、環境

対策育林事業に係るものでございます。環境対策育林事業補助金は、森林経営計画を立

てられる見込みが５件から９件にふえたことによる増額で、５３３万円でございます。

商工費、観光振興費の旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料の計５０万

円は、町イチ！村イチ！２０１４出店事業で、全額町村会からの助成でございます。工

事請負費のグリーンエコー笠形親水公園整備工事請負費は、根宇谷川の災害復旧に係る

ものですが、災害の補助や起債ではもとのような石積みにできないため、合併特例債を

財源として単独事業で執行します。その費用が４，９００万円でございます。

１６ページ、道路橋梁維持費の道路橋梁補修工事請負費ですが、町道鍛冶市川左岸線

舗装工事について、地元から全線舗装の要望があり、５００万円の増額でございます。
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消防費ですが、国の平成２４年度の補正で、消防団を核とした地域消防力強化事業が

ございまして、小型動力ポンプ積載車や暖房つきエアーテント、発電機つき投光器、無

線機等が貸し付けという形で配備されます。電波使用料１万４，０００円増額は、その

無線機３０台に係るもので、町有自動車保険料等役務費６万３，０００円と自動車重量

税１万８，０００円の増額については、小型動力ポンプ積載車に係るものでございまし

て、積載車は鍛冶分団に配備されます。

災害対策費の兵庫衛星通信ネットワーク設備更新負担金は、第２表のところでお話し

しましたが、県へ２分の１負担するため、８０４万円の増額でございます。

小学校費の修繕料４３万４，０００円の増額は、越知谷アクティブセンターの火災報

知機の修繕と長谷小学校防火扉の修繕でございます。教科研究会参加費負担金は、１万

７，０００円増額となりました。小学校教育振興費の報償費９万円減額、需用費３０万

２，０００円減額、郵便料５，０００円減額、使用料２２万１，０００円の減額、１７

ページ、扶助費２，０００円の減額は、自然学校の精算によるものでございます。

公民館の需用費は、中央公民館の空調機配管が漏水し、天井にしみができているため

の修繕費で、３０万円増額でございます。

学校給食費の需用費は、事務所２階の雨漏りやプレハブ冷蔵庫、高圧洗浄機等の修繕

費で、８４万５，０００円の増額でございます。

１８ページ以降に給与費明細書を添付しております。

以上で、簡単ですが説明を終わります。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。

ここで、私のほうからお願いいたします。本案については、議会運営副委員長の報告

のとおり、総務文教常任委員会に付託を予定しておりますので、担当委員会以外の方を

優先に質問をしていただきますようお願いします。

質問のある方どうぞ。

松山議員。

○議員（４番 松山 陽子君） ４番、松山です。

１４ページの３款民生費の２項、児童福祉費に上げておられます子ども⋞子育て支援

システム、これ１００％県補助ということですが、これのちょっと具体的な内容を教え

ていただきたいんですけれども。

○議長（安部 重助君） 住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。

子ども⋞子育て支援事業の子ども⋞子育て計画を立てるための会議の設置につきまし

ては、９月の定例会で条例提案をしたところでございます。そのことに要する電子シス

テムを年度内に契約をする必要がございます。そのシステムの内容と申しますと、国と

町におきます保育所等の人員の報告やらもろもろの情報交換、事業者情報について情報
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交換を行うよう国から指導があり、計上を施行するものでございます。以上でございま

す。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（４番 松山 陽子君） そしたら、これは委託料ということになっておりますが、

このシステムについてはどこかの業者に委託するものですか。それとも、その保育所と

かそういった関係施設のほうに委託するものなのですか。済みません。

○議長（安部 重助君） 住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。

日立システムズに委託を予定をしております。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。

もう既にこれ委員会で聞いておりますので再度ということになるかもわかりませんが、

１５ページ、グリーンエコーの親水公園、いわゆるあそこを流れている川の改修いうこ

とでございます。

よく承知しておりますのは、通常の災害復旧であると、いわゆる災害復旧事業の対象

になるけれども、やはり公園的な、これは親水公園という名前が書いてありますが、そ

ういうためにそのような復旧ができないんですということで努力されて、合併特例債を

使うというようなこともちょっと聞いとるんですけれども、やはりプラスアルファの、

いわゆる公園化するような部分については確かにそうかもわかりませんけれども、やは

り河川の管理上、最小限いうんですか、最低限の工事というものは、当然災害復旧事業

という形で対象になるんではないかなと。考え方としてよく原形復旧だと言われるわけ

ですけれども、それはそれとして、やはりあそこは砂防河川になっとるんですかね、こ

れはまた間違っておれば訂正してほしいんですが、そういうことであると、やはり安全

性といった面から見ると、最低限のものについては当然災害復旧事業の対象になるとい

うように思うんですけれども、そういった議論も尽くされていろいろ県等と協議された

結果、こういう形になると思うんですけれども、その辺のところをひとつこの場で、経

緯等も含めて、町が取り組んだ努力の結果も含めてひとつ説明をしていただきたい、そ

のように思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。

山下議員からの御質問でございます。グリーンエコー笠形のずっと入っていきました

ら最初にゲートがありまして、右側に砂防堰堤がある。あの砂防堰堤から手前は県の砂

防河川でございます。砂防堰堤から上につきましては、砂防指定はされておりましたが、

もう町に移管してると、管理をいうことでございまして、建設課を通じまして県とはい

ろいろと協議していただきましたが、堰堤から上については町費で対応しなさいという
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ことでございまして、補助が得られなかったということでございます。以上でございま

す。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。

多分そういう経緯は、経緯というよりもその努力されたということは、それをとかく

言うとるんやないですが、基本的な考え方として、やはり現実に川は流れておると。管

理区分はわかりましたけども、そこに川があるということは、これは事実なんですから、

ほかの河川のところではやはり公共事業で採択されているというふうなことですので、

なぜそのベースになる部分だけでも災害復旧事業として取り上げてもらえないのかなと、

その辺に非常に疑問を感じるんですね。ですから、やっぱりよく国を挙げて安全安心と

か、たまたまそこが観光施設であるということだけであって、安全安心という面から見

ると全く変わらないと思うんですね。その辺ひとつ、もうぶり返しはできないんかもわ

かりませんけど、しっかりと対応していただいたということを前提で、くどいんですけ

れども、もう一歩、こういう努力もしたんや、だから、そういうことしたけどだめやっ

たんですいうようなことをひとつ、もう少しパンチのあるところで説明していただけま

せんか。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 建設課を通しましての土木への働きかけと、上野県会

議員にも県庁自体にも働きかけていただきました。何とかならないかというところで大

分動いていただいたんです。ならなかったということでございます。砂防河川で県の管

理から町にもう移管したと、以前にということと、あの川自体が自然の川じゃなしに、

施設をつくるときに人工的に河川もつくっているというところもございまして、町がつ

くったもんであるので町で復旧してくださいというような指導でございまして、残念な

がら県費はいただけなかった。そのかわり合併特例債の使用については認めていただい

たというところでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡です。

実際に県に働きに行きまして、いろいろと協議いただいて、何とか災害復旧というこ

とで力を入れていただきました。工法が、今、野村課長が言いましたように、石積みを

した人工的な工法なんですね。災害にすると、もうべたっとコンクリを打ってしまって、

そういうような工法であるということで、そういうような工法をするのには災害復旧の

補助は出せないいうようなことがございまして、何とか今みたいに自然な石積みでやれ

ないかという議論の中で合併特例債を認めていただいたというような状況がございまし

て、これにつきましてはいろいろと県のほうも議論していただきました。そして、また

県民局の局長にもいろいろとお話に、私も行きまして現地も見ていただいたんですが、
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やはり普通の川の工法と違って石積みのこの観光施設の復旧ということになれば、災害

の補助は出せないという結論になったわけでございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

小林議員。

○議員（１番 小林 和男君） １番、小林です。

１５ページの商工費の町イチ！村イチ！２０１４年事業委託料とあるんですが、これ

の詳しい内容を教えてほしいと思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 町イチ！村イチ！２０１４ということで、町村会が主

催するもんでございまして、全国の町村会が主催いうことで、経費については兵庫県の

町村会から５０万円お金をいただきまして、その５０万円でもって事業を実施するとい

うものでございます。場所は東京の国際フォーラム、有楽町にあるそうなんですが、周

りは皇居が近くにあったりして、本当の非常ににぎやかなところだと聞いております。

そこで、神河町については物産販売を行うという予定をしております。あと、自然薯だ

しとろろの試食販売をするということで、事業実施につきましては、地域振興課と町の

商工会とで事業を実施するという予定をしております。

あと、他の市町村につきましては、全国９３０市町村の中で３４７市町村が出店され

るというふうに聞いておりまして、非常に大きな規模の事業でございます。近隣では市

川町もステージイベントだけ参加されると。福崎については食堂と物販もされるという

ふうにお聞きしております。

時期は、１月の１１、１２、土日でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほか特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） それでは、質疑がないようでございますので、質疑を終結いた

します。

ここでお諮りいたします。本案については、総務文教常任委員会に審査を付託いたし

たいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第１３３号議案は総務文教常任委員会

に審査を付託することに決定しました。

ここでお諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延

長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、会議時間を延長すること

に決定しました。

⋞ ⋞
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日程第２２ 第１３４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２２、第１３４号議案、平成２５年度神河町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１３４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２５年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）でござ

いまして、補正予算（第２号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでご

ざいます。

補正の内容は、歳入では、歳出の一般療養費、退職療養給付費、退職高額療養費の増

額に対する歳入の増額分を計上しております。内容としましては、一般被保険者の療養

給付費等負担金１８万１，０００円、普通調整交付金の国庫補助分５万１，０００円、

同じく県補助分３万４，０００円のそれぞれ増額。退職被保険者の療養給付費交付金９

８１万３，０００円の増額でございます。

歳出では、保険給付費のうち、一般療養費、退職療養給付費、退職高額療養費の増額

分を計上しております。内容としましては、退職被保険者等療養給付費４６４万７，０

００円、一般被保険者療養費５６万８，０００円、退職被保険者等高額療養費５１６万

６，０００円の増額で、財政調整基金積立金で３０万２，０００円減額し、補正額の相

殺を行っています。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，００７万９，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億９，２２３万１，０００

円とするものです。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、住民生活課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いし

ます。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。それでは、詳細につ

きまして説明をさせていただきます。

国民健康保険事業特別会計の運営状況につきましては、直近では１１月の民生産業委

員会で、８月分までの医療費の動向を資料を提示しまして報告をさせていただいたとこ

ろでございます。その内容は、療養給付費の一般分では対前年比マイナス５．５％、退

職分がプラス１４．１％となっており、退職分において約１，０００万程度の補正が必

要という報告をいたしております。その後、確定しました９月分の医療費を含む対前年

比は、一般分でマイナス４．７％と前回報告より０．８％のアップ、退職分につきまし
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ては、プラス８．５％と前回の報告分と比較しまして５．６％減少をしておる状況でご

ざいます。

さて、今回の補正の内容でございますけれども、歳出の一般分の療養費、つまり補装

具、柔道整復施術等の現金支給分におきまして対前年比１１％の伸びを示しており、５

６万８，０００円の増額としております。このことの主な要因としまして、社会保険等

をさかのぼって喪失した世帯が国保に加入され、社保が負担していた医療費を国保会計

が負担するという案件の金額が大きいことによるものでございます。退職分では療養給

付費の４６４万７，０００円の増額と、高額療養費におきましては、１０月分までを含

んだ月平均が前年比４９％と高い伸びを示しており、５１６万６，０００円の増額とし

ております。この主な要因としましては、各種がんの４件の手術によるものでございま

す。

なお、各補正額は、確定月までの月平均額に２％を上乗せし、１２カ月分を乗じた額

で算出をしております。歳入では、これら歳出に対応した補助金、交付金等を計上して

おります。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございますか。特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第２３ 第１３５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２３、第１３５号議案、平成２５年度神河町後期高齢者

医療事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１３５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２５年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）でご

ざいまして、補正予算（第２号）以降、補正要因が生じたものについて補正するもので

ございます。

補正の理由は、平成２５年度保険基盤安定制度負担金の確定に伴うものでございまし

て、歳入の保険基盤安定繰入金で５４万１，０００円を減額し、歳出の保険基盤安定制

度負担金で同額の減額でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５４万１，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６，２４４万９，０００円とす

－９７－



るものです。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑特にないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２４ 第１３６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２４、第１３６号議案、平成２５年度神河町介護保険事

業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１３６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２５年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）でございま

して、第２号補正予算以降、補正要因が生じたものについて補正をいたしております。

補正の内容ですが、歳入につきましては、職員給与費等の一般会計からの繰入金１０

万２，０００円の減額でございます。歳出では、嘱託⋞臨時職員賃金の減額と訪問調査

に係る事務費の増額でございまして、差し引き１０万２，０００円の減額補正でござい

ます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０万２，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億５，４８１万５，０００円と

するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑は特にないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第２５ 第１３７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２５、第１３７号議案、平成２５年度神河町水道事業会

計補正予算（第４号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。
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○町長（山名 宗悟君） 第１３７号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上

げます。

本議案は、平成２５度神河町水道事業会計補正予算（第４号）で、補正予算（第３

号）以降に補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、予算第３条、収益的収入の水道事業収益を、営業収益で１７４万円の

増額、収益的支出の水道事業費用を営業費用で３００万円の増額、予備費で１２６万円

の減額で、差し引き１７４万円を増額し、収益的収入及び支出の予定額をおのおの３億

４，９３１万３，０００円に補正するものです。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、上下水道課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

します。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（坂本 康弘君） 上下水道課の坂本でございます。それでは、水道事業

会計補正予算（第４号）につきまして、詳細を御説明いたします。

予算第３条、２ページをごらんいただきまして、収益的収入のその他営業収益の雑収

益で、当初新規加入金を５軒分の計上でありましたが、現在まで１６軒と、３軒分の見

込み分を含めた１９軒分としまして１７４万円の増額で、水道事業収益を３億４，９３

１万３，０００円に補正するものです。

３ページをごらんいただきます。収益的支出の水道事業費用、原水及び浄水費の修繕

費で、山田浄水場取水ポンプ、またろ過器、制水弁の取りかえを行っておりまして、修

繕費が多額となっております。今後の修繕につきまして、１５０万円の増額としており

ます。配水及び給水費の修繕費で、給水管布設替修繕と橋梁添架管の修繕を実施してお

りまして、今後の修繕費として２５０万円の増額としております。また、総係費の委託

料、新会計制度移行業務委託等で１００万円の減額と、予備費の１２６万円の減額によ

り差し引き１７４万円の増額としまして、水道事業費用を水道事業収益と同額の３億４，

９３１万３，０００円に補正するものでございます。

以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきます、よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑特にないようでございますので、質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２６ 第１３８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２６、第１３８号議案、平成２５年度公立神崎総合病院
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事業会計補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１３８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２５年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第３号）でございまし

て、補正予算（第２号）以降に、補正要因の生じたものについて補正するものでござい

ます。

補正の内容としましては、医業費用の諸会費において、１０月から就任されました嘉

瀬内科医師が神崎郡医師会に入会されることから、その負担金７万円を増額しておりま

す。また、医業外費用の雑支出において、大阪医科大学が平成２９年に創立９０周年を

迎えられることで、今年度において１００万円を寄附することから増額しております。

これらの財源として、予備費を減額しております。予算額に変更はございません。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２７ 神河町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙の件

○議長（安部 重助君） 日程第２７、神河町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙の

件を議題といたします。

神河町選挙管理委員会委員長から、選挙管理委員会委員及び同補充員が平成２５年１

２月８日に任期満了となる旨、通知がありました。よって、地方自治法第１８２条第１

項並びに第２項の規定により選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。

お諮りいたします。この選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定

により指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議なしの声を聞きましたので、御異議なしと認めます。

ここで、再度お諮りいたします。指名の方法につきましては議長において指名したい

と思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 異議なしと認めます。

それでは、先に選挙管理委員会委員として、次の４名の方を指名いたします。詳細に

つきましてはお手元に配付のとおりであります。
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河村正文氏、浦上孝子氏、入江洋二郎氏、竹國洋子氏、以上の４名を指名いたします。

お諮りします。ただいま指名いたしました方を選挙管理委員会委員の当選人と定める

ことに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました河

村正文氏、浦上孝子氏、入江洋二郎氏、竹國洋子氏、以上の方が、選挙管理委員会委員

に当選されました。

次に、選挙管理委員会補充員として、次の４名の方を指名いたします。

第１順位、田中洋一氏、第２順位、岸田眞砂美氏、第３順位、山内敦子氏、第４順位、

辻井光明氏、以上の４名を指名いたします。

お諮りいたします。ただ今指名いたしました方を選挙管理委員会補充員の当選人と定

めることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 異議なしと認めます。よって、ただ今指名いたしました第１順

位、田中洋一氏、第２順位、岸田眞砂美氏、第３順位、山内敦子氏、第４順位、辻井光

明氏、以上の方が、選挙管理委員会補充員に当選されました。

⋞ ⋞

日程第２８ 兵庫県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙の件

○議長（安部 重助君） 日程第２８、兵庫県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙の

件であります。

兵庫県後期高齢者医療広域連合長職務代理者から、細岡重義議員が平成２５年１２月

１０日に任期満了となるため、広域連合議会議員を１名選出していただくよう通知があ

りました。これにつきましては、広域連合規約第８条第１項で、広域連合議会議員は当

該関係市町の長もしくは副市町長または議会議員の内から１人を選挙するとなっており

ます。また、同条第２項で、当該市町の議会における選挙については、地方自治法第１

１８条の例によると規定されております。

それでは、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約第８条の規定により、広域連合議員の

選挙を行います。

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

り指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議なしの声を聞きました。御異議なしと認めます。よって、

選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。

ここで再度お諮りいたします。指名の方法につきましては議長において指名いたした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（安部 重助君） 御異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定し

ました。

兵庫県後期高齢者医療広域連合議会議員に神河町副町長、細岡重義氏を指名いたしま

す。

お諮りいたします。ただ今指名いたしました方を兵庫県後期高齢者医療広域連合議会

議員の当選人と定めることについて御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議なしと認めます。よって、ただ今指名いたしました神河

町副町長、細岡重義氏が、兵庫県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。

あわせて告知をいたします。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） 本日の日程は全て終了いたしました。

お諮りいたします。委員会に付託した議案審査のため、明日から１２月１５日まで休

会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、委員会に付託した議案審

査のため、明日から１２月１５日まで休会と決定いたしました。

次の本会議は、１２月１６日午前９時再開といたします。

本日はこれにて散会といたします。どうも御苦労さんでした。

午後５時１４分散会
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